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業務概要                           

１．業務の目的 

 九州ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県

の範囲をいう。）では、毎年のように自然災害による甚大な被害が発生しており、その際に

排出される廃棄物対策においては市町村ごとの災害廃棄物処理計画（以下「処理計画」とい

う。）の策定等、平時からの備えが重要と認識されているところである。 

本業務では、市町村の処理計画の策定を支援することにより、災害時の廃棄物処理の実行

性を高め、生活環境の保全と円滑な復旧、復興を推進する。 

また、既に処理計画を策定済みの市町村においても、近年の大規模水害等による新たな知

見等を加え、発災後の体制やタイムラインの見直しを行うことで、より実効性の高い処理計

画に改定することが望ましい。本業務では処理計画の策定に加え、改定についても支援を行

った。 

このほか、九州地方環境事務所（以下、「当事務所」という。）が選定した市町において、

現行の処理計画の実効性の検証や県と市町との連携確認を目的とした一体型の図上演習及

び水害時の人材育成に関するセミナー等を実施した。 

以上の業務を実施することで、処理計画策定率の向上や処理計画の内容の充実及び発災

時の対応力強化を図ることを目的とした。 

 

２．業務の名称 

令和３年度（補正）九州ブロックにおける災害廃棄物処理対策支援業務（繰越） 

 

３．履行期間 

 令和 4 年 6 月 13 日～令和 5 年 3 月 30 日 

 

４．請負業者 

 応用地質株式会社 九州事務所  

住所 福岡市博多区住吉 3 丁目 1 番 80 号 オヌキ新博多ビル 3 階  

電話 092(402)0840 FAX 092(402)0844 
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５．業務内容 

 本モデル事業では、下表に示す災害廃棄物処理に係る 5 つの項目についてブロック内対

象自治体に対して実施した。 

 各項目の詳細については第 1 章以降に記載する。 

 

図表 本モデル事業の実施項目と概要 

項目 概要 

（１）災害廃棄物処理計画策定支援 2 町を対象に市町村災害廃棄物処理計画ワークシ

ートを用いて計画策定支援を行った。 

（２）災害廃棄物処理計画改定支援 11 市町を対象に、処理計画策定後に発生した災

害による知見に加え、国の災害廃棄物対策指針

や各県の処理計画の改定内容との整合を取り市

町村の災害廃棄物処理計画改定支援を行った。 

（３）現行の災害廃棄物処理計画に

対する実効性の検証を目的とし

た対応型図上演習 

ブロック内 7県 35市町村（内、実際の参加自治

体 29）を対象に、県や各市町が策定している処

理計画や初動マニュアルに沿って災害廃棄物が

発生した際に必要となる作業や手順等の図上演

習を行い、処理計画の実効性を検証した。 

（４）水害時の災害廃棄物処理に関

する初動行動等のセミナー 

令和３年度に当事務所が作成した「水害時の災

害廃棄物処理に関する初動行動等のハン 

ドブック」と、環境省環境再生・資源循環局 

災害廃棄物対策室が令和３年３月に改訂した

「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応 

の手引き」を利用したセミナーを講師を招聘し

実施した。 

（５）水害時の災害廃棄物発生状況

GIS 図化研修会 

九州地方環境事務所が令和３年度に作成した

「水害時の災害廃棄物発生状況図化の手引き」

で示した水害時の災害廃棄物発生量を図化する

手順を理解し、参加者が自ら図面を作成できる

ことを目的とした研修会を開催した。 
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第 1 章 災害廃棄物処理計画策定支援                       

１．業務概要 

（1）業務の目的と概要 

九州ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の

範囲をいう。）では、毎年のように自然災害による甚大な被害が発生しており、その際に排

出される廃棄物対策においては市町村ごとの災害廃棄物処理計画（以下「処理計画」という。）

の策定等、平時からの備えが重要と認識されている。 

本業務では、市町村の処理計画の策定を支援することにより、災害時の廃棄物処理の実行

性を高め、生活環境の保全と円滑な復旧、復興を推進する。 

 本業務では、九州地方環境事務所が策定した市町村災害廃棄物処理計画ワークシート（以

下「ワークシート」という。）を参考に、近年の災害により即した対応を意識し編集したも

のを用いながら策定支援を実施した。 

 

（2）業務対象自治体  

 業務対象自治体は、図表 1.1-1 に示す福岡県久山町、上毛町である。 

 

図表 1.1-1 対象自治体位置図 

  

出典：国土地理院地図に加筆 

上毛町 

久山町 
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図表 1.1-2 対象自治体概要 

町名 面積（㎢） 人口（人）※ 地域分類 想定災害 

久山町 37.44 9,321 内陸部、山間部 地震、風水害 

上毛町 62.4 7,386 内陸部、山間部 地震、風水害 

※人口は各町令和 5 年 1 月末データ 

 

（3）業務実施工程 

業務の実施工程を図表 1.1-3 に示す。 

対象自治体に対するアンケートを令和 4 年 7 月に実施し、説明会を令和 4 年 8 月に実施

し、計画素案を令和４年 10 月に送付した。その後、変更要望の追加、修正を行い令和５年

2 月に災害廃棄物処理計画案を対象自治体に送付した。 

 

図表 1.1-3 業務実施工程 

 
 

 

 

２．災害廃棄物処理計画策定説明会の開催 

（1）既往資料の収集・分析と想定災害等の決定  

対応すべき災害を決定するために、公表されている各町の地域防災計画および福岡県災

害廃棄物処理計画を収集して、記載されている災害を整理した。図表 1.2-1 に各計画に記載

のある災害を示す。また、既往資料として環境省一般廃棄物処理実態調査から焼却処理施設

の年間処理量と炉の容量、最終処分場の残余容量について調査した。 

 

 

 

 

 

 

災害廃棄物処理計画策定支援

説明会開催

アンケート

対象町打合せ

被災自治体ヒアリング

計画素案作成

計画案とりまとめ

業務結果分析・考察

1月 2月 3月
令和4年 令和5年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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図表 1.2-1 各計画等で想定されている災害 

資料名 
久山町 上毛町 

地震災害 風水害 地震災害 風水害 

福岡県災害

廃棄物処理

計画 

西山断層地震 

基盤一定 

多々良川上流に

浸水想定範囲は

あるが、被災棟

数推計なし 

小倉東断層地震 

基盤一定 

山国川 

佐井川 

地域防災計

画 
公表なし 公表なし 

小倉東断層地震 

基盤一定 

山国川 

佐井川 

 

図表 1.2-2 一般廃棄物処理状況 

計画収集量・施設 久山町 上毛町 備考 

計画収集量 4,568t 2,742t  

焼却施設 

福岡市東部工場 

（株式会社福岡クリー

ンエナジー） 

処理能力：900t/日 

処理実績：160,553t/年 

豊前市外二町清掃セ

ンター 

処理能力：70t/日 

処理実績：12,802t/年 

久山町の処理を行う

東部工場は PFI によ

る民間事業者 

上毛町は一部事務組

合を構成 

最終処分場 

東部(伏谷)埋立場 

残余容量：1,340,099 ㎥ 

豊前市外二町清掃施

設組合清掃センター

埋立処分地 

残余容量：2,000 ㎥ 

久山町処理は福岡市

への委託 

上毛町は R4 で残余

無し 

出典：令和 4 年度一般廃棄物処理実態調査（令和 2 年度実績）、株式会社福岡クリーンエナジーホームペー

ジ 東部工場環境報告令和 2年度 

 

対象とする災害を図表 1.2-3 の地震災害、水害とした。 

なお、多々良川水系の小河内川、猪野川、久原川、新建川については、被災棟数推計が無

いことから、福岡県管理河川の洪水浸水想定区域図について（福岡県河川課）に掲載されて

いる、多々良川水系多々良川他洪水浸水想定区域図（想定最大規模)の PDF にて示される浸

水想定範囲図（図表 1.2-4）から浸水想定範囲内にある建物数の計数を新たに実施すること

とした。 
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図表 1.2-3  各町の想定災害 

町名 想定地震災害 想定水害 

久山町 西山断層地震 
多々良川水系小河内川、猪野川、久原

川、新建川の想定最大規模浸水 

上毛町 基盤一定 
山国川想定最大規模浸水 

佐井川想定最大規模浸水 

 

図表 1.2-4 多々良川水系浸水想定区域図 

 
出典：福岡県河川管理課 多々良川水系多々良川他洪水浸水想定区域図（想定最大規模）を加工 
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（2）事前アンケートの実施  

本業務の実施に当たり、被災経験のある自治体への質問、策定に対する現状と課題を把握

するため、対象町に対し未策定の理由と現状と課題について、令和 4 年 7 月 25 日～8 月 2

日に事前アンケートを実施した。対象町のアンケート結果を図表 1.2-5、1.2-6 に示す。 

 

ア.久山町 

 計画未策定の理由としては、担当する職員の不足が大きな理由となっている。産資協との

個別協定や仮置場の候補地が決まっている等の対応はあるが、災害の経験や支援の経験が

ないことから災害発生時の具体的な対応について不明点があると考えられる。 

 

図表 1.2-5 事前アンケート結果（久山町） 
 

自治体名 久山町 

設

問 

1 災害廃棄物処理

計画が未策定の

理由について、

該当する理由を

選んで順位をつ

けてください。 

A 予算化（費用の確保）が

困難であった 
5 

B 作成にあたる職員や時

間を確保できない 
1 

C 災害廃棄物に対する専

門的な情報、知見が不足

している 

2 

D 他部署との連携が必要

であるが、困難であっ

た。 

3 

E どの災害を想定して作

成すればよいか分から

なかった 

6 

F 何から手をつければよ

いか分からなかった 
4 

G その他（自由記載） - 

2 一般廃棄物処理における現状の課題 久山町には焼却施設がなく、隣

接している福岡市の東部工場へ

搬入している。 

3 過去の被災経験 近年、大きな災害等は発生して

おりません。 
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4 貴自治体における地域特性や留意すべき事

項 

町の面積の約３分の２を山林・

原野が占めている。 

5 災害廃棄物対応への懸念事項 職員数が少ないのもあるが、災

害廃棄物処理を経験した職員と

しても少なく、初動対応に不安

ある。 

6 災害廃棄物対策・処理に関する協定について

把握している内容 

平成３１年１月に公益社団法人

福岡県産業資源循環協会と「災

害廃棄物の処理等に関する協定

書」を締結している。 

7 仮置場候補地リ

ストについて 

A 候補地をリスト化して

公表している。 

 

B 公表していないが候補

地のリスト化を実施し

ている。 

 

C 従来から候補地を数か

所決めている 

○ 

D 現在リスト化の作業中

である 

 

E 候補地の検討はしてい

ない 

 

F その他（自由記載）  

8 被災経験のある自治体へ質問したい事項 

※質問への回答は P.29 ページ～ 

・仮置場の臭気に対する具体的対

策はどのようなことをしたか。 

・被災経験を振り返ってみて「こ

の時はこのようにすればよかっ

た」と思うことがあれば教えてく

ださい。 
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イ.上毛町 

 計画未策定の理由としては、担当する職員の不足が大きな理由となっている。被災経験が

なく、仮置場候補地や仮置場の設置運営について不安があることがアンケートの回答に反

映されている。 

 

図表 1.2-6 事前アンケート結果（上毛町） 
 

自治体名 上毛町 

設

問 

1 災害廃棄物処理

計画が未策定の

理由について、

該当する理由を

選んで順位をつ

けてください。 

A 予算化（費用の確保）が

困難であった 
- 

B 作成にあたる職員や時

間を確保できない 
1 

C 災害廃棄物に対する専

門的な情報、知見が不足

している 

2 

D 他部署との連携が必要

であるが、困難であっ

た。 

- 

E どの災害を想定して作

成すればよいか分から

なかった 

3 

F 何から手をつければよ

いか分からなかった 
- 

G その他（自由記載） - 

2 一般廃棄物処理における現状の課題 焼却施設・し尿処理施設は一部

事務組合で運営しており、豊前

市や吉富町までの運搬が必要に

なる。 

最終処分場は町内にあるが、令

和 4 年 6 月で埋立容量に達した

ため、利用することができない。 

3 過去の被災経験 近年、災害廃棄物が発生するよ

うな水害等を経験していない。 

4 貴自治体における地域特性や留意すべき事

項 

山国川を境に中津市と接してお

り、水害廃棄物発生量など、大分

県側との情報共有が困難な状況

となっている。 

線状降水帯による集中豪雨によ
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り山国川が氾濫し、中津市（主に

山間部の耶馬渓町など）では大

きな被害を受けているが、上毛

町では床上浸水などの被害は発

生していない。また、山国川の堤

防のかさ上げ工事も進んでい

る。 

山間部が多く、また、学校や町営

のグラウンドは仮設住宅用地や

自衛隊の活動拠点として活用す

る計画となっているため、廃棄

物仮置場の選定に苦慮してい

る。 

5 災害廃棄物対応への懸念事項 職員数が少なく経験も乏しいた

め、初動対応及び仮置場の運営

等に不安がある。 

仮置場の候補地が思うように決

まっていない。 

6 災害廃棄物対策・処理に関する協定について

把握している内容 

県の締結している協定を利用す

るようにしており、個別の協定

等は検討していない。 

災害応急対策については、Ｈ29

に町内事業者（18 社）と協定を

結び、速やかな道路の復旧等に

努めている。 

7 仮置場候補地リ

ストについて 

A 候補地をリスト化して

公表している。 

 

B 公表していないが候補

地のリスト化を実施し

ている。 

 

C 従来から候補地を数か

所決めている 

 

D 現在リスト化の作業中

である 

○ 

E 候補地の検討はしてい

ない 
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F その他（自由記載） 候補地の検討を進めているが、仮

設住宅等の候補地が優先されてい

る状況であり、現在協議中となっ

ている。 

8 被災経験のある自治体へ質問したい事項 

※質問への回答は P.29 ページ～ 

一連の流れを教えていただきた

い。 

時系列で、いつ、どこで、誰が、何

を、どのように収集し処理したか。

また、広報の方法は。 

 

（3）災害廃棄物処理計画策定説明会の開催  

 計画策定支援の支援内容、対象災害、使用原単位について、福岡県、環境省九州地方環境

事務所担当官に参加頂き業務内容、実施事項や自治体にて検討が必要な事項について説明

を実施した。また、事前に実施したアンケート結果について許可頂いた自治体のアンケート

結果を提供し、他自治体の懸念点、課題等を共有した。 

 

ア.説明会概要 

 図表 1.2-7 に説明会の概要を示す。 

図表 1.2-7  説明会概要 

日時 令和４年８月 30 日（火）10:00～12:00 

会場 TKP 博多筑紫口ビジネスセンター803 

参加者 ＜業務対象町＞久山町 町民生活課、上毛町役場 住民課 

＜福岡県＞環境部 廃棄物対策課 計画指導係 

＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  

配布資料 資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方について 

資料 3-2 支援対象自治体の実施項目 

資料 3-3 浸水被害棟数推計に必要なデータと推計内容 

資料3-4 福岡県計画の災害廃棄物の発生量推計方法の違い

と推計の差 

資料 4  市町村災害廃棄物処理計画ワークシート 

資料 5  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 6  オンライン研修紹介 

資料 7  旅費交通費精算 
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イ.説明内容 

 業務内容の説明において、プッシュ支援を実施する項目の確認、水害の推計を実施する

場合に使用するデータ（浸水深のデータの扱い）によって、片付けごみのみの推計となる

こと。また、使用する災害廃棄物発生量原単位の違いにより生じる発生量の差について説

明を実施した。 
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図表 1.2-8 資料 3 業務の概要と進め方について 
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図表 1.2-9 資料 3-2 対象自治体の実施項目 
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図表 1.2-10 資料 3-3 水害の被害棟数想定に必要な情報 
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図表 1.2-11 資料 3-4 発生量推計方法による差  
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３．災害廃棄物処理計画（案）の作成 

（1）処理計画ワークシートを用いた素案の作成  

 処理計画策定支援では、以下項目についてのプッシュ支援を実施し、組織体制、仮置場候

補地決定等の時間を要する項目に自治体職員が注力できるよう努めた。 

 

ア.地域状況の記載 

 支援自治体のホームページに掲載されている町概要から、地域状況について記載を行っ

た。 

図表 1.3-1 支援対象町の概要 

久山町概要 上毛町概要 

 

 

出典：久山町ホームページ、上毛町ホームページ 

 

イ.災害廃棄物発生量計算 

 福岡県災害廃棄物処理計画では、発生量推計値を建物延床面積に単位面積当たりの災害

廃棄物発生量を乗じて計算する方法を採用しているが、今回のワークシートでは被災棟数

に発生原単位を乗じて計算する環境省原単位での計算方法にて発生量計算を実施した。な

お、久山町の水害における災害廃棄物発生量の計算においては、床上浸水棟数、床下浸水棟

数の別を識別することが困難であったため、発生原単位を床上浸水、床下浸水の原単位平均

値 2.61t/棟を安全側で切り上げとして、3t/棟を原単位として計算した。 

 

ウ.処理可能量の計算 

 処理可能量の基本データである各施設の処理能力、処理実績については、対象自治体から

提供されたデータあるいは、令和 4 年度公表の環境省一般廃棄物処理実態調査のデータか

ら計算を行った。 
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 ①焼却施設処理可能量 

処理可能量については、環境省災害廃棄物対策指針の高位シナリオを前提とし、災害廃

棄物の割合（分担率）を「処理実績」の 20％で設定して処理可能量を算定した。また、こ

れに併せて、焼却施設では施設の公称能力を最大限活用する手法による処理可能量も算

出した。 

 ②最終処分可能量 

  環境省災害廃棄物対策指針の高位シナリオを前提とし、災害廃棄物の割合（分担率）を

「年間処理量」の 40％で設定して処理可能量を算定した。また、併せて残余容量から 10

年間の生活ごみ埋立て量を差し引く手法（公称能力を最大限活用する方法）による処理可

能量も算出した。なお、上毛町では一部事務組合の最終処分場の残余容量が令和 4年で０

となったことから、最終処分に関する処理可能量の算定は実施しなかった。 

 

エ.処理フロー 

 災害廃棄物発生量から種類別の発生量を求めるための組成割合として、地震災害につい

ては東日本大震災の岩手県、宮城県の組成を使用した。水害については平成 27 年の関東・

東北豪雨での組成を使用した。 

 

図表 1.3-2 フロー作成に使用した種類別組成 

種別 

東日本大震災（岩手県、宮城県）

における災害廃棄物の組成 

（地震災害に適用）(%) 

平成27年関東・東北豪雨に

おける災害廃棄物の組成 

（風水害に適用）(%) 

可燃物 １６ ４ 

不燃物 ３４ ７１ 

コンクリートがら ４３ １０ 

金属 ３ １ 

柱角材 ４ ２ 

土砂 

（土砂混じり廃棄物） 
０ １２ 

出典：災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル部）技術資料【技 14-2】

をもとに作成 

 

オ.仮置場必要面積計算 

 仮置場面積の計算については、災害廃棄物対策指針を基に試算を実施した。なお、水害に

おいては積上高さを 1.5m として計算を行った。これは、過去の水害における仮置場開設で

重機等の手配が開設までに間に合わず、人力での積上で仮置場を運営した場合に想定より

広い面積が必要であったことから、安全側での推計とした。 
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（2）処理計画ワークシートに関する検討事項  

ア.災害廃棄物発生量 

地震災害の被害棟数および、山国川、佐井川の床上床下浸水世帯数の情報は、福岡県災害

廃棄物処理計画令和 3年改訂版から引用した。計算には環境省原単位（図表 1.3-3）を使用

した。 

久山町を流れる多々良川水系の小河内川、猪野川、久原川、新建川については、被災棟数

推計が無いことから、福岡県管理河川の洪水浸水想定区域図について（福岡県河川課）に掲

載されている、多々良川水系多々良川他洪水浸水想定区域図（想定最大規模)の PDF にて示

される浸水想定範囲図から浸水範囲（図表 1.3-5）を GIS 上でトレースして浸水想定範囲内

にある建物数を推計することとした。ただし、境界線が不明瞭なため、浸水高別の推計は行

わないこととし、浸水棟数に床上浸水、床下浸水の原単位平均値 2.61t/棟を安全側で切り

上げとして、3t/棟を原単位として試算した。 

図表 1.3-3 対象町の想定災害 

町名 想定地震災害 想定水害 

久山町 

西山断層地震※ 

全壊 22 棟、半壊 39棟 

災害廃棄物発生量 3,471t 

多々良川水系小河内川、猪野川、久原

川、新建川の想定最大規模浸水 

被害棟数 2,269 棟 

災害廃棄物発生量 6,807t 

上毛町 

基盤一定※ 

全壊 747 棟、半壊 615 棟 

災害廃棄物発生量 101,544t 

山国川想定最大規模浸水※ 

床下浸水 7世帯 床上浸水 739 世帯災 

佐井川想定最大規模浸水※ 

床下浸水 718 世帯 床上浸水 85 世帯

災害廃棄物発生量計 4,240t 

※福岡県災害廃棄物処理計画より 

 

図表 1.3-4 発生量計算に使用した原単位 

災害の種類 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水 

地震災害 117t/棟 23t/棟 - - 

風水害 - - 4.6t/世帯 0.62t/世帯 
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図表 1.3-5 多々良川水系の推計範囲 

 

 

イ.処理可能量の計算 

 災害廃棄物の処理可能量については、計算の結果以下となった。 

 久山町については焼却施設が一般廃棄物を扱う発電施設であることから水害時の災害廃

棄物受入について十分な事前協議が必要となる。また、余力は大きいが福岡市と同時に被災

した場合には大量の災害廃棄物発生が見込まれるため注意が必要である。 

 上毛町については、一部事務組合での処理になるため構成市町が同時に被災した場合に

は処理能力が不足する可能性があることに注意が必要である。また、最終処分場の残余が無

いことから受入先について災害発生時は早急に調整が必要である。 

 

 

 

 

 

 

—推計範囲 
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図表 1.3-6 処理可能量計算結果 

自治体名 

焼却施設処理可能量(t/年) 最終処分可能量(t/年) 

高位シナリオ 公称能力最大 高位シナリオ 

残余容量(t)- 

10 年分埋立量

(t) 

久山町 34,500 79,100 27,200 716,500 

上毛町 2,500 6,700 0 0 

 

ウ.処理フロー 

 処理フローについては、地震水害について下記となった。なお、上毛町では最終処分場の

残余が無いことから町の希望によりフローを一部改変している。 

 ①久山町における処理フロー 

図表 1.3-7 久山町西山断層地震での災害廃棄物処理フロー 

 



 

22 

図表 1.3-8 久山町風水害での災害廃棄物処理フロー 
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②上毛町における処理フロー 

図表 1.3-9 上毛町基盤一定地震での災害廃棄物処理フロー 

 

  



 

24 

図表 1.3-10 上毛町風水害での災害廃棄物処理フロー 

 

 

エ.仮置場必要面積計算 

 仮置場の必要面積について、久山町では風水害での面積が最大となった。 

 上毛町については、地震発生時の必要面積が大きいため初動の片付けごみと解体用の仮

置場を分ける等により仮置場の面積確保を検討する必要がある。 

 

図表 1.3-11 仮置場必要面積 

自治体名 地震災害の仮置場必要面積(㎡) 風水害の仮置場必要面積(㎡) 

久山町 1,136 4,595 

上毛町 33,233 2,862 
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４．業務結果の分析と考察  

（1）明らかとなった課題  

 今回の対象自治体は人口規模の小さい自治体であり、実施した事前アンケート結果から、

災害廃棄物処理計画策定の必要性に対する認識はあるものの、職員と時間の確保が難しい

こと、専門的な知識・情報が不足していることが、計画未策定であった理由であると考えら

れる。今回の業務では、プッシュ支援を行う事で時間的な余裕を多くとることとしたが、そ

れでもなお時間的に余裕がないとの回答を頂いたことが多かった。 

 今回の対象自治体では、処理可能量について見かけ上余裕がある結果となったが、施設が

委託、一部事務組合の施設等の他自治体との協議を要する施設であることから、今後事前に

受入条件や周辺自治体で同時被災した場合の対応等について協議をしていく必要があると

考えられる。 

 また、従来想定されていた計画規模ではなく想定最大規模で考えた場合に、これまでの推

定あるいは地震災害以上の災害廃棄物発生が予見される結果となったことから、今後発災

時の対応力強化を時間の無い中でどのように実施していくかが課題と言える。 

 

（2）取り組むべき方向性  

 近年、九州地方は毎年のように風水害が発生している。気候変動の影響であるのか、数十

年来大規模な災害が発生していない中小規模の自治体での災害発生、あるいはこれまで災

害の経験のある自治体でも例年以上の規模の災害発生が観測されている。令和 4 年 3 月時

点での九州地方における市町村の災害廃棄物処理計画の策定状況は、8 割を超えているが、

小規模自治体では時間と職員の不足により、災害廃棄物処理計画の改定、内容の精査が進ん

でいない状況である。水害への初動対応については、九州地方環境事務所が作成した「水害

時の災害廃棄物処理に関する初動行動等のハンドブック」等により自治体への啓発が進ん

でいるところではあるが、そもそも所属する自治体でどの程度の規模の水害が発生するの

か規模感が不明な計画が多く、ハンドブックにより発災後の行動はわかっていても事前の

準備が不足しているために十全に機能していないことが予想される。 

 今後は、未策定の 51 自治体の策定と共に、策定済み計画の水害への対応強化が必要であ

ると考える。 
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５.被災経験のある自治体へヒアリングの実施 

本業務では、より災害の状況に即した実行性のある災害廃棄物処理計画の策定・改定と、

担当者の災害対応力強化のために、支援自治体に対し事前アンケートとして被災経験のあ

る自治体へ質問したい事項を募った。被災経験のある自治体として令和元年８月及び令和

３年８月の豪雨災害を経験された佐賀県武雄市と、令和２年７月豪雨災害を経験された福

岡県大牟田市の災害廃棄物担当者に、各対象自治体からの質問事項に対し経験を踏まえた

助言をいただいた。 

（1）ヒアリング対象自治体 

ヒアリング先は令和２年豪雨により湛水被害を経験した福岡県大牟田市と令和元年、令

和３年８月豪雨を経験した佐賀県武雄市の２市に依頼をした。 

 

図表 1.5-1 ヒアリング先の被災経験とヒアリング日時 

自治体名 経験した災害 ヒアリング日時 

福岡県大牟田市 令和 2年 7月豪雨災害 令和４年 11 月 28 日 

佐賀県武雄市 令和元年 8月豪雨、令和 3年 8月豪雨 令和４年 11 月 28 日 

 

（2）事前アンケートのヒアリング事項 

計画策定・改定対象自治体への事前アンケートでは、水害被災経験のある自治体に対し

て、下表の質問事項があげられた。 

 

図表 1.5-2 水害被災経験のある自治体への質問事項（処理計画改定支援自治体） 

対象 

自治体 
質問事項 

久山町 ・仮置場の臭気に対する具体的対策はどのようなことをしたか。 

・被災経験を振り返ってみて「この時はこのようにすればよかった」と思うこと

があれば教えてください。 

上毛町 ・一連の流れを教えていただきたい。時系列で、いつ、どこで、誰が、何を、 

どのように収集し処理したか。 

・広報の方法は。 

 

（3）ヒアリング結果 

 各支援自治体からあげられた質問事項はカテゴリー別に整理し、事前に武雄市、大牟田市

の両市へ送付ののち実際にヒアリングに伺い、回答をいただいた。改定支援の対象自治体も

含め複数の自治体から同様の質問があったため、カテゴリー別の回答を下表に整理した。 
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図表 1.5-3 ヒアリング結果要旨 

事項 内容 
ヒアリン

グ先 

組織体制 総務課が、各部署１名ずつなど業務に支障がないように、割り

当てを作って対応した。 
武雄市 

環境部総動員、市役所内部、周辺自治体からの応援で対応した 大牟田市 

収集運搬 運搬業者は宅地の中には入れないため、消防団に入ってもらっ

て宅地外に搬出してもらったり、民間のボランティアに対応し

てもらったりした。通常の収集は直営ではなくすべて委託であ

るが、業務上２t 車を保有しており、発災後時間が経ってから

の収集は直営でも行った。 

武雄市 

直営で、パッカー車・破砕車を持っているため、市の回収分を

委託業者に任せて、回収するなどの対応をした。 
大牟田市 

広報 防災無線、市 HP、ケーブルテレビのテロップ放送で広報を行っ

た。 

仮置場について、産資協のアドバイスもあり、敢えて事前に周

知はしなかった。準備が整う前に持ち込まれてしまうと分別で

きなくなるため、準備ができてからアナウンスをした。 

武雄市 

口コミによる広がりもあったようだ。7/8 昼から仮置場が開設

されたという情報は、すぐに SNS で拡散したようである。7/9

からは HP、メール、愛情ネット、コミュニティ FM で情報を市

民に提供した。 

大牟田市 

協定・支援 県が産資協と災害協定を結んでいた。市から依頼をかけて来て

もらった。その他は特に協定は結んでいない 
武雄市 

産資協との協定は、市と直接結んでいる。この他、建設会社と

の防災協定がある。 
大牟田市 

仮置場開設 8/14 に発災し、２日後の 8/16 には仮置場を開設できた。産資

協と発災当日に打合せた。産資協からは当初より、資機材の搬

入、人員確保等のため３日は必要と言われており、発災から３

日後の 8/17 開設を目標としていたが、１日前倒しでの開設指

示があり、それに間に合わせて頂いた。橘町にも仮置場を開設

するという話も出たが、なるべく少ない箇所で回したいと２箇

所を開設し頑張った。結果的に２箇所で済んだ。前回（令和元

年）被災した際は仮置場を５箇所開設したが、仮置場を増やす

とそれだけ職員が必要になるので負担が増す。また、また、前

回（令和元年）は仮置場に重機を入れる発想が無かったため重

機活動用の場所を使ってしまった。今回（令和３年）は仮置場

に早期に重機を投入し、都度都度廃棄物を搬出したためスペー

スもそこまでいらなかった。 

武雄市 
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7/7 の 11:40 に大雨特別警報が解除となった。7/7 に産資協と

仮置場の開設について協議した。その際は、鉄板等の準備に時

間がかかるので、7/11 にしか開設できないと言われた。しかし、

7/7 には湛水が解消し、すぐにごみが出始めたため、建設業者

と協力して 7/8 に 1 箇所目の仮置場を開設した。産資協とも再

協議して、間に合った敷鉄板だけで 7/9 に 2 箇所の仮置場を開

設した。市が収集した災害廃棄物専用の仮置場も 1箇所開設し、

仮置場を 4 箇所と、家電洗浄のための１箇所、計５箇所開設し

た。市民からの搬入を受け入れる仮置場を 3 箇所同時に開いて

いたので、市は大変だったが、市民の待ち時間は短かった。 

大牟田市 

仮置場運営 車両のさばきを産資協、分別・荷下ろしの補助は自治体職員で

行った。 

市の総務課に割当を作ってもらい各課支障の無い範囲で人員

配置をした。人員配置計画は、毎日自治体職員で検討・計画し

ているため、足りないということはなかった。 

武雄市 

仮置場 1 箇所につき、市職員 4～6 名、他自治体からの応援 2～

4 名、産資協 15～30 名（最大）程度を配置した。環境部総動員、

市役所内部、周辺自治体からの応援、産資協及び建設会社で対

応した。 

大牟田市 

未管理仮置場 今回は、勝手仮置場はほとんどできなかった。 武雄市 

放置されてやや拡大した勝手仮置場は、１箇所だけできた。誰

かが（仮置して）いいといった、ということで始めてしまった

とのこと。直営の収集運搬で対応して解消した。その他の勝手

仮置場は地域の公民館長等と連携して早期に解消した。 

大牟田市 

処理処分 可燃ごみについては広域処理で唐津市、脊振共同塵芥処理組

合、佐賀県西部広域環境組合に協力頂いた。また、一部は佐賀

県内の産業廃棄物処理事業者にて処理した。タイヤ、油脂類、

処理困難物等は市内産業廃棄物処理事業者、石膏ボード等は県

内の産業廃棄物処理事業者に処理委託した。資源ごみ（金属）

はクリーンセンターを二次仮置場のような形で設置し、そこで

分別を行った。 

武雄市 

可燃物の処理は、福岡市、久留米市、北九州市、飯塚市に依頼

した。その他のごみは主に産廃業者に処理を依頼した。 
大牟田市 

良かった点 仮置場の開設に、当初産資協から資機材の準備期間として３日

は必要と言われたが、1 日前倒しでの開設の指示があり、２日

で開設した。完全な状況での開設ではなかったが、大きなトラ

ブル等の発生もなく運営できたのは良かった。 

ただし、仮置場内で廃棄物の受入と敷鉄板の敷設が同時進行と

なったため渋滞が発生したのは反省点。 

武雄市 

大牟田市には直営の収集運搬があることと、近隣（飯塚や八女

など）の水害の応援を経験した職員がいたことが大きかった。

処理に関しては、令和元年度まで廃掃法上の政令市であったた

め、産廃関連業務の経験があり産廃業者の状況について過去の

知見があった。そのため、産廃業者に処理を依頼し、早めに処

分ができた。処分先がどこか見当がつかないと難しいと思う。

仮置場の運営がスムーズであったことがよかった。先行して 1

箇所開設した船津中での経験を、その後に開設した仮置場に活

かすことができた。仮置場を 3 箇所に分けたこともよかった。 

大牟田市 
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困難だった点 仮置場の場所は知らせられないが、分別の仕方については、事

前に住民に周知をしておくべきであった。 
武雄市 

可燃ごみに不燃ごみがまざっていたため、仮置場で手選別した

のはつらかった。畳はかなり量が多く、処理先に苦労した。保

管が長くなると温度に注意が必要であった。発酵して湯気が出

始めたため、切断処理を急いだ。便乗ごみも多かったと思う。

業者がリフォームごみを住民に持ち込ませた事例もあった。仮

置場の受付が一番ストレスがかかる業務だと思う。受入をきち

んとしないといけない。受入開始後中途から、罹災証明を提示

してもらうなどで対応したが、ブラウン管テレビなども多く持

ち込まれた。 

大牟田市 

災害を経験し

ての感想、他自

治体への助言 

仮置場の管理・運営は自治体だけでは無理である。産資協の話

を聞くと経験値が違うので、アドバイスをしてもらい、フォロ

ーもしてもらった。武雄市は地区に産資協の幹事が所在してい

たため、ある程度事前にと話ができていたので、対応が早かっ

たと思う。秩序立てて実施できることが一番大事である。 

武雄市 

とにかく経験者に相談し早めに対処すること。協定を締結する

などその準備をしておくこと。時間が経てば経つほど手に負え

なくなり、余計な費用も発生する。 

大牟田市 

 

（4）事前ヒアリング項目の回答 

計画策定対象自治体への事前アンケートの質問項目に対する、被災自治体の回答を下表

のとおり再整理した。 

図表 1.5-4 ヒアリング結果回答 

対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

久山町 ・仮置場の臭気に対する具体的対策は

どのようなことをしたか。 

特にしていない。グラウンドでは道路側

に可燃物や畳を置かないようにし、生ご

みは持って帰ってもらった。（武雄市） 

特にしていないが、畳をなるべく早く

処理するようにした。冷蔵庫の中身は

別途持ち帰り処理した。（大牟田市） 

・被災経験を振り返ってみて「この時は

このようにすればよかった」と思うこ

とがあれば教えてください。 

仮置場の場所は知らせられないが、分別

の仕方については、事前に住民に周知を

しておくべきであった。（武雄市） 

 

上毛町 ・一連の流れを教えていただきたい。時

系列で、いつ、どこで、誰が、何を、ど

のように収集し処理したか。 

― 
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対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

・広報の方法 
防災無線、市 HP、ケーブルテレビのテ

ロップ放送で広報を行った。 

市 HP での広報については、外部委託は

せず、広報で対応してもらった。変更が

あれば逐次対応してもらい、数時間で

HP にも反映させた。広報とのやり取り

には手をかけた。（武雄市） 

口コミによる広がりもあったようだ。

7/8 昼から仮置場が開設されたという

情報は、すぐに SNS で拡散したようであ

る。7/9 からは HP、メール、愛情ネット、

コミュニティ FM で情報を市民に提供し

た。（大牟田市） 
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第 2 章 災害廃棄物処理計画改定支援          

 

１.業務概要  

（1）業務の目的と概要 

 既に処理計画を策定済みの市町村において、近年の大規模水害等による新たな知見等を

加え、発災後の体制やタイムラインの見直しを行うことで、より実効性の高い処理計画に改

定することが望ましい。 

 本業務では想定最大規模の浸水リスク情報に基づいて風水害による災害廃棄物量を定量

的に推計する。また、現行処理計画策定後の法令改正等を踏まえて実効性の高い見直しを行

うとともに、気候変動適応策に関する改定事項について地域毎、項目毎に重大性、緊急性を

評価し具体的な検討を行う。 

 

（2）業務対象市町村 

 業務対象市町村を図表 2.1-1 に示す。 

 

図表 2.1-1 災害廃棄物処理改定の対象自治体 

対象市町 

福岡県 

大川市 

うきは市 

糸島市 

佐賀県 
上峰町 

みやき町 

長崎県 川棚町 

宮崎県 日向市 

鹿児島県 

奄美市 

薩摩川内市 

中種子町 

東串良町 

 

（3）業務工程 

業務の実施工程を図表 2.1-2 に示す。 

対象自治体に対するアンケートを令和 4年 7月に実施し、説明会を令和 4年 8月～9月に

実施した。改定内容等の検討を行い、令和 5年 2月～3月に災害廃棄物処理計画改定案を対

象自治体に送付した。 
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図表 2.1-2 実施工程 

 

 

２.災害廃棄物処理計画改定説明会の開催及び事前アンケートの実施  

（1）災害廃棄物処理計画改定説明会の開催 

災害廃棄物処理計画改定作業に当たり、県ごとに１回程度説明会を開催し作成のスケジ

ュールや対象市町の担当者が担う作業内容を説明した。 

 

図表 2.2-1 各県説明会概要 

福岡県説明会 項目 

日時 令和４年８月 30 日（火）14:00～16:00 

会場 TKP 博多筑紫口ビジネスセンター803 

参加者 

＜業務対象町＞大川市 環境課、うきは市 市民生活課、糸島

市 環境政策課 

＜福岡県＞環境部 廃棄物対策課 計画指導係 

＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  

配布資料 

資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方 

資料 3-2 浸水被害棟数推計に必要なデータ 

資料 4  法令改正の流れと発生した自然災害 

資料 5  気候変動適応策ガイドライン（抜粋） 

資料 6  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 7  オンライン研修紹介 

資料 8  旅費交通費精算 

 

佐賀県説明会 項目 

日時 令和４年８月 25 日（木）14:00～16:00 

会場 サンシティ 4階 Cホール 

参加者 
＜業務対象町＞上峰町 住民課、みやき町 環境福祉課 

＜佐賀県＞県民環境部 循環型社会推進課 

災害廃棄物処理計画改定支援

改訂事項の検討等

説明会開催

アンケート

被災自治体ヒアリング

改定案作成

1月 2月 3月
令和4年 令和5年

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  

配布資料 

資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方 

資料 3-2 浸水被害棟数推計に必要なデータ 

資料 4  法令改正の流れと発生した自然災害 

資料 5  気候変動適応策ガイドライン（抜粋） 

資料 6  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 7  オンライン研修紹介 

資料 8  旅費交通費精算 

 

長崎県説明会 項目 

日時 令和４年８月 24 日（水）14:00～16:00 

会場 ホテルセントヒル長崎（高砂） 

参加者 

＜業務対象町＞川棚町住民福祉課 

＜長崎県＞資源循環推進課 

＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  

配布資料 

資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方 

資料 3-2 浸水被害棟数推計に必要なデータ 

資料 4  法令改正の流れと発生した自然災害 

資料 5  気候変動適応策ガイドライン（抜粋） 

資料 6  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 7  オンライン研修紹介 

資料 8  旅費交通費精算 

 

宮崎県説明会 項目 

日時 令和４年８月 23 日（火）14:00～16:00 

会場 宮崎県庁 7号館 734 号室 

参加者 

＜業務対象町＞日向市 環境政策課 

＜宮崎県＞環境森林部 循環社会推進課 

＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  
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配布資料 

資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方 

資料 3-2 浸水被害棟数推計に必要なデータ 

資料 4  法令改正の流れと発生した自然災害 

資料 5  気候変動適応策ガイドライン（抜粋） 

資料 6  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 7  オンライン研修紹介 

資料 8  旅費交通費精算 

 

鹿児島県説明会 項目 

日時 令和４年９月８日（木）13:30～15:30 

会場 オンライン開催（Webex） 

参加者 

＜業務対象町＞奄美市 環境対策課、薩摩川内市 環境課、中

種子町 福祉環境課、東串良町 住民課 

＜鹿児島県＞環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課 

＜事務局＞ 

九州地方環境事務所 資源循環課 

応用地質（株）地球環境事業部  

配布資料 

資料 1  参加者名簿 

資料 2  業務に係る仕様書 

資料 3  業務の概要と進め方 

資料 3-2 浸水被害棟数推計に必要なデータ 

資料 4  法令改正の流れと発生した自然災害 

資料 5  気候変動適応策ガイドライン（抜粋） 

資料 6  対象自治体への事前アンケートまとめ 

資料 7  オンライン研修紹介 

資料 8  旅費交通費精算 
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（2）事前アンケート 

本業務の実施に当たり、被災経験のある自治体への質問、各市町が考える課題や希望する

改定内容を把握するため、対象市町に対し現行の処理計画の現状と課題について、令和 4年

7 月 25 日～8月 2日に事前アンケートを実施した。 

 

図表 2.2-2 事前アンケート結果 

■福岡県 大川市 

1.対象市町（担当課） 大川市 環境課 業務係 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・災害廃棄物処理計画後の現在も一次仮置場の追加候補地を新た

に選定中。（昨今の大規模災害を受け一次仮置場の容量及び仮置

場設置数の不足を懸念する声を受け） 

・仮設トイレの供給に関する協定（優先使用に関する）の締結に向

け準備中。 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・焼却施設が竣工から約 30 年が経過しており処理能力が低下して

いる。 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・大規模な被災の経験は無い。 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・実際の災害時に現在の大川市災害廃棄物処理計画で対応できる

のかを専門的な見解で判断してもらいたい。現在の環境課職員

の中で大規模災害を経験している職員はいないので、有事の際

に対応できるのか不安がある。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・事業系廃棄物（資材や材料、店舗内の備品等）及び住宅構造物、

売電目的の太陽光パネル設備の処理等。通常は受入れをしてい

ないが災害廃棄物は一般廃棄物に区分されることから、災害の

規模によっては大量に廃棄される可能性がある。その場合の確

認の方法など。 

・浸水被害を受けた農作物受入をどのように実施したか。 

・水害により死亡した家畜等の処理について。 

■福岡県 うきは市 

1.対象市町（担当課） うきは市 市民生活課 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・なし 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・現在の施設が、焼却施設でないため、１日の処理能力が限りがあ

り、受入時にも制限があるため、大量に災害廃棄物が発生すると

処理が困難になる。（固形燃料 RDF） 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・なし 

・うきは市としては、災害廃棄物処理計画策定前に平成２４年九州

北部豪雨で大規模災害経験 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・仮置場の選定について、現在の選定場所が大規模災害時に、他部

署との調整ができておらず、自衛隊宿営地、仮設住宅設置候補地

など重なる危険性があるため。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・発災から何時間後に仮置場を設置したか？ 

・仮置場設置にあたり、住民の周知方法？ 

・通常収集と災害で発生する避難所ごみや災害ごみ回収に伴う、事

業者との調整？ 

・災害廃棄物専門職員要請等？ 

■福岡県 糸島市 

1.対象市町（担当課） 糸島市 

2.災害廃棄物処理計画 ・平成３１年３月 災害廃棄物処理計画策定 
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策定後の更新情報 ・令和２年７月  仮置場候補地リストを作成 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・建設から 22 年が経過し、老朽化が著しい 

・令和１６年の建替を計画している 

・最終処分場の残余容量が少ない（溶融飛灰に限定した処分場とし

ている） 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・平成３１年３月策定以来 被災なし 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・災害規模の見直し（廃棄物発生量の見直し） 

・初動対応の詳細マニュアル作成（具体的な役割分担、職員配置ほ

か） 

・収集運搬許可業者との協議（人員確保、車両、コスト） 

・リスト化（関係機関連絡先、必要な資機材と調達先） 

・基本協定書締結（災害廃棄物等の処理を民間委託） 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・発災から仮置場を設置までの所要時間 

・浸水被害を受けた農作物受入方法 

・発災前の市民への事前周知等 

・仮置場や処分場までの収集運搬等の具体例（個人搬入なのか許可

業者等） 

・仮置場等の人員配置計画（計画時の注意点、実施時の問題点） 

・民間処分業者との災害廃棄物処理にかかる基本協定の有無等 

■佐賀県 上峰町 

1.対象市町（担当課） 上峰町 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

特になし 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

特になし 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

なし 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

実施（実行）計画の策定支援をお願いしたい。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

特になし 

■佐賀県 みやき町 

1.対象市町（担当課） みやき町 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・平成３１年３月に策定し、令和３年３月に改定。 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・次期焼却施設について、R６年度稼働計画により工事が進んでい

るが、一般廃棄物の受入基準についての一部事務組合構成市町

での協議ができていない。 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・令和３年８月の豪雨により床上浸水３件、床下浸水８２件の被害

が発生。災害廃棄物がおよそ１０ｔ発生し、仮置場を開設し対応

した。 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・仮置場候補地の選定に苦慮している。 

・災害廃棄物処理に係る職員数の確保が見込めないため、処理スケ

ジュールなどが適正なものなのか 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・発災から仮置場開設までに業者との打ち合わせ等の段取りにど

れくらいの時間を要したか。 

・仮置場開設についての住民への周知方法はどのように行ったか。 

・仮置場の運営方法（業者へ完全委託なのか、行政職員での対応な

のか） 
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・持ち込まれた被災ごみの分別ができていなかった場合の対応は

どうしたのか。 

・事業者が仮置場へ搬入されたときの対応はどうしたのか。 

 

■長崎県 川棚町 

1.対象市町（担当課） 川棚町 住民福祉課 生活環境係 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・令和２年３月策定後更新なし 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・災害ごみ仮置場として当初予定していた場所が、使用できなくな

るため再度選定しなければならないが、候補となる場所の選定

が困難である。 

・災害ごみ仮置場の設置に必要となる資材等の手配及び設置後の

運用について詳細が未定である。 

・最終処分場を近隣２町との一部事務組合により運営しているた

め、大規模災害時に災害ごみ搬入に支障が生じないかが懸念さ

れる。 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・令和３年８月に発生した大雨による土砂災害・浸水（災害ごみ発

生なし） 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・災害ごみ仮置場の選定及び運用等についての詳細 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

・なし 

■宮崎県 日向市 

1.対象市町（担当課） 日向市市民環境部環境政策課 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・国・県の指針・計画等が改定されたことに伴い、整合性を図る為、

令和２年３月に災害廃棄物処理計画の改定を行った。 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・仮置場の選定が難しい 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・なし 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・仮置場の選定について、他の用途（物資搬入基地や、仮設住居等）

での使用予定があり、選定に苦慮している。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

・なし 

■鹿児島県 奄美市 

1.対象市町（担当課） 市民部環境対策課 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・更新なし（令和２年３月に策定） 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・なし 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・被災経験なし 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・処理計画策定において設定している想定災害に必要な仮置必要

面積と仮置場候補地との整合性が現実的でない。 

（例） 

想定災害１ 仮置場必要面積 119,550 ㎡ 仮置場 7,633 ㎡ 

想定災害２ 仮置場必要面積  64,920 ㎡ 仮置場 7,633 ㎡ 
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・仮置場の候補地の選定 

飛び地合併である為、複数の候補地が必要と思わる。 

国立公園の特別地域も多く、仮置場として活用できるのかが不

明。 

そもそも、平地が少なく候補地といえるようなまとまった場所

がない。 

 

・民間団体との災害時応援協定の具体性 

民間と災害時応援協定に関して、建友会、管工事協同組合、建築

協友会のみとなっており、収取運搬業や処分業との協定ができ

ていない。 

また、協定の中身も不明確であり、災害時にどのような体制で動

いていけばよいのか不明確。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・仮置場に関して、成功例があればご教授ください。 

(例)市有地以外に民有地を活用の有無 

仮置場のファストレーンの導入(その場合の必要面積の積算方

法) 

・民間団体との災害時応援協定の具体例をご教授ください。 

■鹿児島県 薩摩川内市 

1.対象市町（担当課） 薩摩川内市環境課 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・現状のまま。（令和３年３月策定。） 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・仮置場に集積された災害廃棄物の処分について、トン換算係数を

用いて量を積算し補正予算措置した。仮置場に計量器を設置で

きなかったことから実績額に対しての執行残額が多額になった

ことから、当初の見積額が甘かったのではないかと監査から指

摘があった。 

・以上のようなことから、次のことについて検討できないかご教示

ください。 

１．仮置場の災害廃棄物の測定 

(1)（縦×横×奥行）ではなく、ドローンを活用した災害廃棄物

の測定方法。 

(2)可搬型の計量器を保有している事業者のリストアップ。 

２．仮置場での減容作業に必要な機材 

(1)移動式の破砕機等を保有している事業者のリストアップ。 

３．収集運搬回数の算定 

(1)仮置場からの搬出回数に係る係数の設定。 

※破砕処理を実施した場合、破砕処理を未実施の場合。 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・令和３年７月９日からの大雨による水害、被災棟数９７棟、災害

廃棄物量１１．８７ｔ。廃家電５１台。 

・文化ホール駐車場を一次仮置場設置。（令和３年７月１１日～令

和３年７月１４日） 

・災害時における廃棄物処理等の協力に関する協定に基づき、薩摩

川内一般廃棄物収集運搬協同組合にて中間処理施設（川内クリ

ーンセンター）処理を実施。 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・有害物質等を仮置きできる施設及び保管場所があればご教示く

ださい。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・倉庫に保管してある農薬が浸水した場合の処分方法を教示して

欲しい。本市の場合、１件の相談がありＪＡ北さつま農業協同組

合が実施している年１・２回の回収業務で処分して頂くよう依

頼した。 

・平時の備えとして、農薬の保管・管理及び発災後に設置する仮置
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場に出せる災害ごみ等を周知する必要がある。 

・以上のようなことから次のことについて検討できないかご教示

ください。 

１．浸水した農薬等の処理先との協定 

２．仮置場では受け入れないため保管場所及び処分業者の確保 

■鹿児島県 中種子町 

1.対象市町（担当課） 中種子町 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・し尿の発生推移・仮設トイレ等についての作成 

・地元業者との災害協定の締結 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・災害想定時の焼却処理の能力が無い。 

・最終処分場の容量が少ない場合の想定 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・被災経験なし 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・なし 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

※質問への回答は P.61

ページ～ 

・被害を受けた農作物の受入・処理などについて 

■鹿児島県 東串良町 

1.対象市町（担当課） 住民課年金兼環境係 

2.災害廃棄物処理計画

策定後の更新情報 

・平成３年６月１日 協定の締結 

協定名：災害時における廃棄物処理等の協力に関する協定書 

相手方；一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会 

3.一般廃棄物処理にお

ける現状の課題 

・なし。災害廃棄物処理計画の策定支援に際し、本件に関する課題

はないと考えます。 

4.災害廃棄物処理計画

策定後の被災経験 

・近年、災害による被災的な経験はないが、志布志湾に面し、肝属

川河口部に位置するため、豪雨や台風の都度、満潮干潮による差

はあるものの廃棄物の発生が常態化している。 

ただし、豪雨、台風で発生した廃棄物に加え、発生源が海外か

らの海洋漂着物や上流生活圏からの投棄によるものが混在して

堆積していることから、明確な分離は不可能であり、災害廃棄物

の取り扱いをしていない。 

5.災害廃棄物処理計画

改定に関する課題や今

回の改定で特に見直し

たい点 

・法の位置づけにより町が処理の責を持つ本計画の策定を求めら

れています。 

・災害廃棄物の場合、規模の大小を問わず発生起因が非常事態であ

る特殊性から、処理についても国が法を横断する強力でシンプ

ルな骨格計画を示すだけのほうがいいのではないしょうか。 

・法の末端に位置づけされる市町村が独自性を盛り込み、複雑多岐

な計画をバラバラに策定するより、住民にとって分かりやすく、

柔軟でかつ実効性のある計画になると考えます。 

6.水害被災経験のある

自治体への質問事項 

・なし。災害廃棄物処理計画の策定支援に際し、本件に関する課題

はないと考えます。 
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（3）市町が改定で見直したい事項 

アンケート結果を受け、各市町が改定で見直したい事項の対応方針を整理した。 

 

図表 2.2-3 事前アンケート（災害廃棄物処理計画改定内容の課題・特に見直したい事

項）対応方針 

県 市町村 改定内容の課題・特に見直したい点 対応方針 

福岡県 大川市 ・実際の災害時に現在の大川市災害廃

棄物処理計画で対応できるのかを

専門的な見解で判断してもらいた

い。現在の環境課職員の中で大規模

災害を経験している職員はいない

ので、有事の際に対応できるのか不

安がある。 

九州事務所の今年度の図上

演習により確認。 

 うきは市 ・仮置場の選定について、現在の選定

場所が大規模災害時に、他部署との

調整ができておらず、自衛隊宿営

地、仮設住宅設置候補地など重なる

危険性があるため。 

処理計画に仮置場の事前調

整を明記する 

 糸島市 ・災害規模の見直し（廃棄物発生量の

見直し） 

水害発生量の見直し・処理

計画に位置づけ。 

  ・初動対応の詳細マニュアル作成（具

体的な役割分担、職員配置ほか） 

－ 

  ・収集運搬許可業者との協議（人員確

保、車両、コスト） 

－ 

  ・リスト化（関係機関連絡先、必要な

資機材と調達先） 

－ 

  ・基本協定書締結（災害廃棄物等の処

理を民間委託） 

－ 

佐賀県 上峰町 ・実施（実行）計画の策定支援をお願

いしたい。 

－ 

 みやき町 ・仮置場候補地の選定に苦慮してい

る。 

仮置場候補地選定のポイン

トの紹介 

  ・災害廃棄物処理に係る職員数の確保

が見込めないため、処理スケジュー

ルなどが適正なものなのか 

 

長崎県 川棚町 ・災害ごみ仮置場の選定及び運用等に

ついての詳細 

処理計画に仮置場の選定、

運用方法の事例を追記 

宮崎県 日向市 ・仮置場の選定について、他の用途（物

資搬入基地や、仮設住居等）での使

用予定があり、選定に苦慮してい

る。 

仮置場候補地選定のポイン

トの紹介 

鹿児島県 奄美市 ・処理計画策定において設定している

想定災害に必要な仮置必要面積と

仮置場候補地との整合性が現実的

でない。 

（例） 

想定災害１ 

・仮置場必要面積 119,550 ㎡ 

・仮置場 7,633 ㎡ 

想定災害２ 

・仮置場必要面積  64,920 ㎡ 

・仮置場 7,633 ㎡ 

－ 

  ・仮置場の候補地の選定 仮置場候補地選定のポイン
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県 市町村 改定内容の課題・特に見直したい点 対応方針 

飛び地合併である為、複数の候補

地が必要と思わる。 

国立公園の特別地域も多く、仮置

場として活用できるのかが不明。 

そもそも、平地が少なく候補地と

いえるようなまとまった場所がな

い。 

トの紹介 

  ・民間団体との災害時応援協定の具体

性 

民間と災害時応援協定に関して、

建友会、管工事協同組合、建築協友

会のみとなっており、収取運搬業や

処分業との協定ができていない。 

また、協定の中身も不明確であ

り、災害時にどのような体制で動い

ていけばよいのか不明確。 

協定の事例紹介 

 薩摩川内市 ・有害物質等を仮置きできる施設及び

保管場所があればご教示ください。 

保管方法について紹介 

 中種子町 ・なし ― 

 東串良町 ・法の位置づけにより町が処理の責を

持つ本計画の策定を求められてい

ます。 

・災害廃棄物の場合、規模の大小を問

わず発生起因が非常事態である特

殊性から、処理についても国が法を

横断する強力でシンプルな骨格計

画を示すだけのほうがいいのでは

ないしょうか。 

・法の末端に位置づけされる市町村が

独自性を盛り込み、複雑多岐な計画

をバラバラに策定するより、住民に

とって分かりやすく、柔軟でかつ実

効性のある計画になると考えます。 

― 
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３.現行処理計画策定後の市町における状況変化の検討 

（1）対象市町の災害廃棄物処理計画策定状況 

対象 11 市町の災害廃棄物処理計画の策定状況は下図表のとおりである。 

 

図表 2.3-1 対象市町の災害廃棄物処理計画の策定状況 

対象市町 策定時期 県計画策定時期 

福岡県 

大川市 
令和５年４月 

（未公表） 

令和３年３月 うきは市 
令和２年６月 

（未公表） 

糸島市 
平成３１年３月 

（未公表） 

佐賀県 
上峰町 平成３１年３月 

平成２９年３月 
みやき町 令和３年３月 

長崎県 川棚町 令和２年３月 平成３０年３月 

宮崎県 日向市 令和２年３月 平成２９年３月 

鹿児島県 

奄美市 
令和２年３月 

（未公表） 

平成３０年３月 薩摩川内市 
令和３年３月 

（未公表） 

中種子町 令和３年５月 

東串良町 令和３年３月 

 

 

（2）現行処理計画策定後の市町における状況変化 

ア. 人口統計、仮置場候補地の状況等 

  各市町における人口統計等の概況、地域防災計画等で想定される災害の種類や規模、庁

内の組織体制、収集運搬・処理体制、既存の廃棄物処理施設の処理可能量、仮置場候補地

等について状況を調査し検討した。 

 

イ. 災害廃棄物発生量の見直し 

県の処理計画における想定災害を基に、対象市町の災害廃棄物発生量を見直し、特に

豪雨災害、土砂災害における被害の様相、災害廃棄物の質（処理困難物も含む）等に着

目した整理を行った。 

 

① 現行計画の水害時の災害廃棄物発生量推計の算出状況 

対象自治体の現行計画における水害時の災害廃棄物発生量推計の掲載状況は、下表の

とおりであった。 

上峰町など 3市町で推計が未実施であった。 



 

43 

 

図表 2.3-2 対象自治体の現行計画における水害発生量推計の算出状況 

対象市町 現行計画 水害発生量 

  策定時期 
掲載

有無 

掲載

頁 
対象河川 算出方法 

福岡県 大川市 
令和 5 年 4 月

（予定） 
○ p27 

筑後川（43,046t）、 

沖の端川（20t） 

水害廃棄物対策指

針（H17.6） 

 うきは市 令和 2 年 6 月 ○ p28 
巨瀬川（2,348t）、 

筑後川（12,367t） 

水害廃棄物対策指

針（H17.6） 

 糸島市 平成 31 年 3 月 ○ p20 
瑞梅寺川（7,576t）、 

雷山川（4,634t） 

水害廃棄物対策指

針（H17.6） 

佐賀県 上峰町 平成 31 年 3 月 × － － － 

 みやき町 令和 3 年 3 月 × － － － 

長崎県 川棚町 令和 2 年 3 月 ○ p29 川棚川（19,503t） 
災害廃棄物対策指

針（技術資料） 

宮崎県 日向市 令和 2 年 3 月 ○ p20 日向市計（918.2t） 
平成 17 年台風 14

号実績値 

鹿児島県 奄美市 令和 2 年 3 月 × － － － 

 薩摩川内市 令和 3 年 3 月 〇 p29 川内川（119,529t） 

独自想定（浸水想

定範囲内の建物

数）×5.10t/棟 

 中種子町 令和 3 年 5 月 ○ 
p22-

23 
中種子町計（9,701t） 

独自想定（町総世

帯数の 50％が床上

浸水：2,109 世

帯）×4.60t/世帯 

 東串良町 令和 3 年 3 月 ○ p22 
串良川左岸（池之原、

岩弘）の氾濫（978t） 

東串良町地域防災

計画 一般災害対

策編、p22 
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② 水害発生量の算出結果 

図表 2.3-3 対象自治体の水害発生量の算出結果 

都道府

県 
市町村 水系 河川 

床上浸水 

(棟/世帯) 

床下浸水 

(棟/世帯) 

災害廃棄物

発生量推計

値(t) 

福岡県※ 大川市 筑後川 筑後川 18,290/19,472 3,804/4,078 92,099 

矢部川 矢部川 15,496/16,279 3,966/4,262 77,525 

うきは市 筑後川 筑後川 4,593/7,327 821/1,181 34,436 

筑後川 巨瀬川 1,783/2,976 1,058/1,509 14,626 

糸島市 瑞梅寺川 瑞梅寺川 1,634/2,520 1,745/2,503 13,144 

雷山川 雷山川 3,847/4,501 2,686/3,510 22,881 

佐賀県 上峰町 筑後川 筑後川 1,216 64 5,634 

みやき町 筑後川 筑後川 5,695 269 26,264 

長崎県 川棚町 川棚川水系 川棚川 2,131 384 10,041 

宮崎県 日向市 塩見川水系 塩見川水

系 
416 635 2,308 

耳川水系 耳川 2,192 32 10,103 

鹿児島

県 

薩摩川内

市 

川内川水系 川内川 
17,865 1,118 82,872 

東串良町 肝属川 串良川 1,740 657 8,411 

※福岡県市町村の浸水世帯データは、福岡県災害廃棄物処理計画（令和３年３月改訂）より。 

他数値は国土交通省国土数値情報ダウンロードサービスの洪水浸水想定区域データ、国土地理院基盤地

図情報を用いて算出。 

 

図表 2.3-4 対象自治体の水害発生量の算出結果（奄美市過去実績より） 

被害区分 被災棟数(世帯) 発生原単位 
災害廃棄物発生

量(t) 
計（t） 

床上浸水 405 4.6t/世帯 1,863 
1,930 

床下浸水 108 0.62t/世帯 67 

 

図表 2.3-5 対象自治体の水害発生量の算出結果（中種子町過去実績より） 

地区 
世帯数

（世帯） 

推定被災

率(%) 

推定被災

世帯数

（世帯） 

災害廃棄

物発生量

(t) 

郡原地区 69 

20 

14 64.4 

熊野地区 56 11 50.6 

塩屋地区 59 12 55.2 

計 184   37 170.2 

  



 

45 

（3）図上演習結果による現行計画の不足事項 

本業務で実施した図上演習（第 3章で後述）参加市町（大川市、うきは市、上峰町、日向

市、奄美市）が、演習を踏まえて検討した現行の処理計画の不足事項は下図表のとおりであ

った。 

 

図表 2.3-6 図上演習結果による現行処理計画の不足事項 

対象市町 現行処理計画の不足事項 

福岡県 大川市 
・仮置場の資機材について記載がない。 

・ボランティアに関する記載がない。 

 うきは市 

・仮置場の設営図の記載がない。候補地ごとに設営図の作成が必要。 

・仮置場選定後の運営方法について具体的な記載がない。 

・ボランティア団体の受入れ等の想定がない。 

宮崎県 日向市 

・分別品目ごとのフロー。 

・推計量の算定。 

・外部との連絡調整の記載。 

・仮置場の確保が進んでいない。適地がない。 

・資機材の管理状況の記載がない。 

鹿児島県 奄美市 

・必要資機材について災害廃棄物処理計画に記載がない。 

・仮置場の必要人数の記載がない。 

・未管理仮置場の対策がない。 

・奄美市は 3市町村合併しているが、1地区のみに仮置場を設置して

おり、他の 2地区にも仮置場設置の検討が必要。 

・分別区分や便乗ごみ防止のため、平時から広報用のチラシや HP へ

の記載が必要。 

注．上峰町は図上演習に参加したが、振り返りは未実施 

注．糸島市、みやき町、川棚町、薩摩川内市、中種子町、東串良町は図上演習の対象外 
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４.現行処理計画策定後の法令改正等を踏まえた改定事項の検討 

現行処理計画策定後の国の災害廃棄物に関する諸法令の改正事項や通知、県の処理計画

やマニュアルについて確認した上で、処理計画の改定に反映すべき事項について検討した。 

また、現行の処理計画策定後に国や県等において、災害廃棄物処理に関する新たな協定締

結、支援制度の創設等があれば、それらの計画改定に反映すべき事項について検討した。 

 

図表 2.4-1 参照すべき法令・資料・制度等 

法令・資料・制度等 公布・改訂年月日 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改
正する省令 

令和２年７月 16 日公布 

災害廃棄物対策指針（改定版） 平成 30 年３月 

新型コロナウイルス感染症を想定した廃棄物処理事業継
続計画作成について（事務連絡） 

令和２年４月１日 

災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアル 令和２年８月 

災害関係業務事務処理マニュアル 令和３年２月改訂 

大規模災害発生時における九州ブロック災害廃棄物対策
行動計画 

令和３年度時点改訂案 

災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き 令和３年３月改訂 

災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク） ― 
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５.廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策に関する改定事項の検討 

令和元年１２月に環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課が策定した「地方公

共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策ガイドライン」（以下、「ガイドラ

イン」という。）に従い、必要な取組及び処理計画の改定に反映すべき事項について検討し

た。 

気候変動による影響及び適応策は、項目毎に重大性、緊急性を評価し整理した。重大性、

緊急性の高い影響については、「地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動

適応策ガイドライン」に基づき検討することで、改定計画における適応策の実効性向上を図

った。 

（1）気候変動の影響と適応策の例 

昨年度、ガイドラインをもとに、災害廃棄物処理プロセスにおける気候変動の影響と適応

策を下表のとおり整理した。継続性の観点から、今年度も下表の適応策をもとに検討した。 
 

図表 2.5-1 災害廃棄物処理プロセスにおける気候変動の影響と適応策の例 

プロセス 気候変動の影響の例 適応策の例 

ごみの排出 住民の被災による災害廃棄物の排

出困難 

・地域における互助  

・排出困難者への個別回収 

 ごみ集積場の浸水 ・地域によるステーション管理  

・集積場所の再検討 

収集運搬 豪雨・豪雪・土砂崩れ等による収集

運搬ルートの冠水、断絶 

・気象情報による運搬車両の事前避難  

・駐車場のかさ上げ  

・収集運搬ルートの強靭化  

・迂回ルートの選定 

 作業従事者の熱中症リスクの上昇 ・休憩時間の確保、こまめな水分補給 

仮置場 強風によるごみや粉塵の飛散 ・散水、防塵ネット・仮囲いの設置 

 気温上昇や発酵熱による火災の発

生 

・通気性を確保した配置等による廃棄物の

温度上昇抑制 

 気温上昇による腐敗由来の悪臭、

衛生動物や害虫の発生 

・腐敗性の高い廃棄物の優先撤去、処理  

・消毒の徹底 

 作業従事者の熱中症リスクの上昇 ・休憩時間の確保、こまめな水分補給 

中間処理  

（焼却施設） 

浸水等による施設の故障 ・防水壁設置等による浸水対策  

・受電設備や発電機の高位置への変更  

・防液提等による薬品類等の流出防止対策  

・土のう、排水ポンプの準備 

 水分を含む廃棄物の焼却による燃

料使用量の増加 

・分別・選別の徹底  

・燃料、薬剤等の確保 

 土砂混じりの廃棄物の焼却による

設備の劣化及び焼却残渣の増加 

・分別・選別の徹底 

最終処分 

（最終処分場） 

最終処分場の浸水、浸出水の増加、

浸出水処理施設の原水・処理水の

流出 

・調整池容量の増設、仮設調整池の設置  

・浸出水処理施設の能力の改良  

・一時的に埋立地をブルーシートや通気性

防水シートでの被覆 

 焼却残渣の増加や大量の災害廃棄

物の埋立による残余容量のひっ迫 

・再利用・リサイクルの推進による最終処

分量の削減 

 強風による粉塵や埋立ごみ等の飛散 ・適宜の散水、覆土の徹底 

リサイクル 水分含有、土砂が付着して再利用・

リサイクルの品質・効率の低下 

・分別・選別の徹底 

出典：「令和３年度九州ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成及び改定支援等業務 報告書」（令和 4

年 3 月、九州地方環境事務所） 
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（2）気候変動の影響及び対応策の重大性・緊急性の評価 

ア. 廃棄物・リサイクル分野における気候変動影響の重大性・緊急性 

気候変動影響の適応策は必要な対策であるが、自治体の財政等の状況からすると、適用

には優先度の検討が求められる。ここでは、適応策を重大性・緊急性の観点から区分する。 

ガイドラインにおいては、廃棄物・リサイクル分野における気候変動影響の優先順位は

以下のフローに基づくものとしている。 

 

図表 2.5-2 廃棄物リサイクル分野における気候変動影響の優先順位確認フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策ガイドライン」（令和元年 12 月、

環境省） 
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①重大性 

将来起こりうる影響の優先度について、ガイドラインでは重大性の観点から判別する

こととしている。重大性は気候変動影響評価報告書において示された重大性の観点にも

とづき、廃棄物・リサイクル分野における気候変動影響の重大性の観点を下表のとおり整

理している。 

 

図表 2.5-3 廃棄物・リサイクル分野における気候変動影響の重大性の観点（例） 

評価の 

観点 

評価の尺度 

特に大きい 
「特に大きい」 

とはいえない 

社会 以下の項目に 1 つ以上当てはまる。 

【作業従事者への影響】 

◆人命の損失を伴う、もしくは健康面の負荷の程度、発生可能

性などが特に大きい、多くの人の健康面に影響がある。 

例）・作業従事者の熱中症リスクの上昇 

「特に大きい」の

判断に当てはま

らない 

【地域への影響】 

◆影響が全国には及ばないが、地域にとって深刻な影響を与え

る。 

例）・感染症や衛生動物等の発生 

経済 以下の項目に当てはまる。 

【事業運営又は構造物への影響】 

例）・処理能力の低下、中長期又は一時的な施設の停止を伴う。

（事業運営） 

・施設又は設備の故障・破損を伴う。（構造物） 

環境 【環境への影響】 

◆地域の生態系への変化の程度等が特に大きい。 

例）・処理の必要な野生動物搬入量の増加 

出典：「地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策ガイドライン」（令和元年 12 月、

環境省） 
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②緊急性 

「すでに起きている影響」が緊急性にあたり、ガイドラインでは優先的に対応を検討す

るものとして下表の影響をあげている。 

 

図表 2.5-4 廃棄物・リサイクル分野においてすでに起きている気候変動影響の例 

プロセス 気候変動影響の例 区分 1 区分 2 

ごみの排出 ・地域住民の被災による災害廃棄物の発生 

・ごみステーションの浸水 

自然災害・

沿岸域 

河川 

 ・ごみステーションの浸水  沿岸 

 －  山地 

 ・ごみステーションでのごみ散乱件数の増加  その他 

 － 健康 暑熱 

 ・水害により発生した水たまりからの蚊の発生と

それによる感染症媒介蚊の発生リスクの上昇 

 感染症 

 －  インフラ 

収集・運搬 ・収集・運搬ルートの冠水 自然災害・

沿岸域 

河川 

 沿岸 

 ・収集・運搬ルートの断絶  山地 

 －  その他 

 ・作業従事者の熱中症リスクの上昇 健康 暑熱 

 －  感染症 

 ・豪雨、豪雪等による収集・運搬体制の混乱  インフラ 

中間処理 ・中間処理施設の浸水 

・多量の水分を含む廃棄物の焼却による燃料使用

量の増加 

自然災害・

沿岸域 

河川 

 沿岸 

 ・土砂混じりの廃棄物での負傷による破傷風発生

等健康リスクの上昇 

・土砂混じりの廃棄物の焼却による設備の劣化及

び焼却残さの増加 

 山地 

 －  その他 

 ・作業従事者の熱中症リスクの上昇 健康 暑熱 

 ・気温の上昇による中間処理施設内での衛生動物

の発生量増加とそれによる感染症リスクの上

昇 

 感染症 

 ・自然災害への対策の必要性増大  インフラ 

最終処分 ・最終処分場の浸水 

・浸出水処理施設の原水・処理水等が埋立地外に

流出 

自然災害・

沿岸域 

河川 

 沿岸 

 ・最終処分場への直接的な被害発生・操業停止等 

・焼却残さの増加による残余容量のひっ迫 

 山地 

 ・粉じんや埋立ごみ等の飛散  その他 

 ・作業従事者の熱中症リスクの上昇 健康 暑熱 

 ・気温の上昇による最終処分場での衛生動物の発

生量増加とそれによる感染症リスクの上昇 

 感染症 

 ・自然災害への対策の必要性増大  インフラ 

注．区分 2：河川･･･河川：洪水/内水、沿岸：海面上昇/高潮・高波/海岸浸食、山地：土石流・地すべり

等、その他：強風等、暑熱：熱中症/死亡リスク、感染症：節足動物媒介感染症/その他の感染症、イ

ンフラ：都市インフラ、ライフライン等：交通等 

出典：「地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策ガイドライン」（令和元年 12 月、

環境省）をもとに作成 
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イ. 気候変動の影響と適応策の重大性・緊急性の評価 

ア.に基づき、重大性、緊急性を評価すると下表のとおりとなった。処理計画の改定にお

いては、重大性かつ緊急性の高い適応策（下表の網掛け部分の 3 つの対策）の対応につい

て、優先的に適応する方針を提案する。 

 

図表 2.5-5 災害廃棄物処理プロセスにおける気候変動の影響と適応策の重大性・緊急性

の評価 

プロセス 気候変動の影響の例 適応策の例 重大性 緊急性 

ごみの排出 住民の被災による災害

廃棄物の排出困難 

・地域における互助 
  

  ・排出困難者への個別回収   

 ごみ集積場の浸水 ・地域によるステーション管理   ● 

  ・集積場所の再検討  ● 

収集運搬 豪雨・豪雪・土砂崩れ等

による収集運搬ルート

の冠水、断絶 

・気象情報による運搬車両の事前

避難  
  

・駐車場のかさ上げ   

  ・収集運搬ルートの強靭化  ● 

  ・迂回ルートの選定  ● 

 作業従事者の熱中症リ

スクの上昇 

・休憩時間の確保、こまめな水分補

給 
● ● 

仮置場 強風によるごみや粉塵

の飛散 

・散水、防塵ネット・仮囲いの設置 
  

 気温上昇や発酵熱によ

る火災の発生 

・通気性を確保した配置等による廃

棄物の温度上昇抑制 
  

 気温上昇による腐敗由

来の悪臭、衛生動物や害

虫の発生 

・腐敗性の高い廃棄物の優先撤去、

処理  

・消毒の徹底 

● ● 

 作業従事者の熱中症リ

スクの上昇 

・休憩時間の確保、こまめな水分補

給 
● ● 

中間処理  

（焼却施設） 

浸水等による施設の故

障 

・防水壁設置等による浸水対策  ● 

・受電設備や発電機の高位置への

変更  
 ● 

  ・防液提等による薬品類等の流出

防止対策 
 ● 

  ・土のう、排水ポンプの準備  ● 

 水分を含む廃棄物の焼

却による燃料使用量の

増加 

・分別・選別の徹底   ● 

・燃料、薬剤等の確保 
 ● 

 土砂混じりの廃棄物の

焼却による設備の劣化

及び焼却残渣の増加 

・分別・選別の徹底 

 ● 

最終処分 

（最終処分場） 

最終処分場の浸水、浸出

水の増加、浸出水処理施

設の原水・処理水の流出 

・調整池容量の増設、仮設調整池

の設置  
 ● 

・浸出水処理施設の能力の改良   ● 

  ・一時的に埋立地をブルーシート

や通気性防水シートでの被覆 
 ● 

 焼却残渣の増加や大量

の災害廃棄物の埋立に

よる残余容量のひっ迫 

 

・再利用・リサイクルの推進によ

る最終処分量の削減 
 ● 
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プロセス 気候変動の影響の例 適応策の例 重大性 緊急性 

 強風による粉塵や埋立

ごみ等の飛散 

・適宜の散水、覆土の徹底 
 ● 

リサイクル 水分を含んだり、土砂が

付着して再利用・リサイ

クルの品質・効率の低下 

・分別・選別の徹底 

  

出典：「令和３年度九州ブロックにおける災害廃棄物処理計画作成及び改定支援等業務 報告書」（令和４

年３月、九州地方環境事務所）（「地方公共団体における廃棄物・リサイクル分野の気候変動適応策ガイド

ライン」（令和元年１２月、環境省）をもとに作成した資料）をもとに作成 
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６.近年の災害から得られた廃棄物処理における知見等を踏まえた改定事項の

検討 

平成 28 年熊本地震、平成 30 年７月豪雨、令和元年房総半島台風（台風第 15号）、令和元

年東日本台風災害（台風第 19号）、令和２年７月豪雨など、既存の処理計画策定後に国内で

発生した大規模災害で得られた知見等を整理し、処理計画の改定に反映すべき事項につい

て検討した。 

 

（1）災害廃棄物処理の実効性に係る点検の視点 

環境省本省災害廃棄物対策推進検討会地域間協調ワーキンググループでは、災害廃棄物

処理計画の実効性を高めるための点検方法の検討を行っている。 

令和 3 年度には、「災害廃棄物処理計画の実効性に係る点検の視点（案）」をとりまとめ、

令和 4年度はこれらの解説集を作成する予定である。 

下表の 30項目の内容について、対象自治体の処理計画の記載状況を確認する。 

 

図表 2.6-1 災害廃棄物処理計画の実効性に係る点検の視点（案） 

区分 NO 実効性の確保に必要な事項 

処理計

画の 

内容 

事前準

備の 

内容 

初動対応 庁内体制の

確立 

1 ・関係他課を含む庁内の組織体制及び各

担当の災害廃棄物関連業務の内容が災

害廃棄物処理計画に記載されている。 

●  

2 ・組織体制には、建築・土木職等の技術職

が必要である旨が災害廃棄物処理計画

に記載されている。 

●  

スケジュー

ル検討 

3 ・災害廃棄物処理のタイムラインや処理

スケジュール（特に初動期を詳細に記載

したもの）が記載されており、災害廃棄

物処理事業の全体像を把握できる。 

●  

発生量推計 4 ・災害廃棄物の発生量を推計するための

推計式や推計条件（原単位、組成割合）

が災害廃棄物処理計画に記載されてい

る。 

●  

広報 5 ・災害廃棄物の分別種類が災害廃棄物処

理計画に記載されている。 
●  

6 ・住民や災害ボランティアへの広報（予告

広報・事後広報）の雛形が存在している。 
 ● 

7 ・住民や災害ボランティアへの広報の複

数の方法が災害廃棄物処理計画に記載

されている。 

●  

片付けごみ

対応 

8 ・片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ

出し支援・ごみ収集支援等の役割分担を

含む）が災害廃棄物処理計画に記載され

ている。 

●  

9 ・無管理の集積所への対応方法が検討さ

れている。 
●  

仮置場の確

保・設置 

10 ・仮置場の候補地が決定している。（現地

も確認しており、面積も広く、水害の場

合でも実際に活用可能な場所を選定し

● ● 
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区分 NO 実効性の確保に必要な事項 

処理計

画の 

内容 

事前準

備の 

内容 

ている。） 

11 ・仮置場の管理・運営の委託事業者と事前

調整が行われている。 
 ● 

仮置場の 

管理・運営 

12 ・仮置場における必要人数が災害廃棄物

処理計画に記載されている。 
●  

13 ・仮置場候補地の形状に応じた災害の種

類毎の配置・レイアウトが災害廃棄物処

理計画に記載されている。 

●  

14 ・必要な資機材が災害廃棄物処理計画に

記載されている。 
●  

15 ・必要な資機材の準備が平時から進めら

れている。 
 ● 

16 ・受付での留意事項や便乗ごみ対策が検

討されている。 
 ● 

処理・処分 17 ・一部事務組合等の搬入先と受入条件等

の合意が得られている。 
 ● 

18 ・廃棄物の種類毎の処理先が記載されて

いる。 
●  

平時の備

え 

計 画 の 点

検・共有・改

定 

19 ・平時から災害廃棄物処理計画の点検を

行うことに加え、災害時における災害廃

棄物処理計画の活用方法を検討してい

る。（災害時に確認する頁を把握できて

いる。） 

 ● 

20 ・災害廃棄物処理計画の見直し・改定頻度

が計画に記載されている。 
●  

関係者との

連携 

21 ・災害廃棄物処理計画が庁内（首長等の上

層部や関係他課）や住民、民間事業者へ

も周知されて共有されている。 

 ● 

22 ・具体的な複数の支援要請先（連絡先を含

む）が災害廃棄物処理計画に記載されて

いる。 

●  

23 ・地域ブロック行動計画に基づく支援が

処理計画に記載されているか、地域ブロ

ック行動計画を確認しているか。 

● ● 

24 ・災害支援協定の内容を確認している。  ● 

25 ・関係者（県や一部事務組合、協定締結先）

と平時から情報交換や協議を定期的に

行っている。 

 ● 

26 ・ごみカレンダーや分かりやすいパンフ

レットを用いて、平時から住民等へ災害

廃棄物対応に係る周知・広報を行ってい

る。 

 ● 

人材育成 27 ・職員への人材育成の方法が災害廃棄物

処理計画に記載されている。 
●  

28 ・職員への人材育成が継続的に行われて

いる。 
 ● 

29 ・連携先（事業者を含む）との訓練実施が

災害廃棄物処理計画に記載されている。 
●  

30 ・連携先（事業者を含む）との訓練が継続

的に行われている。 
 ● 

出典：「資料 3-2 地域間協調ワーキンググループの検討」（R4.3.9、環境省環境再生・資源循環局 災害廃
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棄物対策室）、第 3 回 令和 3年度災害廃棄物対策推進検討会 をもとに作成 
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（2）災害廃棄物処理の実効性に係る点検の確認結果 

 ア.（1）の確認結果は下表のとおりとなった。 

図表 2.6-2 災害廃棄物処理の実効性に係る点検の確認結果 

区分 NO 

福岡県 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県 

大

川

市 

う

き

は

市 

糸

島

市 

上

峰

町 

み

や

き

町 

川
棚
町 

日
向
市 

奄

美

市 

薩

摩

川

内

市 

中

種

子

町 

東

串

良

町 

初動 

対応 

庁内体制の確立 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ 

スケジュール検討 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

発生量推計 4 ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● 

広報 5 ● △ △ ● ● △ ● ○ ○ ○ ○ 

6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

7 ○ ○ ○ △ △ ○ ● ○ ● ○ ○ 

片付けごみ対応 8 △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 

9 △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ ○ ○ 

仮置場の確保・設

置 

10 ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ ● ● △ 

11 △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 

仮置場の 

管理・運営 

12 △ △ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △ 

13 ○ ○ △ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ 

14 △ △ △ △ △ △ ● △ ○ △ △ 

15 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ 

16 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 

処理・処分 17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 ○ ○ ○ △ △ ○ △ ○ ○ ● ● 

平時の 

備え 

計画の点検・共有・

改定 

19 ● ● ● ● ● ● ● △ ● △ △ 

20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ 

関係者との連携 21 － － － － － － － － － － － 

22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● 

23 △ △ △ △ △ ● ● ● ● ● ● 

24 ● ● ● ● ● △ ● ● ○ ● ● 

25 － － － － － － － － － － － 

26 ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

人材育成 27 ● ● ● ● ● ● ○ △ ● △ △ 

28 － － － － － － － － － － － 

29 ● ● ● ● ● △ ○ △ △ △ △ 

30 － － － － － － － － － － － 

注．NO･･･表 災害廃棄物処理計画の実効性に係る点検の視点（案）「実効性の確保に必要な事項」に示し

た No 
注．●：記載あり、○：記載あるが修正の余地あり、△：記載なし、－：計画では確認困難な項目 
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７.被災経験のある自治体へヒアリングの実施 

本業務では、より災害の状況に即した実行性のある災害廃棄物処理計画の策定・改定と、

担当者の災害対応力強化のために、支援自治体に対し事前アンケートとして被災経験のあ

る自治体へ質問したい事項を募った。被災経験のある自治体として令和元年８月及び令和

３年８月の豪雨災害を経験された佐賀県武雄市と、令和２年７月豪雨災害を経験された福

岡県大牟田市の災害廃棄物担当者に、各対象自治体からの質問事項に対し経験を踏まえた

助言をいただいた。 

（1）ヒアリング対象自治体 

ヒアリング先は令和 2 年豪雨により湛水被害を経験した福岡県大牟田市と令和元年、令

和３年８月豪雨を経験した佐賀県武雄市の２市に依頼をした。 

 

図表 2.7-1 ヒアリング先の被災経験とヒアリング日時 

自治体名 経験した災害 ヒアリング日時 

福岡県大牟田市 令和 2年 7月豪雨災害 
令和４年 11 月 28 日 

 

佐賀県武雄市 令和元年 8月豪雨、令和 3年 8月豪雨 
令和４年 11 月 28 日 

 

 

 

（2）事前アンケートのヒアリング事項 

計画改定対象自治体への事前アンケートでは、水害被災経験のある自治体に対して、下

表の質問事項があげられた。 

 

図表 2.7-2 水害被災経験のある自治体への質問事項（処理計画改定支援自治体） 

対象 

自治体 
質問事項 

大川市 ・事業系廃棄物（資材や材料、店舗内の備品等）及び住宅構造物、売電目的の太

陽光パネル設備の処理等。通常は受入れをしていないが災害廃棄物は一般廃棄

物に区分されることから、災害の規模によっては大量に廃棄される可能性があ

る。その場合の確認の方法など。 

・浸水被害を受けた農作物受入をどのように実施したか。 

・水害により死亡した家畜等の処理について。 

うきは市 ・発災から何時間後に仮置場を設置したか。 

・仮置場設置にあたり、住民の周知方法。 

・通常収集と災害で発生する避難所ごみや災害ごみ回収に伴う、事業者との調整。 

・災害廃棄物専門職員要請等。 

糸島市 ・発災から仮置場を設置までの所要時間 

・浸水被害を受けた農作物受入方法 

・発災前の市民への事前周知等 

・仮置場や処分場までの収集運搬等の具体例（個人搬入なのか許可業者等） 

・仮置場等の人員配置計画（計画時の注意点、実施時の問題点） 

・民間処分業者との災害廃棄物処理にかかる基本協定の有無等 

みやき町 ・発災から仮置場開設までに業者との打ち合わせ等の段取りにどれくらいの時間

を要したか。 

・仮置場開設についての住民への周知方法はどのように行ったか。 
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対象 

自治体 
質問事項 

・仮置場の運営方法（業者へ完全委託なのか、行政職員での対応なのか） 

・持ち込まれた被災ごみの分別ができていなかった場合の対応はどうしたのか。 

・事業者が仮置場へ搬入されたときの対応はどうしたのか。 

奄美市 ・仮置場に関して、成功例があればご教授ください。 

(例)市有地以外に民有地を活用の有無 

仮置場のファストレーンの導入(その場合の必要面積の積算方法)・民間団体との

災害時応援協定の具体例をご教授ください。 

薩摩川内

市 

・倉庫に保管してある農薬が浸水した場合の処分方法を教示して欲しい。本市の

場合、１件の相談がありＪＡ北さつま農業協同組合が実施している年１・２回

の回収業務で処分して頂くよう依頼した。 

・平時の備えとして、農薬の保管・管理及び発災後に設置する仮置場に出せる災

害ごみ等を周知する必要がある。 

・以上のようなことから次のことについて検討できないかご教示ください。 

１．浸水した農薬等の処理先との協定 

２．仮置場では受け入れないため保管場所及び処分業者の確保 

中種子町 ・被害を受けた農作物の受入・処理などについて 

注．上峰町、川棚町、日向市は質問事項なし 

 

（3）ヒアリング結果 

 各支援自治体からあげられた質問事項はカテゴリー別に整理し、事前に武雄市、大牟田市

の両市へ送付ののち実際にヒアリングに伺い、回答をいただいた。策定支援の対象自治体も

含め複数の自治体から同様の質問があったため、カテゴリー別の回答を下表に整理した。 

 

図表 2.7-3 ヒアリング結果要旨 

事項 内容 
ヒアリン

グ先 

組織体制 総務課が、各部署１名ずつなど業務に支障がないように、割り

当てを作って対応した。 
武雄市 

環境部総動員、市役所内部、周辺自治体からの応援で対応した 大牟田市 

収集運搬 運搬業者は宅地の中には入れないため、消防団に入ってもらっ

て宅地外に搬出してもらったり、民間のボランティアに対応し

てもらったりした。通常の収集は直営ではなくすべて委託であ

るが、業務上２t 車を保有しており、発災後時間が経ってから

の収集は直営でも行った。 

武雄市 

直営で、パッカー車・破砕車を持っているため、市の回収分を

委託業者に任せて、回収するなどの対応をした。 
大牟田市 

広報 防災無線、市 HP、ケーブルテレビのテロップ放送で広報を行っ

た。 

仮置場について、産資協のアドバイスもあり、敢えて事前に周

知はしなかった。準備が整う前に持ち込まれてしまうと分別で

きなくなるため、準備ができてからアナウンスをした。 

武雄市 

口コミによる広がりもあったようだ。7/8 昼から仮置場が開設

されたという情報は、すぐに SNS で拡散したようである。7/9

からは HP、メール、愛情ネット、コミュニティ FM で情報を市

民に提供した。 

大牟田市 
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協定・支援 県が産資協と災害協定を結んでいた。市から依頼をかけて来て

もらった。その他は特に協定は結んでいない。 
武雄市 

産資協との協定は、市と直接結んでいる。この他、建設会社と

の防災協定がある。 
大牟田市 

仮置場開設 8/14 に発災し、２日後の 8/16 には仮置場を開設できた。産資

協と発災当日に打合せた。産資協からは当初より、資機材の搬

入、人員確保等のため３日は必要と言われており、発災から３

日後の 8/17 開設を目標としていたが、１日前倒しでの開設指

示があり、それに間に合わせて頂いた。橘町にも仮置場を開設

するという話も出たが、なるべく少ない箇所で回したいと２箇

所を開設し頑張った。結果的に２箇所で済んだ。前回（令和元

年）被災した際は仮置場を５箇所開設したが、仮置場を増やす

とそれだけ職員が必要になるので負担が増す。また、前回（令

和元年）は仮置場に重機を入れる発想が無かったため重機活動

用の場所を使ってしまった。今回（令和３年）は仮置場に早期

に重機を投入し、都度都度廃棄物を搬出したためスペースもそ

こまでいらなかった。 

武雄市 

7/7 の 11:40 に大雨特別警報が解除となった。7/7 に産資協と

仮置場の開設について協議した。その際は、鉄板等の準備に時

間がかかるので、7/11 にしか開設できないと言われた。しかし、

7/7 には湛水が解消し、すぐにごみが出始めたため、建設業者

と協力して 7/8 に 1 箇所目の仮置場を開設した。産資協とも再

協議して、間に合った敷鉄板だけで 7/9 に 2 箇所の仮置場を開

設した。市が収集した災害廃棄物専用の仮置場も 1箇所開設し、

仮置場を 4 箇所と、家電洗浄のための１箇所、計５箇所開設し

た。市民からの搬入を受け入れる仮置場を 3 箇所同時に開いて

いたので、市は大変だったが、市民の待ち時間は短かった。 

大牟田市 

仮置場運営 車両のさばきを産資協、分別・荷下ろしの補助は自治体職員で

行った。 

市の総務課に割当を作ってもらい各課支障の無い範囲で人員

配置をした。人員配置計画は、毎日自治体職員で検討・計画し

ているため、足りないということはなかった。 

武雄市 

仮置場 1 箇所につき、市職員 4～6 名、他自治体からの応援 2～

4 名、産資協 15～30 名（最大）程度を配置した。環境部総動員、

市役所内部、周辺自治体からの応援、産資協及び建設会社で対

応した。 

大牟田市 

未管理仮置場 今回は、勝手仮置場はほとんどできなかった。 武雄市 

放置されてやや拡大した勝手仮置場は、１箇所だけできた。誰

かが（仮置して）いいといった、ということで始めてしまった

とのこと。直営の収集運搬で対応して解消した。その他の勝手

仮置場は地域の公民館長等と連携して早期に解消した。 

大牟田市 

処理処分 可燃ごみについては広域処理で唐津市、脊振共同塵芥処理組

合、佐賀県西部広域環境組合に協力頂いた。また、一部は佐賀

県内の産業廃棄物処理事業者にて処理した。タイヤ、油脂類、

処理困難物等は市内産業廃棄物処理業者、石膏ボード等は県内

の産業廃棄物処理事者に処理委託した。資源ごみ（金属）はク

リーンセンターを二次仮置場のような形で設置し、そこで分別

を行った。 

武雄市 

可燃物の処理は、福岡市、久留米市、北九州市、飯塚市に依頼

した。その他のごみは主に産廃業者に処理を依頼した。 
大牟田市 
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良かった点 仮置場の開設に、当初産資協から資機材の準備期間として３日

は必要と言われたが、1 日前倒しでの開設の指示があり、２日

で開設した。完全な状況での開設ではなかったが、大きなトラ

ブル等の発生もなく運営できたのは良かった。 

ただし、仮置場内で廃棄物の受入と敷鉄板の敷設が同時進行と

なったため渋滞が発生したのは反省点。 

武雄市 

大牟田市には直営の収集運搬があることと、近隣（飯塚や八女

など）の水害の応援を経験した職員がいたことが大きかった。

処理に関しては、令和元年度まで廃掃法上の政令市であったた

め、産廃関連業務の経験があり産廃業者の状況について過去の

知見があった。そのため、産廃業者に処理を依頼し、早めに処

分ができた。処分先がどこか見当がつかないと難しいと思う。

仮置場の運営がスムーズであったことがよかった。先行して 1

箇所開設した船津中での経験を、その後に開設した仮置場に活

かすことができた。仮置場を 3 箇所に分けたこともよかった。 

大牟田市 

困難だった点 仮置場の場所は知らせられないが、分別の仕方については、事

前に住民に周知をしておくべきであった。 
武雄市 

可燃ごみに不燃ごみがまざっていたため、仮置場で手選別した

のはつらかった。畳はかなり量が多く、処理先に苦労した。保

管が長くなると温度に注意が必要であった。発酵して湯気が出

始めたため、切断処理を急いだ。便乗ごみも多かったと思う。

業者がリフォームごみを住民に持ち込ませた事例もあった。仮

置場の受付が一番ストレスがかかる業務だと思う。受入をきち

んとしないといけない。受入開始後途中から、罹災証明を提示

してもらうなどで対応したが、ブラウン管テレビなども多く持

ち込まれた。 

大牟田市 

災害を経験し

ての感想、他自

治体への助言 

仮置場の管理・運営は自治体だけでは無理である。産資協の話

を聞くと経験値が違うので、アドバイスをしてもらい、フォロ

ーもしてもらった。武雄市は地区に産資協の幹事が所在してい

たため、ある程度事前にと話ができていたので、対応が早かっ

たと思う。秩序立てて実施できることが一番大事である。 

武雄市 

とにかく経験者に相談し早めに対処すること。協定を締結する

などその準備をしておくこと。時間が経てば経つほど手に負え

なくなり、余計な費用も発生する。 

大牟田市 
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（4）事前ヒアリング項目の回答 

計画改定対象自治体への事前アンケートの質問項目に対する、被災自治体の回答を下表

のとおり再整理した。 

図表 2.7-4 ヒアリング結果回答 

対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

大川市 ・事業系廃棄物（資材や材料、店舗内の

備品等）及び住宅構造物、売電目的の

太陽光パネル設備の処理等。通常は受

入れをしていないが災害廃棄物は一

般廃棄物に区分されることから、災害

の規模によっては大量に廃棄される

可能性がある。その場合の確認の方法

など。 

商品は断り、産廃は受け入れない、原

則、事業者は受け入れないとしていた。

クレームもあったが、一般家庭のごみ

のみとした。（武雄市） 

事業系の廃棄物については、少しずつ

はあったが、断らないといけないほど

のものはなかった。業者がリフォーム

ごみを住民に持ち込ませた事例もあっ

た。仮置場開設期間途中から罹災証明

を提示してもらうなどで対応した。 

(大牟田市) 

 ・浸水被害を受けた農作物受入をどの

ように実施したか。 

生ごみは燃えるごみと案内していたこ

ともあり、農作物が大量に捨てられる

ということはなかった。回収日を増や

したり、ずらしたりという対応はした。

(武雄市) 

農作物については、発育していないな

どの時期的なもので、発生しなかった。

多少はあっても土砂の流入も多く農家

側で埋め殺ししていた。（大牟田市） 

 ・水害により死亡した家畜等の処理 鶏の死骸について問い合わせがあっ

た。産廃での処理が妥当と判断して、県

に質問したが一廃での処理が妥当とい

うことで意見が合わなかった。結果的

には量が多く、一廃での処理では日受

入量可能から相当の日数がかかること

が判明したため、事業者が産廃で処理

した。(大牟田市) 

うきは市 ・発災から何時間後に仮置場を設置し

たか 

8/14 に発災し、２日後の 8/16 には仮

置場を開設できた。産資協と発災当日

に打合せた。産資協からは当初より、資

機材の搬入、人員確保等のため３日は

必要と言われており、発災から３日後

の 8/17 開設を目標としていたが、１日

前倒しでの開設指示があり、それに間

に合わせて頂いた。令和元年に被災し

た際には、後手後手で進まず、無秩序な

状況に陥ったが、前回の教訓を活かせ

た。（武雄市） 

7/7 の 11:40 に大雨特別警報が解除と

なった。7/7 に産資協と仮置場の開設に

ついて協議した。その際は、鉄板等の準

備に時間がかかるので、7/11 にしか開

設できないと言われた。しかし、7/7 に

は湛水が解消し、すぐにごみが出始め

たため、建設業者と協力して7/8に 1箇

所目の仮置場を開設した。産資協とも
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対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

再協議して、間に合った敷鉄板だけで

7/9 に 2 箇所の仮置場を開設した。市が

収集した災害廃棄物専用の仮置場も 1

箇所開設し、仮置場を 4 箇所と、家電洗

浄のための１箇所、計５箇所開設した。

市民からの搬入を受け入れる仮置場を

3 箇所同時に開いていたので、市は大変

だったが、市民の待ち時間は短かった。

（大牟田市） 

 ・仮置場設置にあたり、住民の周知方法 
防災無線、市 HP、ケーブルテレビのテ

ロップ放送で広報を行った。 

市 HP での広報については、外部委託は

せず、広報で対応してもらった。変更

があれば逐次対応してもらい、数時間

で HP にも反映させた。広報とのやり取

りには手をかけた。（武雄市） 

口コミによる広がりもあったようだ。

7/8 昼から仮置場が開設されたという

情報は、すぐに SNS で拡散したようで

ある。7/9 からは HP、メール、愛情ネ

ット、コミュニティ FM で情報を市民に

提供した。(大牟田市) 

 ・通常収集と災害で発生する避難所ご

みや災害ごみ回収に伴う、事業者との

調整 

運搬業者は宅地の中には入れないた

め、消防団に入ってもらって宅地外に

搬出してもらったり、民間のボランテ

ィアに対応してもらったりした。通常

の収集は直営ではなくすべて委託であ

るが、業務上２t 車を保有しており、発

災後時間が経ってからの収集は直営で

も行った。（武雄市） 

直営で、パッカー車・破砕車を持って

いるため、市の回収分を委託業者に任

せて、回収するなどの対応をした。 

(大牟田市) 

 ・災害廃棄物専門職員要請等 実施なし。助言や他自治体の手配は県

が助力された。（武雄市） 

実施なし。公費解体で人手が足りなか

ったため人材バンクがあれば活用して

いたかもしれない。（大牟田市） 

糸島市 ・発災から仮置場を設置までの所要時

間 

8/14 に発災し、２日後の 8/16 には仮

置場を開設できた。産資協と発災当日

に打合せた。産資協からは当初より、資

機材の搬入、人員確保等のため３日は

必要と言われており、発災から３日後

の 8/17 開設を目標としていたが、１日

前倒しでの開設指示があり、それに間

に合わせて頂いた。令和元年に被災し

た際には、後手後手で進まず、無秩序な

状況に陥ったが、前回の教訓を活かせ

た。（武雄市） 

7/7 の 11:40 に大雨特別警報が解除と



 

63 

対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

なった。7/7 に産資協と仮置場の開設に

ついて協議した。その際は、鉄板等の準

備に時間がかかるので、7/11 にしか開

設できないと言われた。しかし、7/7 に

は湛水が解消し、すぐにごみが出始め

たため、建設業者と協力して7/8に 1箇

所目の仮置場を開設した。産資協とも

再協議して、間に合った敷鉄板だけで

7/9 に 2 箇所の仮置場を開設した。市が

収集した災害廃棄物専用の仮置場も 1

箇所開設し、仮置場を 4 箇所と、家電洗

浄のための１箇所、計５箇所開設した。 

（大牟田市） 

 ・浸水被害を受けた農作物受入方法 生ごみは燃えるごみと案内していたこ

ともあり、農作物が大量に捨てられる

ということはなかった。通常の燃える

ごみの回収日を増やしたり、ずらした

りという対応はした。(武雄市) 

農作物については、発育していないな

どの時期的なもので、発生しなかった。

多少はあっても土砂の流入も多く農家

側で埋め殺ししていた。（大牟田市） 

 ・発災前の市民への事前周知等 事前周知を行うと仮置場開設前に廃棄

物を持込まれるという産資協の助言も

あり、あえて公表していない。（武雄市） 

仮置場は事前に公表はしておらず、リ

ストアップはしていた。民間の場所を

検討している時期に災害が起こった。

(大牟田市) 

 ・仮置場や処分場までの収集運搬等の

具体例（個人搬入なのか許可業者等） 

基本的には個人運搬であったが、どう

しても自力で搬出出来ないという話が

あった場合、運搬業者は宅地の中には

入れないため、消防団に入ってもらっ

て宅地外に搬出してもらったり、民間

のボランティアに対応してもらったり

した。特別収集は行っていない。 

（武雄市） 

原則を個人搬入とし、申し込みがあれ

ば収集も実施。本市は直営のパッカー

車を所有しているため、通常の収集を

委託事業者に実施してもらい、特別収

集を市の直営で実施。（大牟田市） 

 ・仮置場等の人員配置計画（計画時の注

意点、実施時の問題点） 

人員配置計画は、毎日自治体職員で検

討・計画しているため、足りないという

ことはなかった。（武雄市） 

仮置場 1 箇所につき、市職員 4～6 名、

他自治体からの応援 2～4 名、産資協 15

～30 名（最大）程度を配置した。環境

部総動員、市役所内部、周辺自治体から

の応援、産資協及び建設会社で対応し

た。（大牟田市） 

 ・民間処分業者との災害廃棄物処理に 県が産資協と災害協定を結んでいた。
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対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

かかる基本協定の有無等 市から依頼をかけて来てもらった。そ

の他は特に協定は結んでいない。 

（武雄市） 

産資協との協定は、市と直接結んでい

る。この他、建設会社との防災協定があ

る。（大牟田市） 

みやき町 ・発災から仮置場開設までに業者との

打ち合わせ等の段取りにどれくらい

の時間を要したか。 

8/14 に発災し、２日後の 8/16 には仮

置場を開設できた。産資協と発災当日

に打合せた。産資協からは当初より、資

機材の搬入、人員確保等のため３日は

必要と言われており、発災から３日後

の 8/17 開設を目標としていたが、１日

前倒しでの開設指示があり、それに間

に合わせて頂いた。令和元年に被災し

た際には、後手後手で進まず、無秩序な

状況に陥ったが、前回の教訓を活かせ

た。（武雄市） 

7/7 の 11:40 に大雨特別警報が解除と

なった。7/7 に産資協と仮置場の開設に

ついて協議した。その際は、鉄板等の準

備に時間がかかるので、7/11 にしか開

設できないと言われた。しかし、7/7 に

は湛水が解消し、すぐにごみが出始め

たため、建設業者と協力して7/8に 1箇

所目の仮置場を開設した。産資協とも

再協議して、間に合った敷鉄板だけで

7/9 に 2 箇所の仮置場を開設した。市が

収集した災害廃棄物専用の仮置場も 1

箇所開設し、仮置場を 4 箇所と、家電洗

浄のための１箇所、計５箇所開設した。 

（大牟田市） 

 ・仮置場開設についての住民への周知

方法はどのように行ったか。 

防災無線、市 HP、ケーブルテレビのテ

ロップ放送で広報を行った。 

市 HP での広報については、外部委託は

せず、広報で対応してもらった。変更が

あれば逐次対応してもらい、数時間で

HP にも反映させた。広報とのやり取り

には手をかけた。（武雄市） 

口コミによる広がりもあったようだ。

7/8 昼から仮置場が開設されたという

情報は、すぐに SNS で拡散したようで

ある。7/9 からは HP、メール、愛情ネッ

ト、コミュニティ FM で情報を市民に提

供した。(大牟田市) 

 ・仮置場の運営方法（業者へ完全委託な

のか、行政職員での対応なのか） 

車両のさばきを産資協、分別・荷下ろ

しの補助は自治体職員で行った。 

（武雄市） 

受付を市で、場内の運営を建設会社、

産資協に委託した。（大牟田市） 

 ・持ち込まれた被災ごみの分別ができ

ていなかった場合の対応はどうした

のか。 

分別できていないごみについては、生

ごみは持ち帰ってもらったが、その場

で受け取ってパッカー車で回収したも
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対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

 のもあった。冷蔵庫の中身などわから

ないこともあった。（武雄市） 

冷蔵庫の中身など、産資協の指摘を受

けて、チェックするようになった。冷蔵

庫の中身は市で回収した。待ち時間が

発生していたので、レイアウト図を配

布して、混載は単載にするよう指導し

た。大きなトラブルはなかった。 

（大牟田市） 

 ・事業者が仮置場へ搬入されたときの

対応はどうしたのか。 

商品は断り、産廃は受け入れない、原

則、事業者は受け入れないとしていた。

クレームもあったが、一般家庭のごみ

のみとした。（武雄市） 

事業系の廃棄物については、少しずつ

はあったが、断らないといけないほど

のものはなかった。便乗ごみも多かっ

たと思う。業者がリフォームごみを住

民に持ち込ませた事例もあった。仮置

場の受付が一番ストレスがかかる業務

だと思う。受入をきちんとしないとい

けない。受入開始後中途から、罹災証明

を提示してもらうなどで対応したが、

ブラウン管テレビなども多く持ち込ま

れた。(大牟田市) 

奄美市 ・仮置場に関して、成功例があればご教

授ください。 

(例)市有地以外に民有地を活用の有無 

仮置場のファストレーンの導入(その

場合の必要面積の積算方法) 

人吉のような災害規模ではなく、スペ

ースもなかったため、ファストレーン

は実施していない。仮置場の開設に、当

初産資協から敷材の準備期間として３

日は必要と言われたが、１日前倒しで

の開設の指示があり、２日で開設した。

完全な状況での開設ではなかったが、

大きなトラブル等の発生もなく運営で

きたのは良かった。３日という期間を

住民が納得するかどうか。住民として

はできるだけ早く持っていきたいと思

うため、３日待たせられるかどうかが

心配である。仮置場の管理・運営は自治

体だけでは無理である。県の産資協の

話を聞くと経験値が違うので、アドバ

イスをしてもらい、フォローもしても

らった。武雄市は地区に産資協の幹事

事業者が所在しているため、ある程度

事前に話ができていたので、対応が早

かったと思う。（武雄市） 

ファストレーンは実施していない。市

所有地のみで対応した。大牟田市には

直営の収集運搬があることと、近隣（飯

塚や八女など）の水害の応援を経験し

た職員がいたことが大きかった。仮置

場の運営がスムーズであったことがよ

かった。先行して 1 箇所開設した船津

中での経験を、その後に開設した仮置

場に活かすことができた。仮置場を3箇
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対象 

自治体 
質問事項 

被災経験あり自治体 

ヒアリング結果 

所に分けたこともよかった。 

（大牟田市） 

 ・民間団体との災害時応援協定の具体

例 

県が産資協と災害協定を結んでいた。

市から依頼をかけて来てもらった。そ

の他は特に協定は結んでいない。 

（武雄市） 

産資協との協定は、市と直接結んでい

る。この他、建設会社との防災協定があ

る。（大牟田市） 

薩摩川内

市 

・倉庫に保管してある農薬が浸水した

場合の処分方法を教示して欲しい。本

市の場合、１件の相談がありＪＡ北さ

つま農業協同組合が実施している年

１・２回の回収業務で処分して頂くよ

う依頼した。 

・平時の備えとして、農薬の保管・管理

及び発災後に設置する仮置場に出せ

る災害ごみ等を周知する必要がある。 

・以上のようなことから次のことにつ

いて検討できないか。 

１．浸水した農薬等の処理先との協定 

２．仮置場では受け入れないため保管 

場所及び処分業者の確保 

農薬については、あったのかもしれな

いがあまり記憶にはない。処理困難物

ゾーンで対応し、農協に連絡して引き

取れるものは引き取ってもらった。 

（武雄市） 

農薬については、農協に相談してもら

うようにした。（大牟田市） 

中種子町 ・被害を受けた農作物の受入・処理 生ごみは燃えるごみと案内していたこ

ともあり、農作物が大量に捨てられる

ということはなかった。通常の燃える

ごみの回収日を増やしたり、ずらした

りという対応はした。(武雄市) 

農作物については、発育していないな

どの時期的なもので、発生しなかった。

多少はあっても土砂の流入も多く農家

側で埋め殺ししていた。（大牟田市） 

 

  



 

67 

８.総合的な検証及び処理計画改定（案）の作成 

（1）大川市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1編 総則   

 1 基本的事項  

 1-1 計画策定の背景及び趣旨 ○計画の見直し・改定頻度の追記 

 1-2 本計画の位置づけと構成 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 1-3 処理主体  

 (1) 処理主体  

 1-4 地域特性  

 (1) 地形・地勢・気候  

 (2) 人口  

 1-5 
対象とする災害と災害廃棄

物 
 

 (1) 
福岡県内で想定されている

地震 
 

 (2) 対象とする災害  

 (3) 災害廃棄物の種類  

 1-6 
災害廃棄物処理の基本的な

考え方 
 

 (1) 目的・処理の基本  

 (2) 処理方法  

 (3) 処理期間  

 (4) 処理体制 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 組織体制・指揮命令系統  

 2-1 
災害対策本部、災害廃棄物対

策の組織体制 
 

 (1) 大川市災害対策本部  

 (2) 災害廃棄物の担当組織  

 2-2 業務概要  

 2-3 組織体制の留意事項  

 (1) 土木・建築系職員の確保  

 (2) 
災害対応経験者（アドバイザ

ー)の受け入れ 
 

 (3) 専門家や地元業界との連携  

 3 情報収集・連絡  

 3-1 市（町村）災害対策本部との  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

連絡及び収集する情報 

 3-2 他部局との連携事項  

 3-3 
県および他関連団体との連

携 
 

 (1) 県との情報共有  

 (2) 国、支援都道府県等との協力 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 3-4 住民対応 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりや

すいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転

倒・落下防止） 

 4 協力・支援体制 
○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 4-1 自衛隊・警察・消防  

 4-2 
市町村や都道府県との協力・

支援体制 
 

 (1) 
他市町村、県との協力・支援

体制 
 

 4-3 民間事業者の協力 

○ボランティアに関する留意事項の追記 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検

討に関する記載の追記 

 5 教育訓練・人材育成等 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 (1) 人材育成及び訓練  

第 2 編 災害廃棄物処理対策  

 1 災害廃棄物発生量の推計  

 1-1 
し尿、避難所ごみ・生活ごみ

の処理 
 

 1-2 地震による災害廃棄物  

 (1) 
災害廃棄物発生量の推計方

法 
 

 (2) 
構造別の災害廃棄物（可燃

物、不燃物)の発生量 
 

 (3) 津波堆積物の量  

 (4) 組成別災害廃棄物の量  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 (5) 災害廃棄物の処理見込み量  

 1-3 
地震発生推計に基づく災害

廃棄物の処理フロー 
 

 (1) 災害廃棄物の性状  

 (2) 災害廃棄物処理基本フロー  

 (3) 市内処理施設の処理可能量  

 (4) 
粗大ごみ処理施設・再生利用

施設 
 

 (5) 
本市内の産業廃棄物中間処

理業者 
 

 1-4 風水害による災害廃棄物  

 (1) 
風水害による災害廃棄物発

生量 

○水害廃棄物発生量の見直し（推計結果の追

記） 

○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（風水害の追記） 

 2 災害廃棄物処理  

 2-1 
災害廃棄物処理実行計画の

策定 
 

 (1) 基本的な考え方  

 (2) 
災害廃棄物処理実行計画の

策定例 
 

 (3) 水害廃棄物処理の概要  

 (4) 発災直後の対応の相違  

 2-2 処理スケジュール  

 2-3 広域処理体制  

 (1) 広域処理の考え方  

 (2) 広域処理必要量  

 2-4 事務委託、事務代替  

 2-5 収集運搬体制の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 (1) 被災現場からの収集運搬  

 (2) 一次仮置場からの収集運搬  

 (3) 収集運搬方法 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し

支援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追

記 

 2-6 仮置場の確保 ○気候変動の影響と適応策に対する記載の追
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の

優先撤去・処理、消毒の徹底） 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の

追記 

 (1) 一次仮置場 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウ

ト（風水害）の追記 

 (2) 二次仮置場  

 2-7 処理施設の確保 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 (1) 破砕選別施設  

 (2) 仮設焼却炉（方式と特徴)  

 2-8 
環境対策、モニタリング、火

災対策 
 

 (1) 基本方針  

 (2) 環境影響とその要因  

 2-9 有害廃棄物の処理  

 (1) 有害廃棄物の処理  

 (2) ＰＲＴＲ届出事業所  

 2-10 適正処理困難廃棄物の処理  

 (1) 廃家電製品等  

 (2) 自動車  

 (3) 二輪車  

 (4) 腐敗性の強い廃棄物  

 (5) 思い出の品等  
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（2）うきは市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1編 総則    

 1 基本的事項  

 1-1 計画策定の背景及び趣旨 ○計画の見直し・改定頻度の追記 

 1-2 本計画の位置づけと構成 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 1-3 処理主体  

 1-4 地域特性  

 (1) 地形・地勢・気候  

 (2) 人口  

 (3) 交通網  

 (4) 産業  

 1-5 
対象とする災害と災害廃棄

物 
 

 (1) 対象とする災害  

 (2) 災害廃棄物の種類  

 1-6 
災害廃棄物処理の基本的な

考え方 
 

 (1) 目的・処理の基本  

 (2) 処理方法  

 (3) 処理期間  

 (4) 処理体制 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 組織体制・指揮命令系統  

 2-1 
災害対策本部、災害廃棄物対

策の組織体制 
 

 (1) 市町村災害対策本部  

 (2) 災害廃棄物の担当組織  

 2-2 業務概要  

 2-3 組織体制の留意事項  

 (1) 土木・建築系職員の確保  

 (2) 
災害対応経験者（アドバイザ

-） 
 

 (3) 専門家や地元業界との連携  

 3 情報収集・連絡  

 3-1 
市災害対策本部との連絡及

び収集する情報 
 

 3-2 他部局との連携事項  



 

72 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 3-3 
県および他関連団体との連

携 
 

 (1) 県との情報共有  

 (2) 国、支援都道府県等との協力  

 3-4 住民対応 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報手

法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりやす

いパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転倒・

落下防止） 

 4 協力・支援体制 
○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）の

追記 

 4-1 自衛隊・警察・消防  

 4-2 
市町村や都道府県との協力・

支援体制 
 

 (1) 
他市町村、県との協力・支援

体制 
 

 4-3 民間事業者の協力 

○ボランティアに関する留意事項の追記 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検討

に関する記載の追記 

 5 教育訓練・人材育成等 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 (1) 人材育成及び訓練  

第 2 編 災害廃棄物処理対策  

 1 災害廃棄物発生量の推計  

 1-1 
し尿、避難所ごみ・生活ごみ

の処理 
 

 (1) 
し尿発生量、仮設トイレ必要

数 
 

 (2) 指定避難所ごみ発生量  

 1-2 地震による災害廃棄物  

 (1) 
災害廃棄物発生量の推計方

法 
 

 (2) 
構造別の災害廃棄物（可燃

物、不燃物） 
 

 (3) 組成別災害廃棄物の量  

 (4) 災害廃棄物の処理見込み量  



 

73 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 1-3 
地震発生推計に基づく災害

廃棄物の処理フロー 
 

 (1) 災害廃棄物の性状  

 (2) 災害廃棄物処理基本フロー  

 (3) 市内処理施設の処理可能量  

 (4) 
粗大ごみ処理施設・再生利用

施設 
 

 (5) 
市内の産業廃棄物中間処理

事業者 
 

 1-4 風水害による災害廃棄物  

 (1) 
風水害による災害廃棄物発

生量 

○水害廃棄物発生量の見直し（推計結果の追記） 

○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（風水害の追記） 

 2 災害廃棄物処理  

 2-1 
災害廃棄物処理実行計画の

策定 
 

 (1) 基本的な考え方  

 (2) 
災害廃棄物処理実行計画の

策定例 
 

 (3) 水害廃棄物処理の概要  

 (4) 発災直後の対応の相違  

 2-2 処理スケジュ-ル  

 2-3 広域処理体制  

 (1) 広域処理の考え方  

 (2) 広域処理必要量  

 2-4 事務委託、事務代替  

 2-5 収集運搬体制の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 (1) 被災現場からの収集運搬  

 (2) 一次仮置場からの収集運搬  

 (3) 収集運搬方法 
○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し支

援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追記 

 2-6 仮置場の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対策

（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛生

動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の優
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

先撤去・処理、消毒の徹底） 

○仮置場の分別配置図の例の追記 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の運営方法・留意点の追記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の追

記 

 (1) 一次仮置場 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○仮置場候補地の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウト

（地震、風水害）の追記 

 (2) 二次仮置場  

 2-7 処理施設の確保 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前の

検討の追記 

 (1) 破砕選別施設  

 (2) 仮設焼却炉（方式と特徴）  

 2-8 
環境対策、モニタリング、火

災対策 
 

 (1) 基本方針  

 (2) 環境影響とその要因  

 2-9 有害廃棄物の処理  

 (1) 有害廃棄物の処理  

 (2) ＰＲＴＲ届出事業所  

 2-10 適正処理困難廃棄物の処理  

 (1) 廃家電製品等  

 (2) 自動車  

 (3) 二輪車  

 (4) 腐敗性の強い廃棄物  

 (5) 思い出の品等  

参考    

 

（3）糸島市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1編 総則    

 1 基本的事項  

 1-1 計画策定の背景及び趣旨 ○計画の見直し・改定頻度の追記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 1-2 本計画の位置づけと構成 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 1-3 処理主体  

 (1) 処理主体  

 1-4 地域特性  

 (1) 位置、面積  

 (2) 地勢  

 (3) 気象  

 (4) 地形  

 (5) 人口分布及び都市形成 

○人口（平成 31 年 3 月）、面積（平成 29 年 10

月）、産業別従事者（平成 27 年）から最新のデー

タに更新 

 (6) 交通網   

 (7) 産  業   

 1-5 
対象とする災害と災害廃棄

物 
 

 (1) 対象とする災害  

 (2) 災害廃棄物の種類  

 1-6 
災害廃棄物処理の基本的な

考え方 
 

 (1) 目的・処理の基本  

 (2) 処理方法  

 (3) 処理期間  

 (4) 処理体制 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 組織体制・指揮命令系統  

 2-1 
災害対策本部、災害廃棄物対

策の組織体制 
 

 (1) 市町村災害対策本部  

 (2) 災害廃棄物の担当組織  

 2-2 業務概要  

 2-3 組織体制の留意事項  

 (1) 土木・建築系職員の確保  

 (2) 
災害対応経験者（アドバイザ

ー）の受け入れ 
 

 (3) 専門家や地元業界との連携  

 3 情報収集・連絡  

 3-1 糸島市災害対策本部との連  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

絡及び収集する情報 

 3-2 他部局との連携事項  

 3-3 
県および他関連団体との連

携 
 

 (1) 県との情報共有  

 (2) 国、支援都道府県等との協力  

 3-4 住民対応 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報手

法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりやす

いパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転倒・

落下防止） 

 4 協力・支援体制 
○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）の

追記 

 4-1 自衛隊・警察・消防  

 4-2 
市町村や都道府県との協力・

支援体制 
 

 (1) 
他市町村、県との協力・支援

体制 
 

 4-3 民間事業者の協力 

○ボランティアに関する留意事項の追記 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検討

に関する記載の追記 

 5 教育訓練・人材育成等 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 (1) 人材育成及び訓練  

第 2 編 災害廃棄物処理対策   

 1 災害廃棄物発生量の推計  

 1-1 
し尿、避難所ごみ・生活ごみ

の処理 
 

 (1) 
し尿発生量、仮設トイレ必要

数 
 

 (2) 指定避難所ごみ発生量  

 1-2 地震による災害廃棄物  

 (1) 
災害廃棄物発生量の推計方

法 
 

 (2) 
構造別の災害廃棄物（可燃

物、不燃物) 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 (3) 津波堆積物の量  

 (4) 組成別災害廃棄物の量  

 (5) 災害廃棄物の処理見込み量  

 1-3 風水害による災害廃棄物  

 (1) 
風水害による災害廃棄物発

生量 

○水害廃棄物発生量の見直し（推計結果の追記） 

○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（風水害の追記） 

 1-4 
地震発生推計に基づく災害

廃棄物の処理フロー 
 

 (1) 災害廃棄物の性状  

 (2) 災害廃棄物処理基本フロー  

 (3) 市内処理施設の処理可能量  

 (4) 
粗大ごみ処理施設・再生利用

施設 
 

 (5) 
本市内の産業廃棄物中間処

理業者 
 

 2 災害廃棄物処理  

 2-1 
災害廃棄物処理実行計画の

策定 
 

 (1) 基本的な考え方  

 (2) 
災害廃棄物処理実行計画の

策定例 
 

 (3) 水害廃棄物処理の概要  

 (4) 発災直後の対応の相違  

 2-2 処理スケジュール  

 2-3 広域処理体制  

 (1) 広域処理の考え方  

 (2) 広域処理必要量  

 2-4 事務委託、事務代替  

 2-5 収集運搬体制の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 (1) 被災現場からの収集運搬  

 (2) 一次仮置場からの収集運搬  

 (3) 収集運搬方法 
○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し支

援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追記 

 2-6 仮置場の確保 ○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対策

（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛生

動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の優

先撤去・処理、消毒の徹底） 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の追

記 

 (1) 一次仮置場 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○仮置場候補地の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウト

（地震、風水害）の追記 

 (2) 二次仮置場  

 2-7 処理施設の確保 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前の

検討の追記 

 (1) 破砕選別施設  

 (2) 仮設焼却炉（方式と特徴)  

 2-8 
環境対策、モニタリング、火

災対策 
 

 (1) 基本方針  

 (2) 環境影響とその要因  

 2-9 有害廃棄物の処理  

 (1) 有害廃棄物の処理  

 (2) ＰＲＴＲ届出事業所  

 2-10 適正処理困難廃棄物の処理  

 (1) 津波堆積物  

 (2) 廃家電製品等  

 (3) 自動車  

 (4) 二輪車  

 (5) 腐敗性の強い廃棄物  

 (6) 漁具・漁網  

 (7) 思い出の品等  

 (8) 船舶  
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（4）上峰町 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1章 計画の背景及び目的  

 第 1 節 計画の背景及び目的  

 第 2 節 計画の位置づけ 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 第 1 項 地整・地質  

 第 2 項 河川  

 第 3 節 上峰町の概況  

 第 1 項 地勢・地質  

 第 2 項 河川  

 第 3 項 気候  

 第 4 項 人口 ○平成 27年人口を最新の人口に更新 

 第 5 項 産業  

 第 6 項 土地利用  

 第 7 項 交通  

 第 4 節 地域防災計画  

 第 1 項 上峰町地域防災計画  

 第 2 項 佐賀県地域防災計画  

 第 5 節 対象とする災害  

 第 6 節 対象とする災害廃棄物  

 第 7 節 対象とする業務  

 第 8 節 廃棄物処理関連施設 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 第 9 節 災害廃棄物発生量の推計  

 第 1 項 発生量原単位の精査  

 第 2 項 
災害種別ごとの発生量の算

定 
○水害廃棄物発生量の追記（推計結果の追記） 

 
第 10

節 
既存処理施設の能力推計  

 第 1 項 試算条件の検討  

 第 2 項 算定シナリオの設定  

 第 3 項 推計の実施  

第 2 章 災害廃棄物処理計画  

 第 1 節 平時対応  

 第 1 項 組織体制と指揮命令系統 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 第 2 項 公的機関相互の連携協力体 ○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

制の確立、確認 ク計画に基づく支援の追記 

○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 第 3 項 
民間団体との連携協力体制

の確立、確認 

○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 第 4 項 ボランティアとの連携 

○災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

 第 5 項 職員の教育訓練、研修の実施 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 第 6 項 資機材の備蓄 ○仮置場資機材に関する記載の追記 

 第 7 項 仮置場候補地の選定、確保 

○仮置場候補地の追記もしくは庁内リスト化

の記載追記（現地確認の実施、水害時にも使用

可能な候補地のリスト化） 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウ

ト（風水害）の追記 

 第 8 項 
廃棄物処理施設の災害対応

力強化 
 

 第 9 項 
災害廃棄物処理負担軽減の

ための施策連携 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し

支援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追

記 

 
第 10

項 

災害廃棄物処理負担軽減の

ための施策連携 
 

 
第 11

項 
定期的見直し ○計画の改定頻度の追記 

 第 2 節 緊急時対応  

 第 1 項 初動行動  

 第 2 項 対応組織と役割分担  

 第 3 項 情報収集整理  

 第 4 項 避難所ごみ・し尿  

 第 5 項 仮置場の設置 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 



 

81 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の

優先撤去・処理、消毒の徹底） 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

 第 6 項 各種相談窓口の設置等  

 第 7 項 排出ルールと住民広報 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりや

すいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転

倒・落下防止） 

 第 3 節 復旧・復興時対応  

 第 1 項 災害廃棄物の処理フロー 

○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（地震、風水害の追

記） 

 第 2 項 
災害廃棄物処理実行計画の

策定 
 

 第 3 項 収集運搬体制 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 第 4 項 
家屋撤去（必要に応じて解

体） 
 

 第 5 項 仮置場の管理運営  

 第 6 項 地域特性廃棄物対策  

 第 7 項 リサイクルの促進  

 第 8 項 
自区域内処理施設で処理で

きない廃棄物対策 
 

 第 9 項 要管理物・有害物質への対応  

資料編      

 1 災害廃棄物発生量推計方法  

 ① 災害廃棄物発生量の推計  

 2 協定  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 3 処理事業費の管理等  

 ① 
環境省における災害関係の

業務フロー 
 

 ② 
環境省における災害復旧制

度の概要 
 

 ③ 災害等廃棄物処理事業とは  

 4 事務委託について  

 5 
廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の改正について 
 

 6 用語集  

 

（5）みやき町 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1章      

 第 1 節 計画の背景及び目的  

 第 2 節 計画の位置づけ 
○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

 第 3 節 みやき町の概況  

 第 1 項 地勢・地質  

 第 2 項 河川  

 第 3 項 気候  

 第 4 項 人口 ○平成 27年人口を最新の人口に更新 

 第 5 項 産業  

 第 6 項 土地利用  

 第 7 項 交通  

 第 4 節 地域防災計画  

 第 1 項 みやき町地域防災計画  

 第 2 項 佐賀県地域防災計画  

 第 5 節 対象とする災害  

 第 6 節 対象とする災害廃棄物  

 第 7 節 対象とする業務  

 第 8 節 廃棄物処理関連施設 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 第 9 節 災害廃棄物発生量の推計  

 第 1 項 発生量原単位の精査  

 第 2 項 
災害種別ごとの発生量の算

定 
○水害廃棄物発生量の追記（推計結果の追記） 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 
第 10

節 
既存処理施設の能力推計  

 第 1 項 試算条件の検討  

 第 2 項 算定シナリオの設定  

 第 3 項 推計の実施  

第 2 章      

 第 1 節 平時対応  

 第 1 項 組織体制と指揮命令系統 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 第 2 項 
公的機関相互の連携協力体

制の確立、確認 

○地域ブロック行動計画との関係、地域ブロッ

ク計画に基づく支援の追記 

○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 第 3 項 
民間団体との連携協力体制

の確立、確認 

○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 第 4 項 ボランティアとの連携 

○災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

 第 5 項 職員の教育訓練、研修の実施 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 第 6 項 資機材の備蓄 ○仮置場資機材に関する記載の追記 

 第 7 項 
発災後の必要な車両につい

て 
 

 第 8 項 仮置場候補地の選定、確保 

○仮置場候補地の追記もしくは庁内リスト化

の記載追記（現地確認の実施、水害時にも使用

可能な候補地のリスト化） 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウ

ト（風水害）の追記 

 第 9 項 
廃棄物処理施設の災害対応

力強化 
 

 
第 10

項 

災害廃棄物収集運搬体制の

整備 
 

 
第 11

項 

災害廃棄物処理負担軽減の

ための施策連携 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し

支援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追

記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 
第 12

項 
定期的見直し ○計画の改定頻度の追記 

 第 2 節 緊急時対応  

 第 1 項 
職員の安否確認及び参集ル

ールについて 
 

 第 2 項 
意思決定者の職務代行や継

承順位 
 

 第 3 項 初動行動  

 第 4 項 対応組織と役割分担  

 第 5 項 情報収集整理  

 第 6 項 避難所ごみ・し尿  

 第 7 項 仮置場の設置 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の

優先撤去・処理、消毒の徹底） 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

 第 8 項 各種相談窓口の設置等  

 第 9 項 排出ルールと住民広報 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりや

すいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転

倒・落下防止） 

 第 3 節 復旧・復興時対応  

 第 1 項 災害廃棄物の処理フロー 

○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（地震、風水害の追

記） 

 第 2 項 
災害廃棄物処理実行計画の

策定 
 

 第 3 項 収集運搬体制 ○気候変動の影響と適応策に対する記載の追
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 第 4 項 
家屋撤去（必要に応じて解

体） 
 

 第 5 項 仮置場の管理運営 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の

優先撤去 

 第 6 項 地域特性廃棄物対策  

 第 7 項 リサイクルの促進  

 第 8 項 
自区域内処理施設で処理で

きない廃棄物対策 
 

 第 9 項 要管理物・有害物質への対応  

資料編      

 1 災害廃棄物発生量推計方法  

 2 協定  

 3 処理事業費の管理等  

 4 事務委託について  

 5 
廃棄物の処理及び清掃に関

する法律の改正について 
 

 6 その他  

 7 用語集  

 

（6）川棚町 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 1編 総則    

 第 1 章 基本的事項  

 1 背景及び目的  

 2 計画の位置付け  

 3 計画の対象  

 (1) 対象とする災害  

 (2) 対象とする災害廃棄物  

 4 処理主体の役割  

 (1) 川棚町の役割  
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 (2) 長崎県の役割  

 5 計画の基本的な考え方  

 (1) 町及び県の処理計画  

 (2) 
災害廃棄物処理実行計画の

位置付け 
 

 第 2 章 組織・推進体制  

 1 組織体制・指示命令系統 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 (1) 川棚町災害対策本部  

 (2) 
災害廃棄物対策における町

組織の構成 
 

 (3) 
災害廃棄物対策部局の主な

業務 
 

 2 情報収集・連絡  

 (1) 
川棚町災害対策本部との連

絡及び収集する情報 
 

 (2) 関連部局との連携事項  

 (3) 県及び他自治体等との連携  

 3 協力・支援体制 
○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）

の追記 

 (1) 自衛隊・警察・消防との連携  

 (2) 市町間、県との協力・支援 〇災害支援協定の協定名、内容の記載の追記 

 (3) 民間事業者の協力 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検

討に関する記載の追記 

〇災害支援協定の協定名、内容の記載の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追記 

 4 人材育成及び教育訓練 〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 5 町民への啓発・広報 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりや

すいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転

倒・落下防止） 

第 2編 災害廃棄物等処理対策  

 第 1 章 全般的事項  

 1 災害廃棄物処理の基本方針  

 2 災害発生後の事務の流れ  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 3 
災害廃棄物処理実行計画の

策定等 
 

 (1) 
実行計画の策定及び盛り込

むべき事項 
 

 (2) 処理スケジュール  

 4 事務委託、事務代替  

 5 地域特性  

 (1) 地勢  

 (2) 人口 
○人口（平成 30 年 4 月）から最新のデータに

更新 

 (3) 交通  

 (4) 産業  

 6 一般廃棄物処理施設の現状 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 (1) 
焼却施設、最終処分場、し尿

処理施設の処理能力 
 

 (2) 
焼却施設、最終処分場、し尿

処理施設の処理可能量 
 

 第 2 章 災害廃棄物発生量の推計  

 1 地震・津波による災害廃棄物  

 (1) 推計方法  

 (2) 災害廃棄物発生量推計  

 2 風水害による災害廃棄物  

 (1) 推計方法  

 (2) 推計結果 
○水害廃棄物発生量の見直し（推計結果の追

記） 

 3 
し尿発生量及び仮設トイレ

必要基数等の推計 
 

 (1) 推計方法  

 (2) 推計結果  

 4 避難所ごみ発生量の推計  

 (1) 推計方法  

 (2) 推計結果  

 第 3 章 災害廃棄物処理  

 1 災害廃棄物処理の流れ  

 (1) 震災廃棄物処理の概要  

 (2) 水害廃棄物処理の概要  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 (3) 災害廃棄物の処分方法  

 (4) 災害廃棄物の処理フロー 
○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記（風水害の追記） 

 2 収集運搬体制 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

 (1) 収集運搬体制の構築 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し

支援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追

記 

 (2) 災害応急対応期の収集運搬  

 (3) 災害復旧・復興期の収集運搬  

 3 仮置場  

 (1) 一次仮置場 

〇仮置場候補地のレイアウト検討 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウ

ト（地震、風水害）の追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

 (2) 二次仮置場  

 (3) 
仮置場への搬入、仮置場から

の搬出 
 

 (4) 
仮置場における災害廃棄物

の管理 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の

優先撤去 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の

追記 

 4 処理施設  

 (1) 破砕・選別施設  

 (2) 仮設焼却炉  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 5 分別・中間処理・再資源化  

 6 最終処分  

 7 し尿処理  

 8 避難所ごみ（生活ごみ)処理  

 (1) 
避難所ごみ（生活ごみ)処理

の概要 
 

 (2) 
避難所ごみ（生活ごみ)の排

出区分 
 

 9 損壊家屋の解体・撤去  

 10 環境対策・モニタリング  

 (1) 環境モニタリングの目的  

 (2) 環境モニタリング項目  

 11 津波堆積物  

 12 
特別な対応が必要となる廃

棄物 
 

 (1) 有害廃棄物・危険物  

 (2) 廃家電製品  

 (3) 廃自動車、廃二輪車  

 (4) 太陽光発電設備  

 (5) 腐敗性の強い廃棄物  

 (6) 想い出の品等  

第 3 編 災害廃棄物処理計画の見直し ○計画の改定頻度の追記 

 

（7）日向市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第 １

章 
基本的事項  

 
第 １

節 
計画策定の基本的考え方  

 1 計画の背景と目的 ○計画の改定頻度の追記 

 2 計画の位置付け  

 3 想定する災害  

 4 
対象とする業務と災害廃棄

物 
 

 5 地域の特性  

 
第 ２

節 
基本方針  



 

90 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 1 処理に関する基本方針  

 2 組織体制 ○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 3 各主体の役割 

○具体的な複数の支援要請先（連絡先を含む）の

追記 

〇職員への人材育成の方法の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追記 

〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 4 援助協力体制の構築 

○外部との連絡調整の記載 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検討

に関する記載の追記 

 5 市民等への広報・啓発 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりやす

いパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転倒・

落下防止） 

 6 安全対策 ○仮置場資機材に関する記載の追記 

第 ２

章 
廃棄物処理について  

 
第 １

節 
がれき等の処理について  

 1 基本的考え方  

 2 がれき等の発生量 ○水害廃棄物発生量の見直し（推計結果の追記） 

 3 解体・撤去  

 4 収集・運搬 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し支

援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追記 

 5 仮置場 

○仮置場候補地の記載（もしくは別途、検討の記

載の追記） 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた配置・レイアウト

（地震、風水害）の追記 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・無管理の仮置場・集積所の不法投棄の対応策の

追記 

※仮置場の不法投棄の対応策の記載あり 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

○仮置場資機材に関する記載の追記 

※二次仮置場の必要設備の記載あり 

○仮置場の管理・運営の委託に関する記載の追

記 

○仮置場の必要人数の記載の追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の追

記 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対策

（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛生

動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の優

先撤去・処理、消毒の徹底） 

○分別品目ごとの処理フローの追記 

 6 中間処理 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前の

検討の追記 

 7 再資源化  

 8 最終処分  

 9 処理可能量  

 
第 ２

節 
津波堆積物の処理について  

 1 基本的考え方  

 2 津波堆積物の発生量  

 3 応急対策  

 4 組成・性状の把握  

 5 津波堆積物の処理  

 6 撤去  

 7 収集・運搬  

 8 仮置場等における保管  

 9 有効利用・処分  

 
第 ３

節 
避難所ごみの処理について  

 1 基本的考え方  

 2 避難所ごみの発生量  

 3 処理・処分  

 
第 ４

節   

適正処理が困難な廃棄物の

処理について 
 

 1 基本的考え方  



 

92 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 2 ＰＣＢ廃棄物  

 3 アスベスト（廃石綿等）  

 4 
その他適正処理が困難な廃

棄物の処理方針 
 

 
第 ５

節 
し尿処理について     

 1 基本的考え方  

 2 し尿の発生量  

 3 計画策定と支援要請  

 4 仮設トイレの設置  

 5 収集・運搬  

 6 処理・処分  

第 ３

章 
災害廃棄物処理実行計画について  

資 料

編 
1 

災害廃棄物処理に係る関係

法令  
 

 2 国庫補助制度の概要  

 3 
災害廃棄物処理に係る支援

協定 
 

 4 一般廃棄物の処理状況  

 5 一般廃棄物処理施設  

 6 ごみ収集運搬機材  

 

（8）奄美市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

1 編 総則    

 1 章 背景及び目的 ○計画の見直し・改定頻度の追記 

 2 章 本計画の位置づけ  

 3 章 基本的事項  

 （１） 
対象とする災害および災害

廃棄物 
 

 （２） 
災害廃棄物処理の基本方針

および処理主体 
 

 １） 対策方針  

 ２） 処理期間  

 ３） 処理主体  

 （３） 地域特性と災害廃棄物処理  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

2 編 災害廃棄物対策  

 1 章 組織体制・指揮命令系統  

 （１） 市町村災害対策本部  

 （２） 災害廃棄物対策の担当組織 

〇庁内体制の確立 

・組織体制に建築・土木職等の技術職が必要であ

る旨を追記 

○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 章   情報収集・連絡  

 （１） 
市町村災害対策本部との連

絡及び収集する情報 
 

 （２） 
国、近隣他都道府県等との

連絡 
 

   【連絡先一覧】  

 （３） 
県との連絡及び報告する情

報 
 

 3 章   協力・支援体制 

〇職員への人材育成の方法の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追記 

〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 （１） 
市町村等、都道府県及び国

の協力・支援 
 

 （２） 民間事業者団体等との連携 
○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検討

に関する記載の追記 

 （３） ボランティアとの連携  

 4 章   住民等への啓発・広報 

○分別区分や便乗ごみ防止に備えた、平時の広

報の準備（チラシ作成等）や、発災後の対応追記 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報手

法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりやす

いパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転倒・

落下防止） 

 5 章   一般廃棄物処理施設の現況 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前の

検討の追記 

 6 章   災害廃棄物処理対策  

 （１） 災害廃棄物発生量 
○水害廃棄物発生量の追記（過去水害等の実績

追記） 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 （２） 処理可能量  

 ア） 焼却施設処理可能量  

 イ） 最終処分場埋立可能量  

 （３） 処理フローに係る項目  

 １） 処理フロー 
○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごとの

処理先（処理施設））の追記 

 ２） 広域的な処理・処分  

 ３） 処理スケジュール  

 （４） 仮置場  

 １） 仮置場候補地の選定 

〇仮置場必要面積に対する注釈 

・発生総量（片付けごみ、家屋解体による災害廃

棄物を含む）に対する推計であることの追記 

〇仮置場への搬出計画、仮置場運用について 

・最大の仮置場必要面積分を確保することは難

しいため、搬出計画等により仮置場の運用を適

切に行う等追記 

〇国立国定公園の利用について 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた具体的な配置・レ

イアウト（地震、風水害）の追記 

 ２） 住民への仮置場の周知  

 ３） 仮置場の設置、運営 

○仮置場の必要資機材の記載追記 

○仮置場の必要人員の検討追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の追

記 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対策

（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛生

動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物の優

先撤去・処理、消毒の徹底） 

 ４） 仮置場の復旧  

 （５） 
有害廃棄物・適正処理が困

難な廃棄物の対策 
 

 （６） 収集運搬体制の確保 ○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し支

援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の追記 

 7 章   風水害における処理対応  

 8 章   
災害廃棄物処理実行計画の

作成 
 

注．網掛け･･･項目の追加提案 

 

（9）薩摩川内市 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

第１章 基本的事項の整理  

 第１節 
災害廃棄物処理に関する計

画 
 

 1 災害廃棄物処理計画の体系  

 2 本計画の構成  

 3 本計画における視点  

 4 計画の見直し・改善 

○計画の改定頻度の追記（災害後のみだと 10

年災害が発生しなければ 10 年になる）３～５

年毎に「災害廃棄物処理に関する新たな知見

の導入について必要性を検討し、必要であれ

ば改訂を行う」等により無条件 5 年ではなく

検討要否を見ながらとすることで、不要な改

訂を避けつつ必要な見直しを行う。 

 第２節 
災害廃棄物に関する一般事

項 
 

 1 災害の種類  

 2 災害廃棄物の種類  

 3 災害廃棄物処理の概要 
○災害廃棄物処理フロー（廃棄物の種類ごと

の処理先（処理施設））の追記 

 第３節  災害廃棄物の処理  

 1 
各時期区分における処理の

概要 
 

 （１） 初動期の体制  

 （２） 応急対策  

 （３） 
復旧状況に応じた復旧・復

興 
 

 2 
災害廃棄物の処理のために

整理すべき事項 
 

 （１） がれき発生量の算定  

 （２） し尿発生量の算定  

 （３） 仮設トイレの必要数の算定  

 （４） 臨時集積所の算定  

 3 災害廃棄物処理体制 

○庁内体制の確立 

・組織体制に建築・土木職等の技術職が必要

である旨を追記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

〇具体的な複数の支援要請先（連絡先を含

む）の追記 

○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の

検討に関する記載の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追

記 

〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

第２章 災害廃棄物処理の目標  

 第１節  平常時における対策  

 1 災害廃棄物処理体制の整備  

 2 
災害廃棄物の処理方針の検

討 
 

 3 
関係団体との支援体制の整

備 
 

 4 臨時集積所の設置計画 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

仮置場への搬入あるいは処理施設への直送

の判断 

閉鎖後の看板等による追加搬入の防止 

 5 仮設トイレの設置計画  

 6 その他  

 第２節  
災害発生時初動体制におけ

る対策 
 

 1 組織体制の整備  

 2 被害状況の把握  

 3 処分計画の策定 
○平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の

転倒・落下防止） 

 第３節  
災害発生時応急対応におけ

る対策 
 

 1 
一般廃棄物処理施設の応急

対策 

○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 2 収集運搬の実施 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補

給） 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出

し支援・ごみ収集支援等の役割分担を含

む）の追記 

 3 

地域防災計画組織連携によ

る災害廃棄物の撤去、建物

の解体・撤去等 

 

 4 臨時集積所の確保 

○仮置場候補地の形状に応じた具体的な配

置・レイアウト（地震、風水害）の追記 

○水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

 5 臨時集積所での受入 

○仮置場の必要資機材の記載追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）

の追記 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、

衛生動物や害虫発生対策 

 6 仮設トイレの設置  

 第４節  復旧・復興における対策  

 1 
復旧状況に応じた収集・運

搬・処分の実施 
 

 2 原状復帰  

 3 その他  

 第５節  他市町村への支援  

    

 

（10）中種子町 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

1 編 総則    

 1 章 背景及び目的 ○計画の見直し・改定頻度の追記 

 2 章 本計画の位置づけ  

 3 章 基本的事項  

 （1） 
対象とする災害および災害

廃棄物 
 

 （２） 
災害廃棄物処理の基本方針

および処理主体 
 

 1） 対策方針  

 2） 処理期間  

 3） 処理主体  

 （３） 地域特性と災害廃棄物処理  

 （４） 

新型インフルエンザ、感染

症等の対策が必要な期間の

災害廃棄物処理 

 

2 編 災害廃棄物対策  

 1 章 組織体制・指揮命令系統  

 （１） 町災害対策本部  

 （２） 災害廃棄物対策の担当組織 

〇庁内体制の確立 

・組織体制に建築・土木職等の技術職が必要で

ある旨を追記 

○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 章 情報収集・連絡  

 （１） 
町災害対策本部との連絡及

び収集する情報 
 

 （２） 
県との連絡及び報告する情

報 
 

 （３） 
国、近隣他都道府県等との

連絡 
 

   【連絡先一覧】  

 ア） 県及び関係する県内市町村  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 イ） 

関係する廃棄物処理施設

（市町村および一部事務組

合設置） 

 

 ウ） 国関係の廃棄物担当課  

 エ） 
町内一般廃棄物処理業の収

集運搬許可業者 
 

 オ） 廃棄物処理関係の委託業者  

 3 章 協力・支援体制 

〇職員への人材育成の方法の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追記 

〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 （１） 
市町村等、都道府県及び国

の協力・支援 
 

 （２） 民間事業者団体等との関連 
○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の検

討に関する記載の追記 

 （３） 
ボランティア活動のる留意

点 
 

 4 章 住民等への啓発・広報 

○分別区分や便乗ごみ防止に備えた、平時の広

報の準備（チラシ作成等）や、発災後の対応

追記 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広報

手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かりや

すいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の転

倒・落下防止） 

 5 章 一般廃棄物処理施設の現況 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前の

検討の追記 

 6 章 災害廃棄物処理対策  

 （１） 災害廃棄物発生量  

 （２） 処理可能量  

 ア） 焼却施設処理可能量  

 イ） 最終処分場埋立可能量  

 （３） 処理フローに係る項目  

 ア） 処理フロー  

   
１）種子島東方沖地震での

災害廃棄物処理フロー 
 

   
２）想定風水害での災害廃

棄物処理フロー 
 

 イ） 広域的な処理・処分  

 ウ） 処理スケジュール  

 （４） 仮置場  

 ア） 仮置場候補地の選定 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた具体的な配置・

レイアウト（地震、風水害）の追記 

○仮置場の必要面積についての注記 

 発生量に片付けごみと解体ごみが含まれてお

り、初動 1か月程度は片付けごみを対象としそ
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

の後、計画的に解体を行う事で、仮置場面積の

不足を補うことを追記する。 

 イ） 住民への仮置場の周知  

 ウ） 仮置場の設定、運営 

○仮置場の必要資機材の記載追記 

○仮置場の必要人員の検討追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）の

追記 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対策

（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、衛

生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃棄物

の優先撤去・処理、消毒の徹底） 

 エ） 仮置場の復旧  

 （５） 
有害廃棄物・適正処理が困

難な廃棄物の対策 
 

 （６） 収集運搬体制の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出し

支援・ごみ収集支援等の役割分担を含む）の

追記 

 7 章 風水害における処理対応  

 8 章 
災害廃棄物処理実行計画の

作成 
 

注．網掛け･･･項目の追加提案 

 

（11）東串良町 

対象計画の目次構成 改定内容（案） 

1 編 総則    

 1 章  背景及び目的 ○計画の見直し・改定頻度の追記 

 2 章  本計画の位置づけ  

 3 章  基本的事項  

 （１） 
対象とする災害および災害

廃棄物 

○串良川想定最大規模での災害廃棄物発生量

の追記 

 （２） 
災害廃棄物処理の基本方針

および処理主体 
 

 １） 対策方針  

 ２） 処理期間  

 ３） 処理主体  

 （３） 地域特性と災害廃棄物処理  

 （４） 

新型インフルエンザ、感染

症等の対策が必要な期間の

災害廃棄物処理 

 

2 編 災害廃棄物対策  

 1 章 組織体制・指揮命令系統  

 （１） 町災害対策本部  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 （２） 災害廃棄物対策の担当組織 

〇庁内体制の確立 

・組織体制に建築・土木職等の技術職が必要

である旨を追記 

○新型コロナ・感染症対策の備えの追記 

 2 章  情報収集・連絡  

 （１） 
町災害対策本部との連絡及

び収集する情報 
 

 （２） 
県との連絡及び報告する情

報 
 

 （３） 
国、近隣他都道府県等との

連絡 
 

   【連絡先一覧】  

 ア） 県及び関係する県内市町村  

 イ） 

関係する廃棄物処理施設

（市町村および一部事務組

合設置） 

 

 ウ） 国関係の廃棄物担当課  

 3 章  協力・支援体制 

〇職員への人材育成の方法の追記 

〇連携先（事業者を含む）との訓練実施の追

記 

〇住民向け啓発訓練の実施検討の追記 

 （１） 
市町村等、都道府県及び国

の協力・支援 
 

 （２） 民間事業者団体等との連携 
○仮置場の管理・運営の委託（協定締結）の

検討に関する記載の追記 

 （３） ボランティアとの連携  

 4 章  住民等への啓発・広報 

○分別区分や便乗ごみ防止に備えた、平時の

広報の準備（チラシ作成等）や、発災後の

対応追記 

○住民及び災害ボランティアへの広報の追記 

・予告広報・事後広報の雛形の作成の追記 

・ボランティアに関する広報内容、複数の広

報手法の追記 

・平時の広報手法（ごみカレンダーや分かり

やすいパンフレット）の追記 

・平時対応の広報（退蔵品の排出、家具類の

転倒・落下防止） 

 5 章  一般廃棄物処理施設の現況 
○処理施設の受入れ条件の追記もしくは事前

の検討の追記 

 6 章 災害廃棄物処理対策  

 （１） 災害廃棄物発生量  

 （２） 処理可能量  

 ア） 焼却施設処理可能量  

 イ） 最終処分場埋立可能量  

 （３） 処理フローに係る項目  

 １） 処理フロー  

 ２） 広域的な処理・処分  

 ３） 処理スケジュール  

 （４） 仮置場  
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対象計画の目次構成 改定内容（案） 

 １） 仮置場候補地の選定 

○仮置場候補地（水害）の検討、追記 

・水害時の仮置場候補地選定の留意点の追記 

・仮置場候補地の形状に応じた具体的な配

置・レイアウト（地震、風水害）の追記 

 ２） 住民への仮置場の周知  

 ３） 仮置場の設置、運営 

○仮置場の必要資機材の記載追記 

○仮置場の必要人員の検討追記 

○仮置場の受付時の留意点（便乗ごみなど）

の追記 

○無管理の集積所への対応方法の追記 

・仮置場・集積所の不法投棄の対応策の追記 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・仮置場作業従事者の熱中症リスクの低減対

策（休憩時間の確保、こまめな水分補給） 

・気温上昇による仮置場の腐敗由来の悪臭、

衛生動物や害虫発生対策（腐敗性の高い廃

棄物の優先撤去・処理、消毒の徹底） 

 ４） 仮置場の復旧  

 （５） 
有害廃棄物・適正処理が困

難な廃棄物の対策 
 

 （６） 収集運搬体制の確保 

○気候変動の影響と適応策に対する記載の追

記 

・収集運搬作業従事者の熱中症リスクの低減

対策（休憩時間の確保、こまめな水分補

給） 

○片付けごみの回収方針・回収方法（ごみ出

し支援・ごみ収集支援等の役割分担を含

む）の追記 

 7 章  風水害における処理対応  

 8 章  
災害廃棄物処理実行計画の

作成 
 

注．網掛け･･･項目の追加提案 
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第3章 現行の災害廃棄物処理計画に対する実効性の検証を目的と

した対応型図上演習 

１.業務概要  

（1）業務の目的と概要 

九州地方環境事務所が選定したブロック管内の県及び市町において、現行の処理計画の

実効性の検証や県と市町との連携確認を目的として一体型の図上演習を実施した。 

本図上演習は集合形式での開催を基本とし、オンライン参加も可能なハイブリッド形式

で実施した。利用するオンラインシステムは担当官と協議の上で ZOOM を使用した。オンラ

イン参加者とは事前に接続テストを行った。 

 

（2）業務対象自治体  

 図上演習には図表 3.1-1 に示す 7県 29 市町がプレイヤーとして参加した。このうち 7県

24 市町は会場での集合形式で、5市町はオンラインにより参加した。 

  

図表 3.1-1 図上演習参加自治体一覧 

県 市町村 市町村数 

福岡県 福岡市､大川市､筑紫野市､春日市※､うきは市､那珂川市､ 

遠賀町､築上町 

8 

佐賀県 小城市､上峰町､玄海町 3 

長崎県 佐世保市※､大村市 2 

熊本県 人吉市 1 

宮崎県 小林市､日向市､国富町､高鍋町､新富町､川南町､門川町 7 

鹿児島県 鹿屋市､枕崎市､奄美市※､姶良市､大崎町､喜界町※､和泊町※ 7 

沖縄県 糸満市 1 

合計：7 県 29 市町村 

※：オンラインで参加した自治体  

（当初予定の 35 市町のうち 6市町は自治体都合で演習不参加） 

 

図上演習には自治体担当者のほか、一部事務組合、各県の産業資源循環協会及び自衛隊の

災害廃棄物担当者等に可能な範囲でオブザーバーとして参加いただいた。図上演習の参加

者名簿を後述する図表 3.1-4～図表 3.1-10 に示す。 
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（3）業務工程  

 図上演習は図表 3.1-2 に示す工程及び内容で実施した。 

図表 3.1-2 図上演習実施工程 

県 実施日時 会場 

沖縄県 令和 4年 12 月 8 日（木） 

10:00～16:30 

沖縄県市町村自治会館 

第 2～3会議室（中会議室） 

宮崎県 令和 4年 12 月 19 日（月） 

10:00～16:30 

一般社団法人 宮崎県農協会館 JA AZM ホール 

AZM 別館 302 研修室 

長崎県 令和 4年 12 月 23 日（金） 

10:00～16:30 

長崎ブリックホール 

会議室 4、5 

佐賀県 令和 5年 1月 12 日（木） 

10:00～16:30 

グランデはがくれ 

有明の間 

鹿児島県 令和 5年 1月 17 日（火） 

10:00～16:30 

ホテルタイセイアネックス 

2 号館 4-A ホール 

福岡県 令和 5年 1月 24 日（火） 

10:00～16:30 

リファレンス駅東ビル貸会議室 

会議室 T 

熊本県 令和 5年 1月 26 日（木） 

10:00～16:30 

ホテル熊本テルサ 

りんどうつばき 

 

（4）有識者の選定  

 図上演習には見出した知見の整理し講評を受けるために有識者に参加頂いた。有識者は

災害発生時に初動対応を行う国の機関の担当者、災害廃棄物対策の実務を経験した自治体

職員、災害廃棄物仮置場の設置・運営管理に携わった民間事業者、災害対応の知見を有する

有識者等から、担当官と相談の上で各県１名選定した。参加いただいた有識者の一覧を図表

3.1-3 に示す。 

図表 3.1-3 図上演習参加有識者一覧 

県 氏名 所属 役職 

沖縄県 岩下 信一 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント

協会 

常任理事 

宮崎県 岩下 信一 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント

協会 

常任理事 

長崎県 中山 育美 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 企画部 上席研究員 

佐賀県 中山 育美 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 企画部 上席研究員 

鹿児島県 中山 裕文 九州大学大学院工学研究院環境社会部門 

資源循環・廃棄物工学研究室 

准教授 

福岡県 岩下 信一 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント

協会 

常任理事 

熊本県 中山 育美 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 企画部 上席研究員 
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 参加者自治体、有識者、オブザーバー、事務局の県ごとの出席者一覧を図表 3.1-4～図表

3.1-10 に示す。 

 

図表 3.1-4 （沖縄県）図上演習出席者一覧表 

 

  

No. 所　属 役　職 役割

1 係長 市

2 主任主事

3 主任技師 県

4 主任技師

5 課長 組合

6 係長

7
一般社団法人沖縄県産業資源循環協
会 事務局

事務局長 協会

No. 所　属 役　職 役割

8 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会 常任理事 有識者

9
環境省
九州地方環境事務所
資源循環課

課長補佐

10
環境省
沖縄奄美自然環境事務所
環境対策課

主査

11 応用地質株式会社 - -

南部広域行政組合　糸豊環境衛生課

オブザーバー

出席者一覧表

糸満市市民生活環境課　環境衛生係

沖縄県環境部　環境整備課
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図表 3.1-5 （宮崎県）図上演習出席者一覧表 

 

 

  

No. 所　属 役　職 役割

1 小林市　生活環境課 主任主事 市町

2 課長補佐 市町

3 主査

4 国富町　町民生活課 主幹 市町

5 高鍋町　町民生活課 主任技師

6 主幹兼係長 市町

7 主任主事

8 主任主事

9 川南町　環境水道課 主査 市町

10 課長補佐 市町

11 主査

12 主幹 県

13 主任主事

14 係長 組合

15 主事

16 主査 組合

17 主事

18 理事 協会

19 事務局長

No. 所　属 役　職 役割

20 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会 常任理事 有識者

21
環境省
九州地方環境事務所資源循環課

課長補佐 オブザーバー

22 応用地質株式会社 - -

西都児湯環境整備事務組合　事務局

一般社団法人宮崎県産業資源循環協
会 事務局

日向東臼杵広域連合

宮崎県環境森林部 循環社会推進課

出席者一覧表

日向市　環境政策課

新富町　都市建設課

門川町　環境水道課
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図表 3.1-6 （長崎県）図上演習出席者一覧表 

 

  

No. 所　属 役　職 役割

1 主事 市町

2 主任主事

3 係長 市町

4 係長

5 班長 市町

6

7 参事 県

8 主任技師

9 災害廃棄物処理対策委員会委員 組合

10 事務局

No. 所　属 役　職 役割

11 公益財団法人廃棄物・3R研究財団　企画部 上席研究員 有識者

12
環境省
九州地方環境事務所資源循環課

課長補佐
オブザー

バー

13 応用地質株式会社 - -

平戸市　市民課

長崎県 資源循環推進課

一般社団法人
長崎県産業資源循環協会

大村市　市民環境部 環境センター

出席者一覧表

佐世保市　　環境政策課
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図表 3.1-7 （佐賀県）図上演習出席者一覧表 

 

No. 所　属 役　職 役割

1 上峰町　住民課　環境係 市町

2 玄海町　生活環境課 主事 市町

3 係長 県

4 主任薬剤師

5 天山地区環境整備事業協同組合 係長 組合

6 専務理事

7 青年部会副部会長

No. 所　属 役　職 役割

8 公益財団法人廃棄物・3R研究財団　企画部 上席研究員 有識者

9
環境省
九州地方環境事務所資源循環課

課長補佐 オブザーバー

10 応用地質株式会社 - -

出席者一覧表

一般社団法人
佐賀県産業資源循環協会 事務局

協会

佐賀県 県民環境部　循環型社会推進課
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図表 3.1-8 （鹿児島県）図上演習出席者一覧表 

 

No. 所　属 役　職 役割

1 係長 市町

2 主事

3 枕崎市市民生活課 主任 市町

4 係長 市町

5 主査

6 課長 市町

7 生活環境係長

8 生活環境課主任主査

9 大崎町住民環境課 環境対策係　主事 市町

10 生活環境係長 市町

11 課長補佐

12 和泊町町民支援課 補佐 市町

13
課長補佐兼
一般廃棄物係長

県

14 主事

15 課長補佐 組合

16 主任主事

17 専門員 組合

18 主任

19 沖永良部衛生管理組合 局長 組合

20 専務理事 協会

21 事務局員

No. 所　属 役　職 役割

22 九州大学 准教授 有識者

23
環境省
九州地方環境事務所資源循環課

課長補佐 オブザーバー

24 応用地質株式会社 - -

大隅肝属広域事務組合　環境衛生課

南薩地区衛生管理組合

一般社団法人
鹿児島県産業資源循環協会

鹿児島県環境林務部
廃棄物・リサイクル対策課

喜界町町民税務課

出席者一覧表

鹿屋市市民生活部生活環境課
環境政策係

奄美市環境対策課

姶良市市民生活部生活環境課
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図表 3.1-9 （福岡県）図上演習出席者一覧表 

 

No. 所　属 役　職 役割

1 係長

2 主任主事

3 係長

4 係員

5 現場主任

6 企画主査

7 主任

8 主事

9 春日市　環境課ごみ減量担当 主査 市町

11 主任主事

12 主事

13 ごみ減量推進担当係長

14 主事

15 防災専門官

16 築上町　住民生活課 主事 市町

17 遠賀町　住民課　環境衛生係 係長 市町

18 筑紫野・小郡・基山清掃施設組合 主任 組合

19 遠賀・中間地域広域行政事務組合 主査 組合

20 うきは久留米環境施設組合 副所長 組合

21 理事・災害対策委員長

22 事務局員

No. 所　属 役　職 役割

23 一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会 常任理事 有識者

24 環境省 九州地方環境事務所 資源循環課 課長補佐 オブザーバー

25 応用地質株式会社 - -

公益社団法人
福岡県産業資源循環協会

市町

協会

うきは市　市民生活課

那珂川市　市民生活部　環境課
那珂川市　市民生活部　安全安心課

市町

福岡市環境局
循環型社会推進部計画課

大川市　環境課業務係

筑紫野市　環境経済部　環境課

市町

市町

市町

県

出席者一覧表

福岡県環境部
廃棄物対策課計画指導係
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図表 3.1-10 （熊本県）図上演習出席者一覧表 

 

  

No. 所　属 役　職 役割

1 課長補佐

2 主任

3 主幹

4 参事

5 係長

6 参事

7 専務理事

8 理事兼南部支部長

No. 所　属 役　職 役割

9 公益財団法人廃棄物・3R研究財団　企画部 上席研究員 有識者

10 運用幹部（災害係）

11 防衛事務官

12 防衛事務官

13 自衛隊　第８師団司令部 防衛幹部

14 課長補佐

15 廃棄物対策等調査官

16 課長補佐

17 応用地質株式会社 - -

熊本県
環境生活部環境局
循環社会推進課

出席者一覧表

人吉市
市民部環境課廃棄物対策係

県

市

環境省
九州地方環境事務所
資源循環課

オブザーバー

一般社団法人
熊本県産業資源循環協会 事務局

協会

組合

自衛隊
西部方面総監部 オブザーバー

人吉球磨広域行政組合
環境課
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２.現行の処理計画に対する実効性の検証を目的とした図上演習の実施  

（1）図上演習の実施概要 

図上演習は、参加者に仮想災害の状況を付与し、県や各市町が策定している処理計画や初

動マニュアルに沿って災害廃棄物が発生した際に必要となる作業や手順等の図上演習を行

った。その中で、県と市町の連携確認を含めた処理計画の実効性を検証するとともに、改善

すべき点を抽出することを目的とした。 

 

ア.図上演習実施要項の作成 

 図上演習の実施概要を整理した実施要項を作成し、参加者に事前送付し図上演習の目的

や手順等を確認頂いた。作成した実施要項のうち、熊本県の図上演習で使用した実施要項を

図表 3.2.1-1～図表 3.2.1-14 に示す。その他県の実施要項は資料編に添付する。 
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図表 3.2.1-1 図上演習実施要項（熊本県）1
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図表 3.2.1-2 図上演習実施要項（熊本県）2 
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図表 3.2.1-3 図上演習実施要項（熊本県）3
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図表 3.2.1-4 図上演習実施要項（熊本県）4
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図表 3.2.1-5 図上演習実施要項（熊本県）5
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図表 3.2.1-6 図上演習実施要項（熊本県）6
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図表 3.2.1-7 図上演習実施要項（熊本県）7
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図表 3.2.1-8 図上演習実施要項（熊本県）8
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図表 3.2.1-9 図上演習実施要項（熊本県）9

 

  



 

121 

図表 3.2.1-10 図上演習実施要項（熊本県）10

 

  



 

122 

図表 3.2.1-11 図上演習実施要項（熊本県）11
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図表 3.2.1-12 図上演習実施要項（熊本県）12
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図表 3.2.1-13 図上演習実施要項（熊本県）13
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図表 3.2.1-14 図上演習実施要項（熊本県）14 
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イ.ZOOM による図上演習情報共有 

 図上演習は集合形式とオンライン形式をあわせたハイブリッド形式で実施することに加

えて、県及び市町村ごとに異なる災害廃棄物処理計画を活用するために、参加者間で効率的

な情報共有方法が必要であった。このため、オンライン会議の中でファイルの共有が可能で

あり、ブレイクアウトルーム機能で複数の会議室を設定可能である ZOOM を用いた図上演習

を設定した。 

ZOOM による図上演習実施のイメージを図表 3.2.1-15 に、参加者へ情報共有方法説明のた

めに作成した資料を図表 3.2.1-16～図表 3.2.1-23 に示す。 

 

図表 3.2.1-15 ZOOM による図上演習実施のイメージ 

 

  



 

127 

図表 3.2.1-16 ZOOM による情報共有方法 1
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図表 3.2.1-17 ZOOM による情報共有方法 2
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図表 3.2.1-18 ZOOM による情報共有方法 3
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図表 3.2.1-19 ZOOM による情報共有方法 4
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図表 3.2.1-20 ZOOM による情報共有方法 5
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図表 3.2.1-21 ZOOM による情報共有方法 6
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図表 3.2.1-22 ZOOM による情報共有方法 7
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図表 3.2.1-23 ZOOM による情報共有方法 8
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ウ.図上演習シナリオ 

図上演習のシナリオ設定に当たっては、各県の災害廃棄物担当者と事前に打ち合わせ、過

去の災害の事例や対象自治体の状況に沿ったものを作成した。 

シナリオは、「災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き」（令和 3 年 3 月改訂、

環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）に示された災害時初動対応の流れに基づき、

対象災害発災後、約 1 週間で発生する災害廃棄物処理対応を対象とした。また、「水害時の

災害廃棄物処理に関する初動行動等ハンドブック」（令和 4 年 3 月、環境省九州地方環境事

務所）の内容とも整合を図った 

そのうえで各県、市町村毎にそれぞれの災害廃棄物処理計画、地域防災計画、ハザードマ

ップ等を基に具体的なシナリオを作成した。 

図上演習の災害想定等は原則として豪雨災害による河川・内水氾濫が発生するせってい

として、詳細な被害範囲は自治体ごとに個別に設定した。災害想定の前提条件を図表 3.2.1-

24 に示す。 

図表 3.2.1-24 図上演習シナリオの前提条件 

 各県内広域で線状降水帯による豪雨が発生。 

 ●月●日 24 時から●日 12 時にかけて被災各市で累計 400 ㎜程度の降水量を観測 

 県内複数の自治体（参加自治体含む）で内水・外水氾濫により災害が発生した。 

 ●月●日 8時に地域防災計画に基づき、自治体職員に庁舎召集の指示が発令。 

 災害救助法は適用される。 

 激甚災害に指定される。 

 特定非常災害には指定されない。 

 各被災自治体庁舎に被災はなく行政は通常通り機能する。 

 県庁も通常通り機能する。 

 自衛隊の災害派遣は実施されていない。 

 家屋の被災状況は発災から 30時間程度で全半壊、一部損壊、床上床下浸水の棟数が

報告される。 

 災害廃棄物発生量推計は環境省の原単位・計算方法を使用する。 

 

 

作成したシナリオのうち、熊本県の図上演習で使用した熊本県及び人吉市の演習シナリ

オを図表 3.2.1-25～図表 3.2.1-28 にシナリオの添付資料を図表 3.2.1-29～図表 3.2.1-48

に示す。その他県の演習シナリオ及び各自治体の回答記入ファイルは資料編に添付する。 
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図表 3.2.1-25 図上演習のシナリオ（熊本県演習）1 

 
  

手引き該当
項目

サブ
NO

発信元
送信先

（対応プレイ
ヤー）

状況付与 添付資料

④災害時組
織体制への
移行

1-1 県災害対策本部
県災廃
チーム

11/20の昼間から大雨が継続し、気象庁が19:00に熊本県に大雨特別警報を発令した。災害対
策本部は設置済み。【情報提供】
災害時の廃棄物処理体制について、県災害廃棄物処理計画の記載箇所（何ページに記載され
ているか）を災害対策本部（県コントローラー）にチャットで報告すること。【要対応】
※実際の災害時には具体的な人名を入れた体制表を報告

1-2 市災害対策本部
市災廃
チーム

11/20の昼間から大雨が継続し、気象庁が19:00に熊本県に大雨特別警報を発令した。災害対
策本部は設置済み。【情報提供】
災害時の廃棄物処理体制について、市災害廃棄物処理計画の記載箇所（何ページに記載され
ているか）を市災害対策本部（市コントローラー）にチャットで報告すること。【要対応】
※実際の災害時には具体的な人名を入れた体制表を報告

1-4 組合環境課長 組合

11/20の昼間から大雨が継続し、気象庁が19:00に熊本県に大雨特別警報を発令した。市災害
対策本部は設置済み。【情報提供】
災害時の組合の廃棄物処理体制について、市災害廃棄物処理計画（p5）に記載がされている
か確認し、組合環境課長（市コントローラー）に記載の有無をチャットで報告すること。
【要対応】

①被害状況
の確認開始
及び外部組
織との情報
共有

2-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

現時点の県内の被害状況の確認先を県災害廃棄物処理計画をもとに整理し、添付エクセル
No.2-1の確認先整理シートに記載し、エクセルファイルを市災害対策本部（県コントロー
ラー）に返信すること。【要対応】

NO.2-1_被害状況
の確認先整理
シート

2-2 市環境課長
市災廃
チーム

現時点の市域の被害状況を市災害対策本部（市コントローラー）にチャットで問合せ【要対
応】、結果を模造紙の地図（管内図）にペンで記載すること。

①被害状況
の確認開始
及び外部組
織との情報
共有

3-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

市災廃チーム、産業資源循環協会に組織の被害状況をチャットで確認すること。【要対応】

3-2 県災廃チーム
市災廃
チーム

一般廃棄物処理に係る施設・団体として人吉球磨クリーンプラザ（プレイヤー：組合）に施
設の被害状況をチャットで確認し【要対応】、確認した被害状況を添付エクセルNo.3-2に入
力の上で、No.2-2_被災状況図およびNo.3-2被害状況報告様式ファイルを県災廃チーム（プレ
イヤー）に送付すること。【要対応】

No.3-2_被害状況
報告様式

3-3
【県問合せ】

県災害廃棄物チー
ム

産資協
※県災廃チームから協会の被害状況の確認
※「被害なし」で県災廃チームへ回答

★回答事前配布

3-4
【市問合せ】
市災廃チーム 組合

※市災廃チームから組合の被害状況の確認
※「被害なし」で市災廃チームへ回答

★回答事前配布

①被害状況
の確認開始
及び外部組
織との情報
共有

4-1
環境省九州地方環

境事務所

県災廃
チーム

県処理計画に示された「災害時応援協定」及び「応援協定の適切な運用」を確認し、処理計
画のページ番号を県コントローラーにチャットで報告すること。【要対応】

4-2 市環境課長
市災廃
チーム

市域の被害状況を示した添付エクセルファイル「NO2-2_被災状況図」を県災廃チームと組合
に送信し、情報共有すること。【要対応】
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手引き該当
項目

サブ
NO

発信元
送信先

（対応プレイ
ヤー）

状況付与 添付資料

③災害廃棄
物発生量推
計に向けた
情報収集

5-1
環境省九州地方環

境事務所
県災廃
チーム

①発災時に市から収集する情報内容が記載されている県処理計画該当箇所を確認の上で、市
災廃チームから共有されるファイル「No.3-2_被害状況報告様式」を確認すること。【情報提
供】
②市の被災状況確認結果を添付エクセルNo.5-1に入力し九州地方環境事務所（県コントロー
ラー）にファイルを送付すること。【要対応】
③また、手元の地図に被災箇所をペンで追記すること。

NO.5-1_被害状況
の報告様式

5-2 市環境課長
市災廃
チーム

①自災廃計画に記載している災害廃棄物発生量の推計計算式を確認し、処理計画のページ番
号を市環境課長（市コントローラー）にチャットで報告すること。【要対応】
②市災害対策本部からの被災棟数の情報（No2-2）を基に、災害廃棄物発生量（被害規模）を
添付エクセルNo.5-2を用いて算出し、市環境課長（市コントローラー）に算出結果のエクセ
ルファイルを送付すること。【要対応】

No.5-2_災害廃棄
物発生量計算

5-4 組合環境課長 組合

市災害対策本部からの被災棟数の情報（No.2-2）を基に、災害廃棄物発生量（被害規模）を
添付エクセルNo.5-2を用いて算出し、組合環境課長（市コントローラー）に算出結果エクセ
ルファイルを送付すること。【要対応】

No.5-2_災害廃棄
物発生量計算

①仮置場の
確保 6-2 市環境課長

市災廃
チーム

①被害状況を確認し、事前に選定していた住民用仮置場候補地がある場合はリストをもとに
使用する住民用仮置場を決定し、模造紙の地図（管内図）にプロットすること。
②選定した住民用仮置場と災害廃棄物発生量推計結果を添付エクセルNo.6-2に記入し市災害
対策本部（市コントローラー）に送付すること。【要対応】
③事前に候補地を検討してない場合は、ないことを市災害対策本部（市コントローラー）へ
チャットで報告すること。【要対応】

NO.6-2_被害状況
の報告様式

①仮置場の
確保 7-1

環境省九州地方環
境事務所

県災廃
チーム

①災害廃棄物発生量と仮置場について、市に状況を確認すべき内容について、県災害廃棄物
処理計画の該当ページを確認すること。
②市災廃チームに災害廃棄物発生量と住民用仮置場の場所を確認すること。【要対応】
③市災害廃棄物チームに確認した結果を添付エクセルNo.7-1に記入し、環境省（県コント
ローラー）へ送付すること。【要対応】
④市の仮置場候補地の報告結果を図（A3版）にプロットすること。

NO.7-1_被害状況
の報告様式

7-2 県災廃チーム
市災廃
チーム

県災廃チームからの災害廃棄物発生量と仮置場の問い合わせがあったあとにNo.6-2エクセル
ファイルを送付し回答すること。組合にもNo.6-2エクセルファイルを送付し情報共有するこ
と。

7-4
【市情報共有】
市災廃チーム 組合

※市から災害廃棄物発生量、仮置場の位置の情報提供がある。内容を確認。

④支援要否
の判断
⑤被災状況
に応じた支
援要請

8-2 市環境課長
市災廃
チーム

①市災害廃棄物計画で年間の処理可能量を確認すること。
②組合に対して、災害廃棄物発生量と処理可能量の確認結果をチャットで伝えるとともに、
処理が可能かチャットで返信をもらうこと。【要対応】
③組合からの報告（チャットの返信）を踏まえて、災害廃棄物処理及び収集運搬の支援が必
要なことを、チャットで県災廃チーム（プレイヤー）へ報告すること。【要対応】

8-4 市災廃チーム 組合
※市災廃チームから処理可能量の問合せがあったのち、「災害廃棄物の当面の一部受入れは
可能だが、全量の受入れは不可能。受入れ支援の要請が必要」と回答。

★回答事前配布

④支援要否
の判断
⑤被災状況
に応じた支
援要請

9-1
県循環社会推進課

長
県災廃
チーム

市災廃チームからの支援要請に対応する。
①焼却処理が不足するため、「県内の処理施設と今後調整」と市災廃チームにチャットで回
答する。【要対応】
②収集運搬が不足するため、産業資源循環協会（プレイヤー）にチャットで支援を要請す
る。【要対応】

9-3
県災害廃棄物チー

ム 産資協
※県災廃チームから収集運搬に関する支援要請があった場合、「収集運搬の台数等について
調整して連絡」と回答。

★回答事前配布

④支援要否
の判断
⑤被災状況
に応じた支
援要請

10-2 市災害対策本部
市災廃
チーム

災害廃棄物処理の支援要請の状況（焼却処理、収集運搬）を整理し、市災害対策本部（市コ
ントローラー）へチャットで報告すること。【要対応】

図表 3.2.1-26 図上演習のシナリオ（熊本県演習）2 
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図表 3.2.1-27 図上演習のシナリオ（熊本県演習）3 

 
  

手引き該当
項目

サブ
NO

発信元
送信先

（対応プレイ
ヤー）

状況付与 添付資料

②災害廃棄
物の回収方
法の検討

11-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

D.Waste-Netがプッシュ支援で来庁するとの情報がある。【情報提供】
D.Waste-Netに要望する支援内容を添付エクセルNo.11-1に入力し、県循環社会推進課長（県
コントローラー）にファイルを送付すること。【要対応】

添付資料No.11-
1_D.Waste-Net支
援希望

11-2 市環境課長
市災廃
チーム

①市処理計画の受入先、平時のごみ出し区分を考慮して、住民用仮置場の分別区分を添付エ
クセルNo.11-2に記入する。【要対応】
②仮置場の分別区分の検討結果を市環境課長（市コントローラー）にNo.11-2エクセルファイ
ルを送付し報告すること。【要対応】

NO.11-2_仮置場
分別区分、平時
のごみ出し区分

11-4 市災廃チーム 組合
※市災廃チームから仮置き場の分別区分について問合せがあった場合、「問題なし」と回答 ★回答事前配布

②災害廃棄
物の回収方
法の検討

12-2 市環境課長
市災廃
チーム

市内を巡回したD.Waste-Netから未管理の仮置場が発生していると報告があった。【情報提
供】
模造紙に箇所を記載するとともに、処理計画の記載ページの有無を確認し、未管理の仮置場
の対策を検討のうえ、市環境課長（市コントローラー）にチャットで報告すること。【要対
応】

NO.12-2_未管理
仮置場位置図・
状況写真

③収集運搬
車両・資機
材・人員の
確保

13-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

仮置場設営・維持管理についての注意点等について、県処理計画に記載の情報を確認し、添
付資料エクセルNo.13-1に記載する。【要対応】
市災廃チームにエクセルファイルを送付し情報提供を行うこと。【要対応】

NO.13-1_情報提
供様式

13-2 市環境課長
市災廃
チーム

①住民用仮置場運営の必要人員、重機は添付エクセルNo.13-2資料のとおりであり、市職員で
は人員が不足し、重機も不足する。【情報提供】
市処理計画の仮置場運営上の留意点のページを確認し、市環境課長（市コントローラー）に
該当ページをチャットで報告すること。【要対応】
②産業資源循環協会（プレイヤー）に対して仮置場の管理委託の可否、提供人員数、重機数
をチャットで確認すること。【要対応】
③産業資源循環協会から回答があったのち、市環境課長（市コントローラー）にチャットで
報告すること。【要対応】

NO.13-2_仮置場
必要人数等資料

13-3
市災害廃棄物チー

ム 産資協
※市災廃チームから仮置場の管理委託について問い合わせがあった場合、「管理対応は可、
提供可能人員は10名、重機は2台提供可能」と回答。

★回答事前配布

③収集運搬
車両・資機
材・人員の
確保

14-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

市災害対策本部から、有害物（アスベスト含有疑いの石膏ボード、消火器）の処理可能な施
設についての問い合わせがあった。県処理計画の処理可能な施設の記載有無を確認し、該当
ページを市災害対策本部（県コントローラー）にチャットで回答すること。【要対応】

14-2 市環境課長
市災廃
チーム

①仮置場の必要資材について、市処理計画の記載箇所（ページ）を確認のうえ、市の資機材
有無、調達先を検討し添付エクセルNo.14に記入すること。
②必要資機材のうち、市が保有していない資機材の提供が可能か、産業資源循環協会（プレ
イヤー）に記入後の添付エクセルNo.14を送付し確認すること。【要対応】
③市の検討結果及び、産業資源循環協会の確認結果を整理し、市環境課長（市コントロー
ラー）に記入後の添付エクセルNo.14を送付し報告すること。【要対応】

NO.14-2_必要資
材リスト

14-3
市災害廃棄物チー

ム 産資協
※市災廃チームから、仮置場の資機材の提供可否について相談があった場合、「必要資機材
は調達可能」と回答

★回答事前配布
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図表 3.2.1-28 図上演習のシナリオ（熊本県演習）4 

 

  

手引き該当
項目

サブ
NO

発信元
送信先

（対応プレイ
ヤー）

状況付与 添付資料

④住民・ボ
ランティア
への周知

15-2 市環境課長
市災廃
チーム

市処理計画の住民広報、ボランティア活動に関する箇所を確認の上で、住民、ボランティア
への周知資料を添付エクセルNo.15-2を基に作成し、市災害対策本部の広報部（市コントロー
ラー）へ提出すること。【要対応】

NO.15-2_広報資
料のひな型

③仮置場の
開設・管
理・運営

16-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

市災廃チームから、市内の仮置場が不足するため、県有地を使用できないか問合せがあっ
た。
仮置場として使用可能な県有地があれば添付エクセルNo.16-1に入力し、県循環社会推進課長
（県コントローラー）にファイルを送付すること。使用可能な県有地候補がなければその旨
をチャットで報告すること。【要対応】

NO.16-1_県有地
リストのひな型

16-2 市環境課長
市災廃
チーム

仮置場の管理者から今後仮置場が不足しそうと連絡があった。
市災廃チームとして対応を検討し、市環境課長（市コントローラー）に記入後の添付エクセ
ルを送付し報告すること。【要対応】

No.16-2_仮置場
不足対応方針

③初動対応
以降の処理
方針の検討

17-1
環境省九州地方環

境事務所

県災廃
チーム

県全体の災害廃棄物発生量を整理し、県処理計画の処理フローを確認のうえ、添付エクセル
No.17-1に処理フローを入力し、環境省（県コントローラー）にエクセルファイルを送付する
こと。【要対応】

NO.17-1_計算
シート（報告様
式）

17-2 市環境課長
市災廃
チーム

市の災害廃棄物発生量を整理し、市処理計画の処理フローを確認のうえ、添付エクセルNo17-
2に処理フローを入力し、市環境課長（市コントローラー）に報告すること。【要対応】

NO.17-2_計算
シート（報告様
式）

③初動対応
以降の処理
方針の検討

18-1
県循環社会推進課

長

県災廃
チーム

市災廃チームから市実行計画の記載事項に関する報告があったのち、環境省（県コントロー
ラー）に添付エクセルNo.18-2を送付し報告すること。【要対応】

18-2 県災廃チーム
市災廃
チーム

災害廃棄物処理実行計画の記載項目を市処理計画で確認し、添付エクセルNo.18-2に記載内容
を入力のうえ、県災廃チームにエクセルファイルを送付すること。【要対応】

NO.18-2_実行計
画記載基本事項
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図表 3.2.1-29 図上演習シナリオ添付資料（No.2-1） 
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図表 3.2.1-30 図上演習シナリオ添付資料（No.2-2） 
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図表 3.2.1-31 図上演習シナリオ添付資料（No.3-2） 
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図表 3.2.1-32 図上演習シナリオ添付資料（No.5-1） 
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図表 3.2.1-33 図上演習シナリオ添付資料（No.5-2） 
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図表 3.2.1-34 図上演習シナリオ添付資料（No.6-2） 
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図表 3.2.1-35 図上演習シナリオ添付資料（No.6 参考資料） 
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図表 3.2.1-36 図上演習シナリオ添付資料（No.7-1） 
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図表 3.2.1-37 図上演習シナリオ添付資料（No.11-1） 
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図表 3.2.1-38 図上演習シナリオ添付資料（No.11-2） 
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図表 3.2.1-39 図上演習シナリオ添付資料（No.12） 
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図表 3.2.1-40 図上演習シナリオ添付資料（No.13-1） 
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図表 3.2.1-41 図上演習シナリオ添付資料（No.13-2） 
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図表 3.2.1-42 図上演習シナリオ添付資料（No.14） 
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図表 3.2.1-43 図上演習シナリオ添付資料（No.15） 
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図表 3.2.1-44 図上演習シナリオ添付資料（No.16-1） 
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図表 3.2.1-45 図上演習シナリオ添付資料（No.16-2） 
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図表 3.2.1-46 図上演習シナリオ添付資料（No.17-1） 
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図表 3.2.1-47 図上演習シナリオ添付資料（No.17-2） 
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図表 3.2.1-48 図上演習シナリオ添付資料（No.18） 
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（2）図上演習の実施結果 

ア.沖縄県 

 

図表 3.2.2-1 沖縄県図上演習配席図 
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図表 3.2.2-2 沖縄県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 
  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-3 図上演習のとりまとめ結果模造紙 
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図表 3.2.2-4 図上演習のとりまとめ結果 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

糸満市 ・処理施設の処理能力把握 

・住民への広報 

・仮置場図 

・仮置場が未設定 

・指定場所以外の処理に対する対応 

・必要⇒資材、車両 

・実行性のある協定 

沖縄県 ・災害対策本部から収集する情報の

内容（区分、項目、目的等） 

（初動対応） 

・被災市町村から収集する情報の内

容（区分、項目、目的等） 

（初動対応） 

・具体的な災害を想定し、演習する

ことで、災害時対応のイメージ作り

となった 

・仮置場の選定は、災害時の対応の

ポイントとなると思われ、事前のシ

ミュレーションが必要であると感

じた 

・自然発生的に出来た仮置場への対応

（具体的な部分） 

・処理困難廃棄物の処理先リスト 

・仮置場候補地のリスト（県有地の使

用可否） 

団体名 演習への意見、感想 

南部広域

行政組合 

・状況付与に対し回答までの時間がセットされていたため一定の効果がある

と感じた 

・普段あまり県災害廃棄物処理計画を確認していないので、改めて内容を確

認することにより、良かった点や不足点が把握できた 

・県災害廃棄物処理計画を読み込む必要性があると感じた 

・地震、津波、台風等による水害では、廃棄物の質や量が変わると考える想

定外をもっと想定内すべきと考える 

・施設が被災したケースの演習も必要と思いました 

・し尿処理の訓練を入れるべき 

（一社）

沖縄県産

業資源循

環協会 

・複数の市町村からの支援要請があった場合の対応、検討 

・県と協会との協定の締結、改定が必要 

・県市からの支援要請に対応出来ないときの対応について「九州事務所との

災害協定アリ」 

・市と協会との協定のあり方 

・訓練を通して想定しないといけない事に気づかされた 

・災害支援行動マニュアルの新設を作成するにあたり訓練して良かった 

・県災害廃棄物計画（P24）の教育訓練、人材育成が必要だと 
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図表 3.2.2-5 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評 1 
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図表 3.2.2-6 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評 2 
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図表 3.2.2-7 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評 3 
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図表 3.2.2-8 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評 4 
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イ.宮崎県 

 

図表 3.2.2-9 宮崎県図上演習配席図 
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図表 3.2.2-10 宮崎県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-11 図上演習のとりまとめ結果模造紙（1班） 

 

 

図表 3.2.2-12 図上演習のとりまとめ結果模造紙（2班） 
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図表 3.2.2-13 図上演習のとりまとめ結果模造紙（3班） 

 

 

 

図表 3.2.2-14 図上演習のとりまとめ結果模造紙（4班） 
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図表 3.2.2-15 図上演習のとりまとめ結果（1 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活

用できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

日向市 ・災害廃棄物の支援協定等

県、産資協、市町村 

・廃棄物の発生量の算出、予

想量 

・分別品目毎のフローが不足 

・推計量の算定の検討 

・外部との連絡、調整等の記載 

・仮置場の確保が進んでいない、適地がない 

・資機材の管理状況の記載がなかった※車輌

のみ 

門川町 ・全体の大まかな流れ 

・仮置場候補地 

・廃棄物処理施設一覧 

・仮置場レイアウト 

・仮置場レイアウト（案）で不足していた品

目があった（家電、危険物） 

・広域連合との調整 

・必要資機材 

・処理フロー 

・廃棄物処分先 

・初動対応マニュアル 

・必要人員（応援体制） 

・洪水対応 

団体名 演習への意見、感想 

日向東臼

杵広域連

合 

・門川町 常に先に連絡がきた 

・仮置場 門川町の方が推定量少ないが仮置場広い。日向市 仮置場不足？ 

・現行の災害廃棄物計画の想定が南海トラフのみ 

・演習での広域連合の役割 少 

・市町の作業 画面を共有してほしい（途中から、何をしているか分からな

かった） 
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図表 3.2.2-16 図上演習のとりまとめ結果（2 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で

有効活用できたこと 

災害廃棄物処理計画の不

足事項 

その他感想、演習への

意見等 

高鍋町 ・分別区分が明記され

ていた（大分別） 

・仮置場の面積の把握 

・「計画」とは別に職員用の

「マニュアル」が必要かな

… 

・住民周知用の様式の作成 

 

宮崎県 ・仮置場運用の留意事

項 

・風水害の処理、フロー例

の記載 

・仮置場について 県有地

の候補地を選定していな

かった 

・処理困難物の処理施設を

計画に記載出来ていなか

った 

情報の取りまとめ 

・県と市町村のやり取

りを協会も見れるよ

うにしていただくと

対応がしやすい 

・処理体制や情報収集

内容、ただし様式やツ

ールは見直しも検討 

団体名 演習への意見、感想 その他 

一般社団

法人宮崎

県産業資

源循環協

会 

・市町村が対応すべき事項が分か

った。 

・市町村対応 現実には要望内容

や期間等不明なことが多い 

・協会と県または市町村との協定

が生かされていない内容だったの

で実際どうなるか不安が大きい 

・県が災害対応の取りまとめをし

てもらい、状況把握が出来た 

・町の業務量が膨大。平時からフロー、

チラシ等を準備しておかないととても

間に合わない。 

西都児湯

環境整備

事務組合 

 ・顔の見える集まりも大事である 
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図表 3.2.2-17 図上演習のとりまとめ結果（3 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

新富町 発生量 

・災害廃棄物発生量の推計方法 

・災害廃棄物発生量（がれき） 

集積所 

・一時集積所の区分について 

・一次集積所 

・集積場配置図 

関係者 

・組合、協会との事前協議の必要

性 

個別への不足情報 

・町民への分かりやすい広報の仕方 

・各部署の役割と連絡のやり取り 

・仮置場での人員の件が記載がなかった

（仮置場の大きさによる配置） 

・処理場、業者の記載 

処理可能量 

・年間処理計画（処理可能量）の把握 

・廃棄物の年間処理可能量 

仮置場、集積所 

・未管理の仮置場対策 

・未管理仮置場への対応について 

・一次集積所 場所の見直しが必要では

… 

川南町 最新の情報 

・H30 の新指針に合わせた変更済 

住民関係者 

・広報を具体的に記載する 

・循環協会に頼む内容を記載する 

仮置場 

・仮置場の方向（場内の動き） 

・災害時の分別の種類（ある程度分類を

用意しておく） 

・仮置場のレイアウト（案）がない 

・仮置場の設置場所（案）があると良い 

・分別種別を追加必要（木くずなど） 

 

・勝手仮置場発生時の対応、対策 

・処理可能量の算出 
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図表 3.2.2-18 図上演習のとりまとめ結果（4 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

国富町 ・仮置場の候補地 P12 

・仮置場の必要な設備 P13 

・災害廃棄物の発生量推計、品目ごと

の係数 

・仮置場が不足した場合の対応 

・ボランティア対応、広報 

小林市 ・仮設時の確保 計画に記載して

いたのでスムーズに決定出来た。 

・必要な機材の把握について、不足し

ていた 

・末管理の仮置場について、想定して

いなかったので対応の検討が難しかっ

た 

・仮置場候補地について、計画に記載

された面積と実際に活用可能な面積に

違いがあるかもしれないと思った 
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図表 3.2.2-19 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

1 
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図表 3.2.2-20 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

2 
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図表 3.2.2-21 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

3 
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図表 3.2.2-22 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

4 
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ウ.長崎県 

図表 3.2.2-23 長崎県図上演習配席図 

 

  

佐世保市は当日オンライン参加に、平戸市は不参加に変更 
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図表 3.2.2-24 長崎県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-25 図上演習のとりまとめ結果模造紙（会場） 

 

 

図表 3.2.2-26 図上演習のとりまとめ結果模造紙（佐世保市） 
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図表 3.2.2-27 図上演習のとりまとめ結果（会場） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

大村市 ・仮置場の選定。 

・処理計画を良く知っておく。 

・仮置場についての記載事項は詳

細に明記されていて分かりやすか

った。 

・ボランティアへの対応。 

・便乗ごみをどうするか。 

・残置場所が発生した際の対応について

記載なし。 

・災害毎に処理期間が記載されていな

い。 

長崎県 ・処理方法と留意点が分かりやす

い。 

・災害毎の対応が書かれている。 

・被災推計 

・不足はないが計画の作りの流れが悪い

と感じた。 

・D.Waste-net の構成メンバーの得意分

野が分からなかった（知識不足ですみま

せん） 

・発生後の事務の流れが計画の中で埋も

れている。 

・所属の名称や対象河川の情報の改正が

将来的に必要。 

・発災後の情報収集の様式内容の整理。 

団体名 演習への意見、感想 

長崎県産

業資源循

環協会 

・仮置場について協会が事前に把握しておくことは必要。 

・要請までの流れが分かり準備の参考になった。 

・協会内部において災害廃棄物処理要請に備えて訓練が必要。 

・要請の際に廃棄物の量のほかに現場情報等も提供頂ければ。 

・自治体は災害廃棄物の処理方法・処理先をリスト化しておく必要あり。 
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図表 3.2.2-28 図上演習のとりまとめ結果（オンライン） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

佐世保市 ・計画によって災害廃棄物処理の

全体的な流れ、フローについて理

解することができた。 

・災害廃棄物の発生量について、

算出方法を記載していたため、被

害状況から発生量を素早く予測す

ることができたと思う。 

・また、素早く廃棄物発生量の予

測ができたこと、仮置場候補地リ

ストを作成していたことで、候補

地の保有面積と発生量の数値を活

用して仮置場の選定ができた。 

・だいたいの災害廃棄物処理の流れにつ

いては計画を有効活用できたが、仮置場

を実際に管理・運営していく中で仮置場

のレイアウトや分別区分、広報のための

チラシ等の例を作成しておくとより補

助金の申請やほかの業務に時間をかけ

ることができると思いました。 

・未管理の仮置場について課題が出てい

たが、計画に記載していないため、今後

道端や公園などに災害廃棄物が置かれ

ていた時の対応について、検討していき

たいと思います。 
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図表 3.2.2-29 有識者(廃棄物・3R 研究財団中山上席研究員)による講評 

 

 

  



 

186 

エ.佐賀県 

 

図表 3.2.2-30 佐賀県図上演習配席図 

 

  鳥栖三養基西部環境施設組合は不参加に変更 
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図表 3.2.2-31 佐賀県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-32 図上演習のとりまとめ結果模造紙
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図表 3.2.2-33 図上演習のとりまとめ結果（1 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用

できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

小城市 ・組織体制明確に記載されてい

る。 

・仮置場がマニュアルに記載さ

れており選定できた（面積の記載

もあり参考になった）。 

・廃棄物の処理フローが明確に記載され

ていない。 

・廃棄物の処理期間（スケジュール）の設

定がない。 

 

玄海町 ・処理フロー 

・災害廃棄物の発生量と計算式 

・仮置場の配置と分別種類 

・災害時の協定を記入していなかった。 

・地域防災計画の内容との関係が明記さ

れていない。 

佐賀県 ・仮置場の運営に係る留意事項：

意外にも内容が充実していた。 

・発生量の推計：推計方法は記載

がしっかりされていた（災害対応

中に読めるかは…） 

・基本情報（協定、仮置場の運用）

は整理されていたので利用しや

すかった。 

・災害廃棄物処理体制：初めに体制を関係

に示すこと。 

・処理困難物（アスベスト含有ボード）の

処理可能施設が即座に提示できなかった。 

・全般的に報告様式を予め準備しておい

たほうが良いと思った。 

・災害廃棄物処理に関する県の組織体制

や各人の役割の記載が不十分。 

・制定から時間が経っているので、最新の

知見が不足（人材バンク、推計値）。 

・概要の記載有だが具体的な取り組みの

記載が不十分→マニュアルが別途必要。 

団体名 演習への意見、感想 

天山地区

環境整備

事業協同

組合 

・人員の確保の重要性 

・廃棄物処理マニュアルの作成は有効 

・組合で把握すべき内容を理解できてよかった。 

・演習通りとはいかないかもしれないが、流れを理解できたのは良かった。 

佐賀県産

業資源循

環協会 

・県、市は良く検討して対応していた。 

・よく計画が練られていて短い制限時間の中でうまく取りまとまっていた。 

・協会は出番が少なかった。 

・協会が困った状況を想定して対応を検討しておく必要。 

・他県の災害ごみを県内産廃施設で受け入れの必要→施設の事前届出の手続

き。 

・大規模災害で協会（県内）のみでは対応できない→他県協会へ依頼。 

・移動式破砕機の設置許可が必要。 

・敷鉄板、重機に関してはもう少し早い段階で問い合わせがあったほうがあ

りがたい。 
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図表 3.2.2-34 有識者(廃棄物・3R 研究財団中山上席研究員)による講評 
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オ.鹿児島県 

図表 3.2.2-35 鹿児島県図上演習配席図 

  

喜界町、和泊町、沖永良部衛生管理組合はオンライン参加 

奄美市は当日オンライン参加に、薩摩川内市は不参加に変更 
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図表 3.2.2-36 鹿児島県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-37 図上演習のとりまとめ結果模造紙（1班） 

 

 

 

図表 3.2.2-38 図上演習のとりまとめ結果模造紙（2班） 
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図表 3.2.2-39 図上演習のとりまとめ結果模造紙（3班） 
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図表 3.2.2-40 図上演習のとりまとめ結果（1 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

鹿屋市 ・処理フロー 

・仮置場候補地 

・産資協との具体的な連携内容 

・未管理の仮置場が発生した時の対応 

鹿児島県 ・仮置場の管理等や有害物質等の

処理に関する情報 

・D.Waste-net を有効活用するため、支

援してほしい内容を事前により具体化

したほうが良いかも。 

団体名 演習への意見、感想 

大隅肝属

広域事務

組合 

・仮置場の設置については処理が長期間になることが想定されるため、早急

に撤去を求められるような場所は避けて頂ければと思った。 

鹿児島県

産業資源

循環協会 

・発災時の初動体制については、未だ定まっておらず、今回の想定における

72 時間以内に支援内容の報告ができるかは不透明なため、対応できるような

体制づくりが必要と感じた。 

・支援内容についても、重機や人員だけでなく仮置場の管理に必要な物品の

依頼が来るケースを想定していなかったため、県並びに協定締結市町村と相

談しながら検討したい。 

 

 

図表 3.2.2-41 図上演習のとりまとめ結果（1 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

枕崎市 ・災害廃棄物の発生量の推計 ・災害廃棄物の処理可能量 

・具体的な災害廃棄物処理フロー 

・勝手仮置場の対応について 

団体名 演習への意見、感想 

南薩地区

衛生管理

組合 

・仮置場からの受入については、市と連携を十分とる必要があると感じた。 

・組合としてのマニュアルがないため、今日の演習を参考にしたい。 
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図表 3.2.2-42 図上演習のとりまとめ結果（3 班） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

姶良市 ・仮置場候補地の中から災害地に

近い場所を選定できた。 

・広報すべき基礎的なルールを活

用できた。 

・今回の対応型図上演習をうけ

て、市の災害廃棄物処理基本計画

を基に研修を受けましたが、実際

に災害が起きた場合、基本計画を

もっと職員で認識する必要がある

と思いました。 

 

大崎町 ・県災廃チームや産業資源循環協

会等、様々な機関と連携すること

が重要だと感じた。 

・災害廃棄物処理計画をじっくり

見るいい機会となった。他の職員

にも共有すべきことが多いと思い

ました。 

・分別品が多く、災害時においてどこま

で分別するか議論が必要 

・焼却施設がないため、災害ごみの容量

の問題が挙げられる。 
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図表 3.2.2-43 図上演習のとりまとめ結果（オンライン参加自治体） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

奄美市 ・災害廃棄物処理計画計画の計算

式の記載がある。 

・仮置場の設置・分別配置の例が

使えそう。 

・処理可能量の記載があるため判

断基準となる。 

・必要資機材の災害廃棄物処理計画に記

載が無い。 

・仮置場の必要人数の記載が無い。 

・未管理仮置場の対策が無い。 

・奄美市は 3 市町村合併しているが、1

地区のみに仮置場を設置しており、他の

2地区にも仮置場設置の検討が必要。 

・分別区分や便乗ごみ防止のため、平時

から広報用のチラシや HP への記載が必

要。 

喜界町 ・災害廃棄物処理計画の中に仮置

場の設定、分別配置が記載されて

いたこと 

・指定された仮置場以外に集積された災

害廃棄物への対応：処理計画に記載がな

かった 

・必要な資機材の記載がなかった 

・喜界町の災害廃棄物処理計画は地震の

みの計画になっているが、他の災害も検

討していかないと感じた。 

和泊町 ・仮置場の設定がされている。 

・未管理仮置場は発生しない仕組

み。町内会に予めお伝えしていて

発生しない見込み。大型の台風あ

る時に設置する仮置場を伝えてい

る。防災行政無線で伝える予定。 

・仮置場の人数の動員数。記載がなかっ

たので、今後の検討課題にしていきた

い。 

・仮置場からクリーンセンターへの搬入

に迷っている。町が行うことにしている

が、実際に運搬できるか、検証できてい

ない。 

・検討はできているが、発災して対応し

たことがないので、検証できていない。 

団体名 演習への意見、感想 

沖永良部

衛生管理

組合 

・町の対応については色々なパターンが想定される中、計画の範囲内で機敏

に対応していたと思います。 

・組合は受入れする側ですが日頃から準備すること等改めて考えさせられま

した。 

・災害ごみを処理する為の重機等の手配を含め建設業との連携を深めたいと

思いました。 

・これまでの経験から便乗ごみへの対応が難しかった。 
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図表 3.2.2-44 有識者（九州大学中山准教授）による講評 

現行の災害廃棄物処理計画に対する実効性の検証を目的とした対応型図上演習の講評 

中山裕文 

１．全体的な感想 

今回の演習の目的は、参加自治体、産資協の方々に災害廃棄物の一連の初動対応を体験し

てもらうことと、現状の処理計画に不十分な点がないかを確認していただくこと。初動対応

については、例えシミュレーションであっても一度経験をしているということは自信につ

ながる。この経験は、実際に災害が発生した場合でも、担当者がパニックになることなく初

期対応をすすめる力になる。 

過去の災害における災害廃棄物処理担当者の報告をみても、事前の講習会や演習が大変

役に立ったという報告がいくつも残されている。一度体験しておくことの重要性は、過去の

記録から証明されており、今回の図上演習を企画、開催した環境省の狙いもそこにある。 

今回は、参加者は事前に資料に目を通しており、事前の練習も行った上での演習であった。

しっかりとしたシナリオも準備されていて、コントローラからの助言やサポートもあり、限

られた時間の中で、非常に教育効果の高い演習になっていたと思う。 

 

２．演習のデザイン、進め方 

従来行われていた図上演習のロールプレイでは、紙に書かれた課題を受け取り、その対応

をやはり紙に書いて渡すという方法であった。実際の災害では、異なる部署の担当者がメー

ル等でやりとりすることになるため、今回の ZOOM を使った演習は、より実際に近い状況を

再現している。添付ファイルを使ったデータの受け渡し等もスムーズで、教育効果が高い。

課題のやり取りに使われていた電子ファイル（例えば資機材の調達等のエクセルファイル）

のフォーマットがしっかりしているという点も高く評価できる。実際の災害でもそのまま

使用できる。 

 

３．県、市町、産業資源循環協会 

 災害時では市町の環境課だけで対応できることは少ない。被災自治体の一年間の処理量

に匹敵する量の廃棄物が瞬時にして発生し、単独で対応できない。関係団体や周辺自治体か

ら協力を得ることが不可欠になる。 

想定外の事態として、未管理の仮置場の問題が設定されていた。そのほかにも、仮置場で

大量の混合廃棄物が発生する問題、想定外のごみの問題（農薬等）、車両の渋滞の問題、予

想以上の速度で搬入されるごみの量に搬出管理が間に合わない問題など、困った事態はさ

まざまに発生する。ただ、県、市、産資協が一致団結して協力し、また、周辺自治体の協力

が得られればなんとか解決できる。今回の演習でお知り合いになり、名刺交換をされた方と

のつながりを大事にしてほしい。もしもの時には今回のネットワークが非常に役に立つと

思う。 
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４．おわりに 

平成 28 年の熊本地震を振りかえると、熊本地震のときには、今回のような図上演習はま

だできていなかった。当時、様々な想定外の状況に対応にせまられた被災自治体の担当者の

方は本当にご苦労されていた。彼ら自身の自宅も被災しており、自分の家の中も大変な状況

になっている状況でほとんど家に帰れずに対応に追われ、健康を崩す方もいたときいてい

る。今回の演習は、参加者の対応能力を向上させ、被災された市民に貢献することがもちろ

ん第一の目的だが、担当者の災害対応能力を養い、実際の被災時の対応を効率的に行えるよ

うにすることは、災害廃棄物に関わる担当者自身の健康も守ることにつながると感じた。 

今回の演習に参加された自治体、産業資源循環協会の皆さま、準備に関わられた環境省、

応用地質の皆さま、本当にお疲れ様でした。 
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カ.福岡県 

図表 3.2.2-45 福岡県図上演習配席図 

 

  春日市はオンライン参加 
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図表 3.2.2-46 福岡県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

  

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．模造紙地図への状況記入 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-47 図上演習のとりまとめ結果模造紙（筑紫野市、福岡県、組合、産資協） 

 

 

図表 3.2.2-48 図上演習のとりまとめ結果模造紙（那珂川市、築上町） 
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図表 3.2.2-49 図上演習のとりまとめ結果模造紙（遠賀町） 

 
 

図表 3.2.2-50 図上演習のとりまとめ結果模造紙（うきは市） 
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図表 3.2.2-51 図上演習のとりまとめ結果模造紙（大川市、福岡市） 
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図表 3.2.2-52 図上演習のとりまとめ結果（筑紫野市、福岡県、組合、産資協） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活

用できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

筑紫野市 ・仮置場の運営や管理に関し

て明記していること。 

・仮置場の設置や満杯になっ

た時の対応 

 

・廃棄物の収集を自宅前と仮置場への搬入ど

ちらにするか。 

・未管理の集積場所の対応 

福岡県  ・情報は非常に大事。作業少なく、効率よく

情報をもらえるよう、また共有できるように

考えていきたいと感じた。 

・経験しておくと対応が取れるが災害はいつ

起こるか分らない→県としてもマニュアル

のブラッシュアップが必要。 

・石膏ボードの処理等について、各処理計画

の中では具体的に記載していない。 

・県有地の活用（仮置場としての）が未検討

であった。 

団体名 演習への意見、感想 

筑紫野・

小郡・基

山清掃施

設組合 

・仮置場については PR をきちんとしておかないと処理場への直接搬入が増

えることが懸念される。 

・回答項目が少なかった。災害が発生すればもっとやりとりが出てくると思

う。 

・全体の流れがつかめて良かった。 

福岡県産

業資源循

環協会 

・依頼されるときの情報の提供 

・運搬先、分別内容、受け入れ先の受入基準 

・平常時（市民への分別内容）、災害時（市民への分別内容）通知の整理 

・連携体制の訓練は今後の想定として良い経験でした。 
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図表 3.2.2-53 図上演習のとりまとめ結果（那珂川市、築上町） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活

用できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

那珂川市 ・災害廃棄物発生量の算定方

法 

・市民の善意からの仮置場提案 

・発生量の半壊・一部損壊の原単位 

・仮置場に関する広報 

・協定書を締結している民間事業者等の役割

分担 

・仮置場の想定、理想を言えば被災エリア毎

に。 

・仮置場の広報 

・災害発生時の各関係機関の連連絡先明記 

・仮置場の配置 

・仮置場への必要資材不足 

築上町 ・対応フローを決めておいて

良かった。 

・イレギュラー事例等を想定していなかった

点。 

・仮置場が満杯になった想定が出来ていな

い。 

・計画を改めて見て内容と分かりやすく修正

できそう。 
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図表 3.2.2-54 図上演習のとりまとめ結果（遠賀町、組合） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活

用できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

遠賀町 ・仮置場の分別区分、レイア

ウトがあったので活用でき

た。 

・災害廃棄物の種類がきちん

と区分けされていた。 

・災害廃棄物の処理体制が取

れている。 

・災害廃棄物処理に係る対応

フローがしっかりと出来てい

る。 

・ボランティアに関する項目が無かった。 

・最終処理業者が決まっていなかった。 

・一次仮置場がなくなった時の対応を考えて

いなかった。 

・処理計画のどこに該当箇所があるのか把握

できていなかった。 

・処理計画の読み込みが足りてなくて時間が

かかりすぎる場面があった。 

団体名 演習への意見、感想 

遠賀・中

間地域広

域行政事

務組合 

・未管理の仮置場、便乗ごみに対する記載がない。 

・年間の処理可能量の記載がなかった。 

・今回は流れが決まっていたのでやることがはっきりしていたが、実際には

情報が行き違い対応が難しいと感じた。 
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図表 3.2.2-55 図上演習のとりまとめ結果（うきは市、組合） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用

できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

うきは市 ・一次仮置場の候補地をあらか

じめ選定していたため候補地決

めがスムーズであった。実際に確

定している候補地ではないが…

（現在調整中） 

・施設の年間処理可能量を記載

していたため推定量（災害ごみの

発生量）との比較が容易に行え

た。 

・発災時の広報周知の方法は具

体的に記載できていた。 

・仮置場の設営図について記載がないた

め、候補地毎に設営図を作成する必要有？ 

・仮置場選定後の運営方法について具体

的な記載がない。 

・ボランティア団体の受入想定がない 

団体名 演習への意見、感想 

うきは久

留米環境

施設組合 

・仮置場の候補地 

・仮置場の運営方法 

・支援要請先 

・分別項目 

 

 

 

図表 3.2.2-56 図上演習のとりまとめ結果（大川市、福岡市） 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用

できたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

大川市 

福岡市 

・組織体制については一通り記

載されている。 

・分別の設定 

・仮置場候補地を事前に設定し

ていた。 

・業務毎の所管課の設定が出来

ていること。 

・仮置場の資機材について記載無し。 

・仮置場のボランティアの記載なし。 

・仮置場の必要人数や資機材。 

・市民向け広報の準備 
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図表 3.2.2-57 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

1 
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図表 3.2.2-58 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

2 
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図表 3.2.2-59 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

3 
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図表 3.2.2-60 有識者（持続可能社会推進コンサルタント協会岩下常任理事）による講評

4 
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キ.熊本県 

 

図表 3.2.2-61 熊本県図上演習配席図 
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図表 3.2.2-62 熊本県図上演習実施状況 

  

１．図上演習会場全景１ ２．図上演習会場全景２ 

  

３．九州地方環境事務所開会あいさつ ４．事務局による図上演習手順説明 

 

 

 

５．役割毎にビブスを着用 ６．PC、ZOOM による情報共有 

  

７．とりまとめの発表 ８．有識者による講評 
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図表 3.2.2-63 図上演習で使用した模造紙地図 
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図表 3.2.2-64 図上演習のとりまとめ結果模造紙（人吉市、熊本県） 

 

 

図表 3.2.2-65 図上演習のとりまとめ結果模造紙（組合、産資協） 
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図表 3.2.2-66 図上演習のとりまとめ結果 

自治体名 
災害廃棄物処理計画で有効活用で

きたこと 
災害廃棄物処理計画の不足事項 

人吉市 ・チャットを活用することで情報共

有がしやすく、迅速な対応につなが

る。 

・仮置場候補地を選定してあるため

発災後はまずは候補地について計

画を進められる。 

・P11 処理の方法、発生量・処理可

能量の推計 

・P14 廃棄物の種類ごとの処理方法 

・仮置場（処理フロー、資機材等 

・別にマニュアル作成で詳細を決めて

おく。 

・仮置場別の分別配置 

・仮置場での必要資材 

・処理フロー 

熊本県 ・基本的な事項は整理されており。

「やるべきこと」については計画を

基に行動できた。 

・県内の一廃処理施設の基礎データ 

。情報収集項目（P12) 

 

・情報収集の確認先（市町村除く）をリ

スト化しておく。 

・D-Waste.net の各団体に関する情報

の把握 

・有害・危険性廃棄物処理施設のリス

ト化 

・各担当を誰（どの班）が担うかを整理

してなかった。 

・情報をどこからとるかについても整

理が必要。 

団体名 演習への意見、感想 

人吉球磨

広域行政

組合 

・ごみがメインになりし尿があまり出てこない。 

・県、市の動きが少しわかったので良かった。 

・災害廃棄物の受入が厳しい。 

チャットで整理して考えるのが難しかった。 

仮置場レイアウトを協会と協議。 

熊本県産

業資源循

環協会 

・想定仮置場が不適切（市） 

・仮置場までの収集体制を整備（市） 

・応援一廃施設の能力把握及び情報提供（県） 

・例題を作らずにやってみたい。 

・平時に準備できる資料が沢山ある。 

・発災～スタートの定義を決めたほうが良いのでは。 

 

  



 

218 

図表 3.2.2-67 有識者(廃棄物・3R 研究財団中山上席研究員)による講評 1 
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図表 3.2.2-68 有識者(廃棄物・3R 研究財団中山上席研究員)による講評 2 

 

 


